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【開催日】 令和７年８月２６日（火） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後５時３０分 

【出席委員】 

委 員 長 奥  良 秀 副 委 員 長 吉 永 美 子 

委 員 中 岡 英 二 委 員 古 豊 和 惠 

委 員 前 田 浩 司 委 員 山 田 伸 幸 
 

【欠席委員】なし 

【委員外出席議員等】 

副 議 長 中 村 博 行   
 

【執行部出席者】 

副 市 長 古 川 博 三 福 祉 部 長 尾 山 貴 子 

福祉部次長兼子育て支援課長 石 田 恵 子 福祉部次長兼高齢福祉課長 田 尾 忠 久 

保 険 年 金 課 長 西 﨑  大 保険年金課課長補佐 田 中 洋 子 

保険年金課国保係長 村 田 直 美 保険年金課国保係主任 荒 井 理 世 子 

保険年金課収納係長 川 村 和 寛 保険年金課年金高齢医療係長 水 野 雅 弘 

保険年金課年金高齢医療係 垣 村 里 絵   

高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 荒 川 智 美 高齢福祉課課長補佐 竹 内 広 明 

高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 藤 永 一 徳 高齢福祉課主査兼介護保険係長 別 府 奈 緒 美 

高 齢 福 祉 課 介 護 保 険 係 主 任 木 口 屋 裕 樹 高 齢 福 祉 課 介 護 保 険 係 主 任 末 永 久 美 

高齢福祉課地域包括支援センター所長補佐 岡 手 優 子   

子育て支援課課長補佐 野 原 崇 史 子育て支援課子育て支援係長 藤 田 浩 子 

病院事業管理者 矢 賀 健 病院局次長兼事務部長 古 川 真 一 

病院局事務部次長兼総務課長 光 井 誠 司 病院局総務課主幹 伊 藤 佳 和 子 

病院局総務課主査兼購買係長 室 川 正 一 病院局総務課庶務係長 梅 田 典 子 

病院局医事課長兼診療情報管理室長 佐 々 木 秀 樹 病院局医事課医事係長 岸 田 理 恵 
 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 石 田  隆 庶 務 調 査 係 長 山 田 寿 実 子 
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【審査内容】 

１ 議案第５８号 令和６年度山陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決 

算認定について 

２ 議案第６０号 令和６年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

決算認定について 

３ 議案第５９号 令和６年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

４ 議案第６２号 令和６年度山陽小野田市病院事業決算認定について 

５ 所管事務調査 病院事業報告について 

６ 議案第７５号 山陽小野田市児童館条例を廃止する条例の制定について 

  

 

午前９時 開会 

 

奥良秀委員長 皆さんおはようございます。ただいまから民生福祉常任委員会

を開会いたします。審査内容につきましては、お手元のとおり進めてま

いりますので、議事の運営に御協力のほどよろしくお願いします。早速

入ります。１番、議案第５８号令和６年度山陽小野田市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定につきまして、執行部より説明を求めたいと思

います。 

 

西﨑保険年金課長 それでは、議案第５８号令和６年度山陽小野田市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算について御説明します。決算書の説明の前に、

本日お配りしております資料で令和６年度決算の概要を御説明したい

と思いますので、資料の御用意をお願いします。令和６年度決算の概要

をまとめております。少しボリュームがありますので、主要なページの

み御説明させていただきます。表紙の次の１ページをお願いします。令

和６年度決算の歳入を整理しております。国民健康保険料や繰入金が増

となったものの、保険給付費の減少に伴う県支出金が減となったため、
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前年度比３億２,２９８万３,０００円減の７０億１，７８８万９，００

０円となりました。２ページをお願いします。歳出決算額を整理してい

ます。保険給付費や国民健康保険事業費納付金の減により前年度比３億

９，１２０万９，０００円減の６８億５，４９０万９，０００円となり

ました。詳細は決算書で説明します。次に、３ページをお願いします。

先ほどの歳入・歳出決算について、グラフを使って構成割合を表してい

ます。国保会計は、簡単に説明しますと歳出の保険給付費は、歳入の県

支出金で賄われます。また、歳出の国民健康保険事業費納付金と保健事

業費の財源として、保険料を徴収し、県支出金の一部と一般会計繰入金

を充当して、不足する分を基金から繰り入れるという仕組みになってい

ます。４ページをお願いします。令和６年度の主要事業と制度改正をま

とめています。まず、１の「マイナ保険証への移行」です。昨年の１２

月２日から「マイナ保険証」に移行し、これまで使い慣れた紙の保険証

がなくなるという、健康保険において大きな変革となりました。今年の

７月３１日をもって紙の保険証の期限が切れましたので、被保険者の方

から多数のお問い合わせがありましたが、マイナ保険証の利用について

丁寧に御説明し、御理解を頂いております。なお、マイナ保険証をお持

ちでない方には資格確認書を交付しています。次に、２の保険料率の見

直しです。被保険者の減少や医療費の増加などにより、国保財政が厳し

い状況が続く中、持続可能な運営を行うため、平成２３年度以降１３年

ぶりに保険料率の改定を行わせていただきました。３と４については、

記載のとおりとなっております。ここで訂正ですが、４のペイジー口座

振替受付サービスの導入、令和６年７月から開始と書いてありますが、

令和６年１０月でございます。令和６年１０月に訂正をお願いします。

大変申し訳ございませんでした。５ページをお願いします。被保険者

数・世帯数の推移になります。これまでもお伝えしておりますが、被保

険者数・世帯数はグラフのとおり年々減少傾向にあります。令和６年度

末の被保険者数は、９,８９１人となり、１万人を切っております。こ

れにより、今後も保険料収入や国保財政への影響が懸念されるところで

す。次の６ページと７ページは、被保険者の年齢階層と所得階層を掲載
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していますので、御確認いただければと思います。続いて、８ページを

お願いします。医療費の推移になります。棒グラフの本市国保に係る医

療費（入院、外来等の総額）は、コロナ後の令和３年度以降は横ばい傾

向でしたが、令和６年度は大幅に減少しました。また、折れ線グラフの

ほうの１人当たりの医療費についても、年々増加傾向にありましたが、

令和６年度は減少に転じました。これは、団塊の世代の後期高齢者医療

への移行を背景に、被保険者数が６．６％減少したことが主な要因と考

えられます。９ページをお願いします。保険料調定額の推移です。棒グ

ラフの保険料調定額の総額と、折れ線グラフの１人当たりの保険料調定

額は、ともに年々減少傾向にありましたが、令和６年度は増加に転じま

した。これは、保険料率の改定によるものと、賃金や年金収入等の所得

の増加の影響と考えています。１０ページをお願いします。保険料収納

率の推移です。令和６年度の現年度分の保険料の収納率は、９６．０８％

で、前年度より０．４９ポイント低下しましたが、９６％以上の高い収

納率を維持しています。１１ページをお願いします。保険料率を掲載し

ています。令和６年度の赤字の部分の料率を改定させていただきました。

今後も将来収支や基金残高等に注視しながら、適正な保険料率の設定を

検討していきたいと考えております。１２ページは、保険料の滞納状況

等を掲載しておりますので御確認ください。１３ページをお願いします。

事業費納付金の推移です。平成３０年度の制度改革により、県が財政運

営の責任主体となった以降、県に納付している事業費納付金は、被保険

者の減少に伴って減少傾向にあるものの、折れ線グラフの被保険者一人

当たりの事業費納付金の負担額で見ると、年々増加傾向にあります。１

４ページをお願いします。基金残高の推移になります。令和６年度末の

残高は６．８億円で、令和元年度に１０億円あった残高は、３．５億円

減少しました。今後も、持続可能な国保財政の運営を行っていくため、

基金残高に注視する必要があると考えています。１５ページ以降につい

ては、保健事業についてですので、決算書の説明の際に御説明いたしま

す。以上で、令和６年度決算の概要についての説明を終わります。それ

では、改めまして、令和６年度決算について、決算書に沿って御説明い
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たします。まず、決算書の２７ページをお開きください。歳入歳出決算

総括表になります。予算現額７２億４，５２９万８，０００円に対しま

して、歳入額は、７０億１，７８８万９，２５４円、歳出額は、６８億

５，４９０万９，３７２円となりました。形式収支は１億６，２９７万

９，８８２円の黒字となり、同額が翌年度への繰越金となります。続き

まして、決算の詳細につきまして、決算事項別明細書にそって御説明い

たします。まず、歳出からさせていただきます。決算書の４０２、４０

３ページをお開きください。１款総務費は、総額で１億３，５４４万３，

２１７円となりました。１項総務管理費は、職員の人件費やマイナ保険

証の導入経費、システム運用関係の委託料、４０４、４０５ページにか

けて、アウトソーシング関係の委託料、国保連負担金等によるもので、

総額は１億２，５００万６，７５９円となりました。４０５、４０６ペ

ージの中段、２項徴収費は、賦課徴収に係る経費やペイジー口座振替受

付サービスの経費として、１，０３５万２，４５８円となりました。３

項運営協議会費は、国民健康保険運営協議会委員への報酬で、８万４，

０００円となりました。令和６年度は、２回開催しました。下段の、２

款保険給付費は総額で、４９億７，７３１万８７２円となりました。１

項療養諸費、１目療養給付費の４２億３，５１１万７，５６５円は、被

保険者の医療費のうち、保険者負担額になります。４０６、４０７ペー

ジをお願いします。２目療養費の２，４３２万２，５５８円は、柔道整

復や補装具等に係る保険給付分です。２項高額療養費、１目高額療養費

は、６億９，７５１万６，９００円、３目高額介護合算療養費は、４２

万７，８６０円となりました。これら、１項療養諸費及び２項高額療養

費で支出した給付額については、後ほど歳入で御説明しますが、県補助

金の保険給付費等交付金により全額交付されます。次の３項移送費の支

出はありません。４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、被保険者

が出産した場合に１件５０万円を支給するもので、１７件、８５０万６

５９円を支給しました。５項葬祭諸費、１目葬祭費は、被保険者が死亡

した場合に、葬祭の主催者に５万円を支給するもので、９４件、４７０

万円を支給しました。６項傷病手当金の支出はありません。４０８、４
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０９ページをお願いします。３款国民健康保険事業費納付金は、１項医

療給付費分、２項後期高齢者支援金等分、３項介護納付金分の総額、１

５億４，６８９万６，３３８円となりました。続いて、４款保健事業費

は、総額で６，８４３万１１０円となりました。１項保健事業費、１目

疾病予防費は、各種保健事業に係る経費で、１，８０７万５，３２４円

を支出しています。個別の事業について、資料に掲載しておりますので、

資料の１５ページをお願いします。１目疾病予防費の事業一覧になりま

す。各事業の内容、実績等を掲載しています。個別の説明は省略します

が、各事業を効果的かつ継続して実施していくことで、被保険者の健康

の保持増進と医療費の適正化に努めているところです。再度、決算書に

お戻りください。４１０、４１１ページです。上段、２目はり・きゅう

施術費は、はり・きゅう施術費に対する補助として、１２８万４，４０

０円となりました。次の２項特定健康診査等事業費は、特定健診及び特

定保健指導に係る経費で、５，０３５万４，７８６円となりました。こ

ちらも資料で説明しますので、再度資料の続きを御覧ください。資料の

１６ページです。特定健康診査の受診状況ですが、令和６年度の実績は、

表の右側、対象者７，４５５人に対して受診者数は３，０４６人で、受

診率は４０．９％となりました。確定値は１１月頃になる予定ですが、

昨年度と比較して１．５ポイント上昇しています。表の下に受診率の向

上に向けた取組として、受診勧奨事業を掲載しています。左側の、対象

者の受診歴等に併せて７パターンの勧奨はがきの送付や、右側の、対象

者のかかりつけ医を記載した勧奨はがきを送るなど、健診の受診意欲を

駆り立てるような工夫をすることで受診率向上に取り組みました。この

ような成果が、受診率の数値として表れていると考えています。次に、

資料１７ページをお願いします。特定保健指導の実施状況です。令和６

年度の実績は、表の右端、対象者２８１人に対して実施者数は、２９人

で、実施率は１０．３％となっています。令和６年度の対象期間中に保

健指導をスタートし、まだ実施中の方がおられますので、最終的には１

９％程度となる見込みです。表の下の実施率の向上に向けた取組として、

利用勧奨事業を実施しており、医療機関や民間事業所に委託し、特定保
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健指導の対象となった方に対して、電話等による勧奨を行い、保健指導

につなげる取組を行っています。これらにより、非常に低かった実施率

が、前年度比で８．８ポイント上昇する見込みであり、実施率向上に向

けた取組の成果が表れていると考えています。再度、決算書の４１０、

４１１ページにお戻りください。中段下の、５款基金積立金は、令和５

年度決算において繰り越された余剰金等を国民健康保険基金に積み立

てており、９，５２４万８，７０１円となりました。６款諸支出金の、

３，１５８万１３４円は、保険料の過誤納に対する償還金や、次のペー

ジにかけて国・県からの交付金の精算に伴う返還金等によるものです。

４１２、４１３ページの、８款予備費の支出はありません。以上、歳出

合計６８億５，４９０万９，３７２円となりました。歳出の説明は以上

です。続きまして、歳入について説明します。決算書の３９２、３９３

ページをお開きください。まず、１款１項１目国民健康保険料の現年度

分・滞納繰越分を合わせた収入済額の総額は、９億３，６６２万９，１

７９円となりました。収納率は、資料で説明しましたとおり、現年度分

が９６．０８％、滞納繰越分が１７．７４％となりました。次の、２款

国民健康保険税の収入済額は、６万２，６５３円となり、保険税は、令

和６年度をもってすべて完納となりました。次に、一番下の３款使用料

及び手数料は、督促手数料等による収入で、５０万５，０５０円となり

ました。３９４、３９５ページをお願いします。４款国庫支出金、１項

国庫補助金、２目社会保障・税番号制度システム整備費等補助金は、マ

イナ保険証の制度開始に伴うシステム改修、加入者情報のお知らせの発

送、周知広報に係る経費に対する補助金で、８６２万４，０００円の交

付を受けました。次に、５款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費

等交付金のうち、１節普通交付金４９億６，４０９万９２８円は、歳出

でも説明しましたが、市が保険給付費に要した費用と同額を県から交付

されたものです。２節特別交付金１億８，３３４万７，０００円は、市

町村国保の財政状況や実施する事業等に応じて交付されるもので、保険

者として努力を行う市町村に対して交付される保険者努力支援分や市

町村に特別な事情がある場合に交付される特別調整交付金分、また、特
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定健康診査等負担金分などが交付されています。一番下の６款財産収入

の５０万４，７０１円は、国民健康保険基金の運用利息です。３９６、

３９７ページをお願いします。７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一

般会計繰入金の総額は、５億５，３１３万１，３５３円となりました。

国の基準に基づく一般会計からの繰入金で、保険料軽減に対する財政支

援及び国保財政基盤の安定化のための保険基盤安定繰入金、人件費や一

般管理費に対する職員給与費等繰入金、その他保険料軽減制度等に対す

る財政支援として繰り入れております。３９８、３９９ページをお願い

します。２項基金繰入金は、被保険者の保険料の負担軽減や国保財政の

安定化を目的に国民健康保険基金から、２億４，８６０万４，０００円

を繰り入れております。次に、８款繰越金の９，４７５万４，３１４円

は、令和５年度からの繰越金です。９款諸収入の２，７６３万６，０７

６円は、延滞金や療養諸費返納金、次ページの保険給付費差額返納金、

過年度収入等によるものです。以上、歳入合計７０億１，７８８万９，

２５４円となりました。以上で説明を終わります。御審査のほどよろし

くお願いいたします。 

 

奥良秀委員長 執行部からの説明が終わりました。それでは、審査に入りたい

と思いますが、歳出から進めてまいりたいと思います。４０２、４０３

ページ並びに詳細な資料を頂いていますので、こちらの資料のほうから

の質疑がある場合も、ページを言ってもらってからの質疑を求めたいと

思います。それでは質疑に入ります。どうしましょうかね。資料のほう

から行きましょうか。資料の１ページ目、２ページ目から質疑はありま

すか。 

 

山田伸幸委員 国民健康保険税が、これで完済ということなんですけど、物す

ごく長い間かかってきて、利子もついてきているんじゃないかと思いま

す。利子分はどれぐらいになったんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 残りがもう少なくなっておりますので、延滞金はたしか徴
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収していなくて、この本税だけで６万３，０００円の納入になったはず

でございます。 

 

山田伸幸委員 人数としては、何世帯というか何人なんでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 こちらの令和６年度決算額に載っております金額の

対象者については、１名になります。 

 

中岡英二委員 １ページの諸収入の中で、前年度に比べて、延滞金がかなり減

っていますよね。これはどのような仕方で減ったんですか。 

 

川村保険年金課収納係長 延滞金につきましては、納付が遅れている方につい

ては、納付の勧奨の通知をお送りして、なるべく早めに納付をしてくだ

さいとお願いすることで、減少につながったのではないかと考えており

ます。 

 

奥良秀委員長 １ページ、２ページよろしいですか。 

 

山田伸幸委員 高額療養費についてお聞きします。これも減っておりますけれ

ど、これも単に全体的な人数の減少に伴う金額の減少なんでしょうか。 

 

村田保険年金課国保係長 高額療養費については、医療費の減少のところと連

動しているのですが、高額な医療を受けられていた方が国民健康保険の

資格を喪失されたことにより、医療費が減少した。これによって高額療

養費も減少したと認識しています。 

 

奥良秀委員長 喪失した理由は何かあるのでしょうか。 

 

村田保険年金課国保係長 社会保険への加入と死亡によるものです。 
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山田伸幸委員 マイナ保険証で高額療養の窓口手続をしなくても受けられると

いうことなんですけど、それの利用状況は分かっておりますか。 

 

村田保険年金課国保係長 マイナ保険証の利用に伴いまして、今、おっしゃら

れたとおり、マイナ保険証で受診された際には、その場で、自己負担の

限度額までで抑えられるという仕組みになっております。このため、こ

のたびの７月３１日で健康保険証の有効期限が切れた際に、限度額認定

証についても、マイナ保険証をお持ちの方については発行していない状

況ですけれども、その発行件数そのものも減っております。数字につい

ては、今から確認をします。申し訳ありません。 

 

奥良秀委員長 今は資料の１ページ、２ページからの質疑を求めております。 

 

前田浩司委員 ２ページ、歳出の３番の国民健康保険事業納付金です。先ほど

説明があったかもしれませんけど、若干金額が減っている要因をいま一

度教えていただけますか。 

 

奥良秀委員長 資料の１３ページに説明がありますが、いいですか。（うなず

く者あり） 

 

西﨑保険年金課長 事業費納付金の簡単な仕組みは、県が、山口県全体の責任

主体になっておりまして、保険給付費を全額負担します。その財源とし

て市町村から、事業費納付金を県が集めます。その事業費納付金を県に

納付するために我々は保険料を徴収したりという流れでございます。県

がこの事業費納付金を算定するときに、山口県全体の保険給付費を試算

して、それを市町村に、配分して納付金を納めてもらうという仕組みな

ので、山口県全体の医療費が下がってくると、この事業費納付金の総額

は下がってきます。ただ一方で、本市だけ特殊で、令和６年度医療費が

下がったんですけども、全国も県も、総体的に医療費総額は数パーセン

トずつ上がっています。また、市の被保険者数の現状や医療費の水準に



 11 

よって配分しますので、山陽小野田市は少し下がってきていると思って

いただければと思います。この山陽小野田市の医療費の減に応じて、事

業費納付金の総額も下がったと思っていただければと思います。 

 

奥良秀委員長 今ので下がった理由は分かりましたか。（発言する者あり）い

や、多分、今の説明ではちょっと分からないと思うんですけど、根本的

な理由は何かあるんですかね。 

 

西﨑保険年金課長 すみません。今、医療費総額が上がると言いましたけども、

たしか山口県で見ると、少しずつ医療費の総額が、被保険者が減ること

に応じて下がってきている。被保険者数の状況でも配分するので、被保

険者数も減ってきているので、山口県全体で事業費納付金の総額が減っ

てきている。ですので山陽小野田市が納付すべき金額についても総額が

下がってきていると思っていただければと思います。逆のことを言いま

した。失礼いたしました。 

 

山田伸幸委員 医療費総額について、この宇部山陽小野田圏域は、非常に医療

費が高い地域と言われてるんですけれど、納付額にも、そういった高い

医療圏域での納付金の増額とか、この他地域に比べて多いとか少ないと

かはあるんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 事業費納付金は、先ほども申しましたけども、被保険者数

の現状とか、市の所得状況、あと医療費水準で決まります。この医療費

で言いますと、山口県の中でいうと、山陽小野田市の医療費は上から３

番目です。非常に医療費水準が高いというのは、これまでも御説明して

きたとおりでございます。ほかの世帯数の被保険者数の現状とかで算定

しますので、事業費納付金でいうと、たしか７番目ぐらい。中庸ですね。

いつもほかの県でも山陽小野田市は中庸ですけども、事業費納付金の額

でいうと７番目ぐらいだったと思っております。 
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奥良秀委員長 医療費水準が高い理由は何かあるんですか。 

 

西﨑保険年金課長 これは、よく西高東低と言われますけども、全国で見ても

山口県は医療費が高い。令和６年度を見ますと山口県は全国で２位でし

た。山口県の中でも西高東低、宇部市とか下関市とか山陽小野田市は医

療費が非常に高い。一方周南市とか下松市とかは医療費が低い。よく言

われるのが病院の数です。西のほうが、大きい病院がたくさんあります

けれども、医療費は病院の数に影響するとよく言われています。あとは

地域性とか、もう少し言うと、何か食べ物とかも影響があると聞いたこ

とありますけれども、医療費水準が高い主な要因は病院の数と言われて

おります。 

 

山田伸幸委員 以前、宇部、山陽小野田は高度医療が多く行われてると聞いた

ことあるんですけど、そういうことはないんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 そうですね、やはり西のほうに、この近くでいうと、山口

大学の医学部付属病院もありますし、下関市にも大きい病院がたくさん

ありますので、恐らく高度な医療ができる病院が西のほうに集中してい

るという理由ではないかと考えております。 

 

奥良秀委員長 資料に戻ります。１ページ、２ページから質疑を求めます。 

 

山田伸幸委員 保健事業費等医療費の関係はどのように見ておられますか。 

 

西﨑保険年金課長 ８ページの医療費の推移でございまして、先ほど村田が令

和６年度医療費が減った理由を少し述べました。高額な医療が関わって

いる被保険者の喪失があった。それも一つの要因ですし、ここに書いて

あるとおり、被保険者数が６.６％も減っております。それも一つの理由

で、もう一つは、医療費適正化保健事業をずっと継続して行っておりま

して、その成果についても、いくらかということは分かりませんけれど
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も、継続して保健事業をやってきて、特定健診の受診率等々も上がって

おりますので、そういった目に見えない成果についても医療費が減額に

なった成果ではないかと、我々は分析しているところでございます。 

 

山田伸幸委員 国も力を入れて特定健診を始めたり、いろいろな事業を行うこ

とに対して補助金も出してきてるわけですよね。やはり、この保健事業

というのは、医療費も下がりますし市民も健康になるという観点で、や

はりもっともっと力を入れる必要があるんじゃないかなと思うんですね。

特に受診率が若干ずつ伸びていると。ただ、進んでいるところを見ると、

６割とか７割とかいってるところもあるので、やはりそういったところ

との違いといいますか、山陽小野田市は県内では高いほうかもしれませ

んけれどやはり、先進地に比べるとまだまだ足りていない。その辺につ

いては、何か対策等あるいは、先進地の事例検討とかされているんでし

ょうか。 

 

奥良秀委員長 令和６年度の実績を見られて、今後どうされるかという話だと

思います。 

 

西﨑保険年金課長 特定健診だけのことではなくていろいろな保健事業があっ

ての成果になりますけれども、特定健康診査だけ申しますと先ほども言

ったとおり、令和６年度は４０.９％と、４０％を超えておりまして、令

和６年度でみますと、県内１位になります。今まで２位だったんですけ

ど、見込みは県内１位の数字です。確かに先進地は６０％とか超えると

ころもありますし、小さい町とか、村とかはやはり率が高いです。それ

ほど個別にフォローができるというか、アプローチができる。我々ぐら

いの市になると、その個別のアプローチまでがなかなか難しくて、一人

一人当たればそれは増えますでしょうけれど、今、勧奨はがきなど、い

ろいろな勧奨事業をやっており、効果は出ております。少しずつではあ

りますけれども、そういったいろいろな場面で、いろいろな媒体を使っ

て勧奨するのは、効果が出ていると私は認識しておりますので、これを
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継続しつつも、確かに先進地の取組がありますので、いろいろな研修に

出たり、担当者がそういった情報収集しておりますので、取り入れられ

るところは取り入れていきたいなと考えております。ありがとうござい

ます。 

 

村田保険年金課国保係長 先ほどの高額療養費の関連で限度額認定証の発行数

についてですけれども、令和６年度に発行した数字、３３２件のうち、

このたびの年次更新マイナ保険証への取組に移行してから発行したのは、

１０４件になります。これはマイナ保険証にされていない方々に送付し

ております。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）次に移りたいと思

います。３ページは大丈夫ですね。特に質疑はないですね。（「はい」

と呼ぶ者あり）その次の制度改正についても、予算とか、度々定例会の

中で説明を受けております。質疑はありますか。 

 

山田伸幸委員 マイナ保険への移行が進んでおられる方は何パーセントぐらい

いらっしゃいますか。 

 

村田保険年金課国保係長 マイナ保険証の連携状況について、本市では、令和

７年６月末時点の数字ですが、国民健康保険の被保険者数９，８９１人

に対して、連携者数は７，５６５人で、割合にして７６.４８％になりま

す。 

 

山田伸幸委員 そのうち、マイナ保険証として利用された方の率も分かるんじ

ゃないでしょうか。 

 

村田保険年金課国保係長 利用率については、令和７年５月末時点の数字にな

りますが、山陽小野田市では国民健康保険については４５.９０％になり

ます。 
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山田伸幸委員 では、いろいろ医療機関窓口でトラブルとか報告されているん

ですけど、本市ではそういった状況は、担当課のほうに上がってきてお

るんでしょうか。 

 

村田保険年金課国保係長 トラブルといいますか、今回７月３１日で保険証は、

国民健康保険についてはもう有効期限を迎えまして、医療機関において

は通常オンライン資格確認システムといって、オンラインで国民健康保

険なり保険の資格情報を確認します。そちらのほうが、全国的に保険証

の期限を切ったために、サーバー容量がたくさんになってしまって、す

ぐ連携できなかったというのは、数日、お問合せを頂いておるところで

す。また本市については、被保険者証番号の変更もありましたので、そ

の点についても問合せが幾つかあったと認識しております。 

 

奥良秀委員長 今、御答弁いただいたのは、令和７年度中の内容も入ってます

かね。 

 

村田保険年金課国保係長 入っております。（「そうですよね」と呼ぶ者あり）

令和６年１２月２日の保険証への移行時については、特にトラブル等の

問合せは聞いておりません。失礼いたしました。 

 

奥良秀委員長 今回は令和６年度の決算認定をしておりますので、答弁もその

ことを考えながら御答弁いただければと思います。 

 

中岡英二委員 マイナ保険証の移行について、今、山田委員から質問がありま

した。令和７年３月３１日現在のマイナ保険証利用率が４３.０１％と資

料の中にはありますが、これ全国的に見て高いほうなんですか、低いほ

うなんですか。 

 

村田保険年金課国保係長 国のほうが３３％ぐらいの推移になりますので、全
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国的に見ると高いほうだと考えております。 

 

中岡英二委員 分かりました。この４番目の中にペイジー口座振替受付サービ

スの導入が令和６年１０月からとあります。銀行に行かなくて市役所に

設置している専用端末にキャッシュカードを通して利用できるというこ

となんですが、これは全ての銀行に対応できるんですか。 

 

川村保険年金課収納係長 現在七つの銀行を対象としております。内訳としま

しては、山口銀行、西京銀行、山口県信用金庫（後刻「山口県信用組合」

に訂正）、ゆうちょ銀行、山口県農業協同組合、山口県労働金庫、西中

国信用金庫となります。 

 

奥良秀委員長 山口県信用金庫ってありましたか。訂正をお願いします。  

 

川村保険年金課収納係長 山口県信用組合です。失礼いたしました。 

 

中岡英二委員 この実績報告書の４３ページで、ペイジーの口座振替受付サー

ビス導入事業で登録件数が２５４件、この登録件数というのは何ですか、

利用者数ですか。 

 

川村保険年金課収納係長 この２５４件につきましては、口座振替の申請があ

った件数になります。 

 

吉永美子副委員長 ペイジー口座振替受付サービスの導入でお聞きしたいと思

っております。このたびの決算書の中の口座振替受付等業務委託料２３

５万６，３１０円がこれになると思ってよろしいですか。 

 

川村保険年金課収納係長 ほかにも委託料以外にも、機械器具費に２７万５，

０００円。それからシステム運営負担金として１３万３，０００円。あ

とは、登録された際の手数料であったり、消耗品費が加えて計上されま
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す。 

 

吉永美子副委員長 予算のときには、この業務委託料については、令和６年度

のみとの御説明があったと思います。その際に、口座振替が予算のとき

のベースで３４．７％というお話があったと思うんですが、この導入に

よって、要は令和６年度末でどこまで上がったんでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 その割合が出し方によって、多少変わる形にはなる

んですけれども、令和６年度の決算時点での件数による割合で計算しま

すと、現在口座振替の割合は４０．３％になります。 

 

吉永美子副委員長 市としては、金額がある程度かかっているけれども、この

口座振替受付サービスを導入したことが、大きく口座振替に移行してい

ただくことに貢献をしているという評価をしておられるということでよ

ろしいですか。 

 

川村保険年金課収納係長 そのとおりです。 

 

中岡英二委員 このペイジー口座振替は、広報紙か何かでいろいろ宣伝されて

ますか。 

 

川村保険年金課収納係長 広報紙や、市役所のデジタルサイネージを活用して

の周知、または一斉に国民健康保険加入者の方に通知を送る際にも始ま

りますということで宣伝をさせていただきました。 

 

中岡英二委員 その結果が２５４件の登録者件数ということですか。 

 

川村保険年金課収納係長 そのとおりと考えております。 

 

中岡英二委員 これ、多いと思われますか。どうですか。 
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川村保険年金課収納係長 この２５４件のほかに、従来の紙での口座振替の申

請も受けております。令和５年度の実績で言いますと、このときはまだ

ペイジーでの登録が始まっておりませんでしたので、１年間で３６０件

の申請を受けておりました。令和６年度は、ペイジーによる申請２５４

件のほかに、紙での申請３２６件も併せて受けておりますので、口座振

替全体として考えますと、前年度比１.６倍の申請を受けております。 

 

奥良秀委員長 ４ページまでよろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）次

に行きます。５ページの「推移」です。被保険者数と世帯数が減ってま

すよと。こちらはよろしいですか。理由のほうも後期高齢者医療制度へ

移行ってことですか。 

 

山田伸幸委員 この被保険者数、世帯数の推移と、それからその次のページの

年齢階層別を併せて考えると、来年再来年この３年間ぐらいで、さらに

大きな減少となって、ひょっとしたら、７，０００世帯ぐらいまで、一

気に減少していくんじゃないかなと思うんですけれど、その点ではどう

いう見通しを立てておられますか。 

 

西﨑保険年金課長 これは、被保険者数の減少ですけども、主に、後期への移

行ということで、毎年大体１，０００人ぐらい後期に移行します。もう

一つは今の社会保険の加入要件が少しずつ拡大しておりますので、そう

いった要因もあって、この被保険者数の減少は、これ山陽小野田市だけ

ではなくて、全国的に減っていくのではないかと考えております。そこ

で、保険料収入の影響であったり、高齢者が減ってくると医療費が下が

ってくるという要因もあるといえばあるんですけれども、やはり被保険

者数が減るということは、規模的にも小さくなって、いろいろな影響が

出てくるのではないかと考えております。 

 

山田伸幸委員 特に団塊の世代というのは、やはり現役でばりばり働かれてい
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て、それなりに年金収入もあって、割と所得の高い方が多かったんでは

ないかなと見ているんです。となると、そういった方がおられなくなる

と、今度は１人当たりの負担が、随分大きくなってしまうんじゃないか

なと。先ほどの基金との関係でもすごい心配してるんですけれど、もう

基金で繰り入れるのも限界が見えてきておりますので、その辺で新たな

対策といいますか、これは国に対してやっぱり上げていかないといけな

いと思います。やっぱり地方自治体で高い保険料となってしまったら、

せっかく、納付率が高くなっていたのが、９割を切ってしまうような状

況が想像されるんですけど、その辺で県の組合辺りでその辺の対策とい

うか、国に対してもっと交付金を増やせとかいった働きかけ等はされて

いるんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 この国保財政が厳しいのは、やはりもう構造的な問題です

よね。国民健康保険は、自営業の方が中心であったり、高齢者の方も中

心である、イコール所得水準というか、下がるということは保険料も少

なくなるということで、一方で高齢者が多いということは医療費も高い

ので、もう構造的な問題があって、それに対して、国から様々な財源と

いいますか、財政支援が行われております。国保関係の情報を見ますと、

国保の保険料の負担が社会保険の１.６倍なんです。なので社会保険は事

業主負担などがあり、国保の負担は社会保険の１.６倍ということで、確

かに、我々は国民健康保険を払っていらっしゃる方に、毎年賦課してい

ても、高くて申し訳ないなっていう気持ちもありますし、保険料率上げ

るときも大変心苦しいんですけれども、かといって基金が枯渇して、運

営できなくなったらいけないので、そういったところも見ております。

要望等に関しましては、市長会とか県知事会とかでも、毎年のように国

に要望しておりますし、我々はそれに賛同する形で、個別に要望等は出

しておりませんけれども、これ、国保全体の取組の問題ですので、そう

いったところが要望されることに対して注視しておりますし、賛同して

おるというような状況です。 
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山田伸幸委員 この６ページの表を見ると、本当に所得の高い人たちが国民健

康保険からいなくなって、確かに、高齢者で疾病を抱えている方も減る

かもしれませんけれど、さっき言われたように、今でさえ社会保険料に

比べて非常に高い保険料となっていると。私も、毎月の保険料の支払い

にこんなに引かれてという思いを持っているんですけど、やはり今、言

われたようにもっと積極的に県が固まって、国に対してこんな財政でや

っていけないということをもっと上げていくべきではないか、少なくと

も、今、おられる皆さんが、そういう共通の認識をお持ちであるならば、

やはり県に対しての働きかけをもっともっと強くしていかないと、もう

市民がまた上がった、また上がったというふうに苦しむんじゃなくて、

それなりの努力をやっぱり、山陽小野田市も県の先頭に立っていただき

たいんですけど、いかがでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 県内の市町が集まって、そういった協議をする場がありま

す。なかなか本市の場合は、保険料率を少し上げても、それがすぐに保

険料に結びつかないというような市でもあるので、そういったところも

考慮いただくように、機会と場所を探して要望してまいりたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

奥良秀委員長 今、ページとしては、５、６、７ページまでいってますね。山

田委員の質疑は７ページまで入ってます。 

 

山田伸幸委員 ７ページは念頭になかったんですけど、この傾向というのは、

もう以前から私が市議会議員になってからずっと、所得２００万円以下

の割合が８割で、この割合はほとんど変わっていないんです。それだけ、

３００万円から４００万円のぐらいの人たちに物すごく大きな保険料負

担という形で乗っかっているんですよね。高い人たちは、それは払える

と思うんです。ですけど、ここを見たら分かるように、非常に少なくて、

１０世帯台ですよね。やっぱりその辺で、特に以前、仕事に関わってい

た関係で、所得２００万円、３００万円、４００万円辺りの人が、一番
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保険料の負担に苦しんでおられると思うので、やはり、最高限度額を少々

上げても、あまり影響がないと思うんですけど、その辺どうですか。 

 

奥良秀委員長 決算についてやっておりますので、その範囲内で答えることを

答弁願います。 

 

西﨑保険年金課長 この所得階層に応じて保険料率を考えております。令和６

年度、保険料率を引き上げたんですけれども、この辺りの中間層の方の

たちの保険料の負担があまり増えないような料率の引き上げる設定をし

たり、そういったシミュレーションをしながら設定を考えております。

今後もこの保険料率の見直しは、継続して検討していかないといけない

と思っておりますので、こういった中間層の方々に、あまり負担がない

ような保険料率についても考えないといけません。ただ、この辺りの方々

が一番多いので、限度額は条例事項で決まっております。なので、これ

を市単独で引き上げるというのはなかなか難しいので、そういったバラ

ンスを見ながら保険料の負担があまり増えないように、かといって全体

的には増えるようになかなか難しいですけど、そういったことを考えて

いきたいと思います。 

 

山田伸幸委員 以前、課長に要望していたんですけど、この所得階層別で、滞

納の状況とかは、見られたことありますか。 

 

奥良秀委員長 令和６年度の滞納状況ということで。 

 

西﨑保険年金課長 所得階層別の滞納状況は資料としては持っています。大体

７００ぐらい滞納世帯がいるんですけれども、一番多いのがやはり、２

００万円以下です。 

 

山田伸幸委員 それぞれ棒グラフごとには、お持ちじゃないですか。 
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西﨑保険年金課長 左から言います。ゼロ円（未申告含む）の滞納世帯が１０

８件、４３万円以下が５７件、１００万円以下が８７件、２００万円以

下が１２６件、３００万円以下が７３件、４００万円以下が３０件、あ

と５００万円以下が９件、６００万円以下が３件、７００万円以下が１

件、８００万以下が２件、９００万円以下ゼロ件、１，０００万円以下

が２件、１，０００万円超がゼロ件です。未申告の方とかもいらっしゃ

るというような現状です。 

 

山田伸幸委員 細かく調査いただいてありがとうございます。やはり今、報告

があったように、滞納世帯というのが、所得の低いところにやっぱり集

中しておりますので、いろいろバランスが大変難しいかと思うんです。

こういったことも鑑みて、今の保険料と世帯の負担率ということを考え

ると、やっぱりまだバランスが悪いのか、そういった意味で、やはり国

がここをしっかりと見ていかないと、地方ではもう限界だと思うんです

ね。ですから、その点でも、先ほど言った対応を是非、力強く進めてい

ただきたいと思います。是非、こういったものが今後もデータとしてき

ちんと示していただくと、私たちも応援のしがいがありますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

奥良秀委員長 今、７ページまで行っております。いいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）それでは次行きます。８ページ、医療費の推移について質

疑ありますか。 

 

山田伸幸委員 保険料の調定額ということで総額になっていて、あと１人当た

りということなんですけど。  

 

奥良秀委員長 調定額は９ページですよね。今、８ページです。８ページよろ

しいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、９ページ。山田委員、

もう一度お願いします。 
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山田伸幸委員 これは１人当たりということになってるんですけど、世帯当た

りでは出しておられないですか。 

 

西﨑保険年金課長 お時間を頂ければ、世帯数で除せば出ますので、少しお待

ちいただけますか。 

 

奥良秀委員長 待っている間に次に行きたいと思います。時間が１時間以上か

かりましたので、ここで休憩に入りたいと思います。今、１０時１０分

ですので１０時１５分まで休憩に入りたいと思います。では、休憩に入

ります。 

 

午前１０時１０分 休憩 

 

午前１０時１５分 再開 

 

奥良秀委員長 それでは休憩を解きまして委員会を再開いたします。 

 

西﨑保険年金課長 先ほどの１世帯当たりの調定額でございます。１３万１，

９６１円が１世帯当たりの調定額です。 

 

奥良秀委員長 ９ページよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)次に行きま

す。１０ページの収納率でありますか。 

 

山田伸幸委員 説明の中で滞納者対策の取組、納付機会の充実を行ってきた結

果だと書かれているんですけど、具体的にどういったことをされたんで

しょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 納付勧奨通知を定期的に送付して、納付の機会をつ

くることや、必要に応じて電話での勧奨、また訪問での勧奨等を行って、

納付の機会をつくっております。 
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山田伸幸委員 以前は、訪問というのを担当課の方は大変嫌がっておられたん

ですけど、そういう訪問に行った人に対する嫌がらせとかの事例は発生

しておりませんか。 

 

川村保険年金課収納係長 訪問は、件数としてはそこまで多くなくて、年に２

回程度、主に６月末や、１２月頃に通知であったり、電話、窓口におい

て接触ができない方を対象として行っています。今、おっしゃられたよ

うな、相手に対して嫌がられるようなことは、特には出ておりません。 

 

奥良秀委員長 １０ページまで質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

収納率は、高い水準なんですけど若干低下した理由は何かあるんでしょ

うか。 

 

川村保険年金課収納係長 令和６年度の１２月２日以降、短期被保険者証とい

う保険証に期限を設けて、続きのものを交付する際に、納付の接触がで

きるという制度がありました。制度の改正に伴いまして、そちらが発行

できなくなったことで一部の方が窓口に来られなくなって接触の機会が

減ったことが要因の一つとして考えられるのではないかと思います。 

 

奥良秀委員長 その接触の機会の改善はもう取られているのでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 その改善のために、以前より通知の回数を多く送っ

たり、先ほど申し上げたように個別の電話であったり、姿が見えない方

に対して、納付の勧奨を続けているところになります。 

 

山田伸幸委員 以前は、一応名簿としてはあるけれど、実際には不在という方

も随分おられると聞いています。最近はどうですか。 

 

川村保険年金課収納係長 訪問に対するお話ということでよろしいですか。（う
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なずく者あり）訪問に関してですけれども、やはり、なかなかお会いで

きない方もいらっしゃるんですけれども、その際には必ず、不在連絡票

をポストに投函し、連絡をしていただくように心がけております。 

 

山田伸幸委員 その連絡票に対する返事はあるんですか。 

 

川村保険年金課収納係長 全ての方というわけではございませんが、通知を見

られて御連絡いただける方はいらっしゃいます。 

 

前田浩司委員 １２ページに、短期被保険者証並びに資格証明書が廃止されて、

特別療養費の支給の仕組みに変更になりましたっていう記述があるんで

すけれども、この辺と今回のお話ししてる件は何か関連する部分がもし

あるんでありましたら、説明を頂きたい。 

 

川村保険年金課収納係長 １２ページの中段に書いてあります短期被保険者証、

資格証明書と書かれているものが、１２月２日以前まで発行できたもの

になります。短期被保険者証については先ほど申し上げたとおり、通常

の保険証よりも期間を短く設定して、納付の機会をつくるためのものに

なります。資格証明書につきましては、１年以上、納期限から経過した

未納がある方に対して、継続納付等で滞納整理の進まない方については、

医療機関等にかかられた際に、１０割負担で病院にかかっていただくよ

うな証明書になります。令和６年度の特別療養費の支給となっているも

のにつきましては、制度が改正されまして、資格証明書が発行されなく

なったことにより、特別療養費という名称で、１０割で医療機関にかか

られる方というものが制度として残ったようなものになります。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。（うなずく者あり）収納率のところに戻りま

す。 

 

山田伸幸委員 以前は８８％の辺が大体通常だったんですけど、非常に高い収
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納率になっておりますが、これは県で見るとどんなですか。 

 

西﨑保険年金課長 県内の平均が９５．６％ぐらいです。９６.０８％は１３市

のうち８番目です。 

 

山田伸幸委員 その下の過年度分が減ってきているんですけども、過年度分自

体も減ってきてるからパーセントが下がったということなんでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 過年度分につきましては委員がおっしゃるとおり、

過年度分の調定額自体が減少していっていることと、やはり過年度分を

納付されてる方につきましては、以前より分納して少しずつ滞納の整理

をされてる方がいらっしゃいますので、まとめて納付をすることが難し

い方がいらっしゃる関係で、全体の調定が減る中で、少しずつ納められ

てる方が一定数変わらずいらっしゃるので、率としては下がってきてい

ます。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)１１ページ、保険料

率について。令和６年度から上がっています。 

 

山田伸幸委員 令和６年度にこれだけ上がったということで、私自身も大変残

念に思っていたんですけど、この上がった影響というのはどのように考

えておられますか。 

 

西﨑保険年金課長 保険料率について、先ほど、９ページの保険料調定額の推

移でもありましたが、総額でいうと調定額が１，６００万円増額となっ

ておるところでございます。令和６年度の保険料が増えたのはそれだけ

ではなくて、これは社会情勢もありますけども、世帯の所得が上がって

ます。その影響もあって保険料の収入が増え、伸びたということでもあ

りますので、この保険料率の上げたときの納入通知を送ったときの反応

なんですけれども、私が感じる中では、それほど大きい苦情は頂いてお
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りません。所得が上がったのも関連しているのではないかと思います。

この保険料率を来年度以降どうするか、今後予算編成をする中で考えま

すけれども、所得が伸びているという社会情勢等も考慮しなければいけ

ないかなとは思っております。 

 

山田伸幸委員 所得のある世帯が、所得の階層の上のほうにずれていくという

ことであれば、その辺もなかなか理解できるんですけど、２００万円近

辺で、それまでに２００万円が２２０万円、２５０万円になったってい

うのではあまり意味がないんです。それと、今の社会情勢から見て、開

業して社会保険等でやっておられた方が新たに国民健康保険に移行する

ということも今後出てくるんじゃないかなと考えられるんですけど、そ

ういったときに、やはり、払いやすい保険料であるということ。最初の

支援として、そういった方にあまり負担をかけさせないで事業として頑

張ってもうけていただくという形が必要ではないかなと思うんですけど、

その点いかがでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 おっしゃるとおり、保険料の負担が少なくて、医療を受け

られて、国保財政が順調に運営できるのが一番の理想ではありますけれ

ども、なかなかそうもいかないので、そういった将来推計とか、基金の

残高とかも総合的にいろいろ考慮しながら保険料率の設定は考えていき

たいと思っております。この現状の率を昔みたいに下げるというのは、

なかなか難しいです。ちなみに、令和７年度、１３市中４市が引き上げ

てます。この県内どこも厳しい状態で保険料率を上げざるを得ない状況

というのは、本市だけではなくて他市も同じなので、そういった他市の

状況も見ながら、料率の設定は考えていきたいと思っています。 

 

奥良秀委員長 それでは、１１ページが終わって、１２ページの滞納状況です。 

 

古豊和惠委員 お尋ねしますけれども、１２ページの３番目の差押え件数です。

差押え件数、令和４年度、令和５年度、令和６年度と書いてありますけ
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れども、件数的にもかなり減っております。金額ベースでいきますとか

なりの減少になっておりますけれども、この要因は何かあるんでしょう

か。 

 

川村保険年金課収納係長 納付に対する取組としまして、まずは、自主納付を

勧めたところが多くあるかなと思います。あとは、令和５年度を見てい

ただくと、預金からの差押えが多くあるんですけれども、近年、個人で

の資産の運用等が多くて資産として口座の中に残されている方がなかな

かいらっしゃらないです。今後も、財産調査を行いながら滞納の整理は

行っていこうとは思うんですけれども、なかなか差押えという形ではつ

ながらなかった部分が一部あったと認識しております。 

 

古豊和惠委員 それでは、令和４年度、令和５年度はきちんとその調査ができ

たけれども、令和６年度はその辺りはあまりうまくできていなかったと

いうことになるんですか。 

 

川村保険年金課収納係長 調査自体は行っているんですけれども、その調査し

た結果として銀行からの回答等で口座の中に預金として、効率的に押さ

えられるようなものが見つけられなかったという内容になります。 

 

山田伸幸委員 給与の差押えについて伺いたいんですけれど、給与を差し押さ

えるときは、生活費を差し押さえてはならないということが決まってい

るんですけど、その辺は配慮されているんでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 おっしゃるとおり、配慮して差押えを行っておりま

す。 

 

山田伸幸委員 そういった給与の差押えをした結果、その方の納付につながっ

ているんでしょうか。 
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川村保険年金課収納係長 給与から差し押さえる方の多くは、国民健康保険を

喪失されてる方が多いので、差押えによって完納につながるケースのほ

うが多いと認識しております。 

 

山田伸幸委員 今の説明で理解がどうかなと思ったんですけど、要するに資格

を失い、資格を社会保険等に移行しているけれど、滞納がまだ残ってい

る人ということでよろしいんでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 おっしゃるとおりです。 

 

奥良秀委員長 その他はよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)なければ、

次の１３ページ事業費納付金の推移について。これもさっきからいろい

ろ出てると思うんですけど、質疑はよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者

あり)なければ、基金残高の推移です。たくさん下がってますが。 

 

山田伸幸委員 今のこの６億８，０００万円というのは、これは、山陽小野田

市が考える(聴取不能)と比べてどうでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 適正な基金の残高というのが、この国保の財政状況がなか

なか不安定なもので、幾ら持っていたら安全っていうのがなかなか難し

いんですけれども、資料の取崩額のところを御覧になったら分かるよう

に、大体２億円から２億５，０００円くらい崩しています。２年分とい

うと大体５億円ぐらいなりますので、５億円くらいは、大体常に持って

いたほうが、安心かなとは思っております。令和７年度で言いますと、

またさらに１億８，０００万円くらい取り崩す予定にしておりますので、

若干、次年度の繰越しが出て、積み戻します。保険料が伸びて、少し繰

越金が増えてという現状で、基金に少し余裕はありますけれども、予断

はできないなとは考えております。 

 

山田伸幸委員 基金があるなしによって国保の運営は物すごく変わります。私
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が前に調査したときに、ある市では、身の丈以上のすごい基金を持って

いて、それを崩して保険料に充てるということをせずに、とにかく、何

かあったときのために持っておきたいと。何かとは、この間のコロナ禍

のようなことだったと思うんですけど、実際には国からの補塡があって

あまり影響がなかったと思うんです。ですから、本当に本市の身の丈と

いうか、その辺で基準が５億円程度と言われたんですけど、以前は医療

給付費の５％とかと言われてた中、国はそういう基準を示すようなこと

はしてないんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 国からは示されておりません。各市の判断に基づいて基金

を運用していると考えております。 

 

奥良秀委員長 １４ページの基金残高はよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あ

り)最後になりますけど、保健事業の実績について。１５ページ、１６ペ

ージ、１７ページ。実績がありますので、こちらから。 

 

山田伸幸委員 この中にも、ぜひ取り組んでほしいというものもあるんです。

糖尿病関係でリブレというものを取り付けて、毎日の血糖値をチェック

するのがあるんですけど、ただ、非常に高いんです。保険適用にもなっ

ていませんし、これをやることによって、かなり体重減少や血糖値の改

善が見られるんですけど、こういったものにやっぱ補助金を出して勧奨

することも必要ではないかと思うんですけど、その点を検討されたこと

はありませんか。 

 

奥良秀委員長 令和６年度で検討されてるかという話でお願いしたいと思いま

す。 

 

西﨑保険年金課長 そのような方法があるというのは認識しておるんですけれ

ども、おっしゃるとおり、なかなか費用がかかります。ただ、一方で山

陽小野田市は糖尿病に関する医療費が高いです。県平均より高いという
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ような統計もありますので、こういった糖尿性腎症重症化予防等によっ

て糖尿病から腎臓透析にならないような対策も取り入れてますし、この

個別の病気に特化した保健事業はやっていないんですけれども、これも

委員の御意見を参考に他市の状況を確認しながら、効果的な策があれば

検討していきたいと思っております。 

 

山田伸幸委員 これは、私自身の経験から言ってるんですけど、スタートする

ときには血糖値が８だったのが、６台に下がって、医師からも、大変努

力されたという評価をされて、薬も物すごく減ったんです。やはりそう

いった意味でいうと、この方式は今言われたように透析にまで至らない、

あるいは、おなかにインシュリンを投与しなくても済むようになります

ので、これは多くの人が採用されることによって、糖尿病の改善が図ら

れるんじゃないかなと思うんで、ぜひとも検討していただきたいです。

これは実績が上がってるのは分かってますので、ぜひ検討してもらいた

いんですけどいかがでしょうか。 

 

奥良秀委員長 先ほどの答弁の中で総合的に今後も、糖尿病について、その他

の医療についても総合的に検討するという答弁を頂きましたが、それ以

上あるでしょうか。あるのであれば答弁お願いします。（「ありません」

と呼ぶ者あり） 

 

山田伸幸委員 次に、ジェネリック医薬品差額通知です。これは、私のところ

にもよくきます。薬が大量に使われているのでどうしてもそうならざる

を得ないと思うんですけれど、もともと今、もうジェネリックがかなり

進んでいて、これはあまり効果が少ないんじゃないかなと思うんですけ

どいかがでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 おっしゃるとおり、ジェネリックの普及率が大変伸びてお

りまして、令和６年度で８７．１％という統計が出てます。なので、こ

れに関連してジェネリックの通知についても、もう移行が済んでいるの
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で、通知自体も減ってきているということでございます。一方で通知を

した中でもジェネリックに切り替えたという実績も出てますので、保険

者の負担額も、令和６年度でいうと、１７万円くらいジェネリックに移

行したことによって、我々の国保が負担する金額も１６万円くらい減っ

たという効果も出ているところでございます。 

 

山田伸幸委員 今の１６万円、１７万円というのは、総額なんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 先発から後発に移行して差額を出した金額のうち、国民健

康保険の負担部分、いわゆる７割部分が１６万円で、先ほど申したとお

り、移行が進んでおりますので、もう移行の伸び代があまりないと思っ

ていただければと思います。 

 

前田浩司委員 ジェネリックの件ですけれども、昨年へ令和５年の実績表は５

６９件で、今年度が通知件数２２９件という数字なんですけれども、こ

の辺の数字はどのように評価しておられますか。 

 

奥良秀委員長 伸び代がだんだん少なくなったと今、答弁があったんですが。 

 

西﨑保険年金課長 先ほども申しましたが、この普及率といいますか利用率が

伸びておりますので、昨年は５６９件で、今年度２２９件でございます。

移行が進めば、繰り返しになりますが、効果が出る伸び代も減ってくる

ので、通知数も減ってきております。 

 

前田浩司委員 続いて、１５ページの一番上のがん検診の事業、延べ受診者数

６，３００人、この辺の数字については、前年度と比較して伸びている

のか減ってるのか、逆にもし減ってるのであれば、どういう原因がある

のかをお尋ねいたします。 

 

西﨑保険年金課長 がん検診については、健康増進課が所管しております。国
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保で言いますと、国保の被保険者の方ががん検診を受けられた際の自己

負担部分を助成するというような事業になります。受診率自体は、個別

の受診率は増減ありますけれども、全体的に見ると受診率は伸びておる

という結果が出ております。 

 

古豊和惠委員 さっきのジェネリックの通知件数２２９件、これはどういった

方に通知をされるのか。さっき山田委員が言われましたけれども、たく

さんお薬を使う方に送られるのか、それとも国保の方全員に送られてい

るのでしょうか。 

 

奥良秀委員長 制度について説明お願いします。 

 

西﨑保険年金課長 ジェネリック医薬品差額通知でございますが、発送の条件

が三つあります。一つ目が、３０歳以上の被保険者。二つ目が、ジェネ

リック医薬品に変更した場合に、一人当たり２００円以上安くなること。

三つ目が、月２８日以上調剤していること。これらの条件の下、発送し

ておりますので、この条件に当てはまる件数が減ってきたと理解してい

ただければと思います。 

 

古豊和惠委員 先ほど言われたようにジェネリックを利用している方がかなり

増えてきたと。私も病院に行くと薬剤師の方から、「ジェネリックにし

ますか」と尋ねられるんですけれども、通知と窓口とで、ダブって効果

がこれだけ出てるってことでよろしいですか。 

 

尾山福祉部長 ジェネリック医薬品への移行というのは、もう全体的に医療機

関とも一緒にやっておりますので、その一環で薬局でも、ジェネリック

にしませんかというような声かけはしていただいてると思います。よっ

て、これがダブっての効果かとなると難しいところですが、あくまでも、

国保のほうでは通知による効果として先ほどから実績による評価を述べ

させていただいているところです。 
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古豊和惠委員 ２２９件の通知は、その利用率が何パーセントになるまで続け

るという予定があるんですか。 

 

西﨑保険年金課長 全ての薬がジェネリックに移行できるわけではないので、

やはり先発の薬ではないといけない病気といいますか、治療薬もありま

すので、１００％に行くことはないんですけれども、現在、終わりまで

は考えてなくて、ある一定の程度、ジェネリックの移行が進んだら、そ

のときには事業を終了するかもしれません。 

 

奥良秀委員長 何パーセントまでというのは分からないということでいいんで

すよね。 

 

西﨑保険年金課長 目標の率までは現在のところ設定しておりません。 

 

山田伸幸委員 以前は、保険給付費の中に薬品費があったんですけど、今なく

なってますが、これはどういった理由が考えられますか。 

 

奥良秀委員長 資料のどちらを見て言われてるのか、そこを指してください。

（発言する者あり）だから、薬品費がなぜなくなったかという質疑でよ

ろしいんでしょうか。（発言する者あり）もう一度質疑をお願いします。 

 

山田伸幸委員 保険給付費の中で、薬品費というのがたしか以前はあったと思

うんですけど今、これがなくなってきておりますが、何か理由があるん

でしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 私は、まだ１年少ししかいないので、過去のことを存じて

おりません。もしかしたら、平成３０年以前の単独で事業を運営してい

たときのことかもしれませんけれども、保険給付費の中で、我々は国保

連に審査を委託しておりますので、調剤費っていうのが内訳としての数
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字としては持っております。少し付け加えると先ほどの医療費の連動に

もありますけれども、調剤費が令和５年度よりも、令和６年度は減って

いるということでございます。この中にはジェネリックの移行に係る効

果も入っておるものと思っております。 

 

奥良秀委員長 その他、資料実績の中で質疑はありますか。 

 

前田浩司委員 健康運動事業につきまして、昨年は参加者が４１名で、今回７

２名ということで増えております。大変すばらしいことだと思うんです

けども、増えた要因は何かありますか。 

 

西﨑保険年金課長 この健康運動事業でございますが、増えた主な要因の一つ

として、令和６年１０月から、電子申請の受付を始めました。保健事業

いろいろな申込みがあって今まで来庁しないといけないのが多かったの

で、電子申請でウェブの申込みを受け付ける手法を始めたところ、申込

者が増えたと認識しております。一方で、まだまだ利用者は少ないと我々

は思っていますので、今後も引き続き利用者が増えるような取組を続け

ていきたいと思っております。 

 

奥良秀委員長 今、ウェブ申請が多いということなんですけど、年齢層を見た

ら結構年齢高い方が多いんです。こういったものにも高齢者の方は強く

なっていると見てもよろしいんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 高齢の方も多いんですけれども、令和６年度は３０代から

５０代の申込みの方も、前年度に比べて３倍ぐらい増えたと聞いており

ますので、こういった運動習慣が少しそのぐらいの年代からも結びつい

ていけたらなと思っております。 

 

吉永美子副委員長 今の件で確認なんですけども、私の記憶がたしかならない

んですが、令和６年度の予算のときに、要は人数を増やしておられて、
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これについて意気込みをお聞きしたとき、事業所を一つ増やしてすると

いうお話があったように―この中で言えばゼロワンだと思っているん

ですが、そういった要因もあるんではないんですか、若い人が増えたと

いうことは。 

 

西﨑保険年金課長 １か所増やしたのは、令和７年度からなんです。もっと言

いますとその１か所増えたところ、８月末で事業が継続できなくなって、

一時的にはやっていただいたんですけども、８月時点で、途中でやめら

れたので、現行も３か所で同じというふうになっております。 

 

吉永美子副委員長 そうすると、７２人増やしますっていうときの御説明とし

てはどういう御説明だったんでしょうか。そうすると、私の記憶がちょ

っと違うようで、少なかったのが、これだけにしますっておっしゃった

ときの答弁で私はそう思ったんですけど、そうなると、どういうところ

で増やすんだということの御説明があったんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 恐らく、その説明が令和７年度予算の審査のときではなか

ったかなと思います。そのときに、令和７年度から１か所増やして、利

用者を増やすというふうな意気込みを申したんじゃないかと思います。

今回、令和６年度の決算でございまして、令和６年度については低迷し

ていたのは、過去から利用者が低迷していたので、周知を増やしたり、

申込みの方法でウェブ申請を始めた結果、若干３０、３１人ぐらいしか

伸びてません。これを継続して取り組んで、令和７年度は、今年度以上

の参加率になるように取り組んでいきたいと思っております。 

 

中岡英二委員 大変いい事業だと思います。この自己負担額が１，０００円で、

参加者７２人であると。本格的に本当に増やしていこうと思えば、この

負担額を半額にするとかのお考えはありますか。 

 

西﨑保険年金課長 我々は、この参加料が高いから参加者が少ないという認識
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を持っていなくて、やはり周知が足りてない、知らない方が多いからで

はないかなと思っています。そういった参加者についてアンケートを取

る中で、参加料についても聞いてみたいと思います。なかなか結びつか

ないのが参加料であれば、さらに安くするという方法も考えてみたいと

思っております。 

 

山田伸幸委員 １６ページに、特定健康診査受診勧奨事業というところで、令

和６年９月発送が７，０００通、１１月２０日が３，５００通とあるん

ですけど、これは国からの補助金等でやられたんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 おっしゃるとおり、この受診勧奨については、国からも支

援が受けられます。先ほど、県の支出金の特別交付金というのがあるん

ですけれども、それで全額、補助対象になってます。失礼しました。全

額というのが受診勧奨事業で５７２万６０００円程度、委託料が上がっ

ており、これが全額交付金の対象になっております。 

 

山田伸幸委員 勧奨通知はがきを送った効果とかはどうでしたですか。 

 

西﨑保険年金課長 この委託をたしか令和４年度ぐらいから始めております。

受診率が伸びておる結果についても、この委託によっていろいろな手法

による勧奨通知をするということで、受診の意欲を高めるという効果が

出ておると思っております。いろいろな受診履歴とか、いろいろな状況

の書いてある過去の受診歴とか健康意識などから、対象者に合わせた７

パターン勧奨はがきがあります。そういったことをしたり、この右側の

かかりつけ医を記載した勧奨通知は個別健診を受けるときに、いろいろ

な病院があり、どこを選んでいいか分からないという心情的なものがあ

ります。その方のかかりつけ医をレセプトデータ等で把握をして、かか

りつけ医から紹介ではないですけど、選ぶという選択肢を狭めるとか、

かかりつけ医の名前が書いてあると少し安心感があるとかというような

統計もあり、そういったところも含めてのいろいろな手法を使いながら
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の勧奨通知をしておるので、効果が出ていると思っております。 

 

奥良秀委員長 先ほどの健康運動事業について、自己負担が１，０００円より

も安いほうがいいという質疑があったんですけど、要は受入れ先という

ところは多分、値段的には上がってきてるんじゃないのかなあと思うん

ですよ。となると、やはりその費用負担はかなり増えてくるのではない

かなあと思うんですけど、その辺どのようにお考えですか。 

 

西﨑保険年金課長 実施場所の３か所の委託料なんですけれども、令和６年度

と令和５年度は同額でございます。委託料の金額を申しますと、アルフ

ァとゼロワンが１人当たり７，１５０円。カーブスが１人当たり３，８

５０円。御好意によるものなのか、本市の事業に賛同していただいてい

るのか、事業委託料については今のところ変動がありませんので、それ

に対する自己負担ということで１，０００円ということで設定しており

ます。これは、令和８年度の予算のときにはまた見積り等を取って検討

しますが、現状はこのとおりとなっております。 

 

前田浩司委員 １５ページの糖尿病性腎症重症化予防事業並びに歯周病健診に

ついて、実績欄に参加者数は１０名並びに１４０名と書いてあります。

これ前年度と同じ同数なんですけれどもこれはもう定員は、その数字で

決定ということなんでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 糖尿病性腎症重症化予防の参加者数が１０人となっており

まして、これ前年度と同様なのはたまたまでございます。予算は１５人

の予算を持ってますので、最後まで事業に至った人数が１０人であった

という結果でございます。歯周病健診につきましては、これも、たまた

ま前年度と同じ人数で１４０人という結果でございました。予算は２５

０人を見込んでいたので、これも毎年低迷しておりまして、委員の皆様

から御意見を頂きながら、いろいろ取り組んでいるんですけれども、同

じ人数の結果であったということでございます。 
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山田伸幸委員 脳ドックのところです。人数が１１７人とあるんですけれど、

募集はどの程度されたんですか。 

 

西﨑保険年金課長 募集は１８０人です。 

 

奥良秀委員長 資料のほうは終了してもよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あ

り)決算書に移りたいと思います。歳出に移ります。４０２ページ、４０

３ページから始めます。こちらのほうから質疑はありますか。(「なし」

と呼ぶ者あり)続きまして、４０４ページ、４０５ページ。 

 

吉永美子副委員長 よく聞かせていただくところなんですけれども、国民健康

保険の運営協議会が８月と２月に実施されております。この協議内容を

お知らせください。 

 

田中保険年金課課長補佐 年に２回、８月と２月に毎年開催しておるんですけ

ども、８月につきましては決算を見ていただいております。２月につき

ましては、予算が確定した際にお諮りして、内容を見ていただくという

ことで実施しております。 

 

吉永美子副委員長 特に予算の関係でどのような御意見があるかとか、そうい

ったところです。いかんせん出席が１００％にならないというところが、

すごく調整をしてこられた中でこうなるっていうところ、ずっとこれが

続いているように思うんですけれども、年２回しかない。ここが大事な

決算、予算っていうところでは、実態としていかがでしょうか。 

 

田中保険年金課課長補佐 令和６年度の実績で言いますと、８月、２月ともに

それぞれ１２名の方に御出席していただいておるところです。日程の調

整につきましては、３か月ぐらい前から調整をさせていただいておると

ころなんですけども、委員の中には医療機関の先生方もいらっしゃいま
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して、御都合のいい日にちということで、木曜日の午後で調整をさせて

いただいております。その中で、ほかの方たちにも御都合を合わせてい

ただいておりますので、どうしてもその中でも他の業務があったりとい

うことで、全員に御出席いただけないということに結果的にはなってお

りますが、今後も日程調整は早めにさせていただこうと考えております。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。あんまり、ここばっかりつついてもしようが

ないんですけど、やはり、大事な委員をされているという御認識はある

と思うんです。何があってもっていうのはなかなか難しいのかもしれま

せんけど、やはり皆さん勢ぞろいでやられるべき会だと思います。３か

月前から予定を組んでやられてるというのはよく分かるんですが、１０

０％を目指していただきたいっていうのが、本当に伝わってるのかなあ

というのがあるんですが、いかがですか。この会議はこれだけ大事なん

ですよというのを本当に分かってらっしゃるのかなあって言わざるを得

ないんです。毎年、やはり出席率はそんなに高くないっていうか、１０

０％ではないんで、やはりこういうふうな会議に選ばれた限りは出てい

ただけなければいけないのではないかと思うんですが、いかがですか。 

 

田中保険年金課課長補佐 会議の重要性については十分、委員の皆様は御存じ

でいらっしゃるとは思いますが、今後につきましても、なるべく皆さん

の調整を図って出席率上げていただくように考えていきたいと思ってお

ります。 

 

奥良秀委員長 分かりました。今、４０５ページまで行ってます。 

 

山田伸幸委員 運営協議会の公募委員というのはまだ来ておられますか。 

 

田中保険年金課課長補佐 公募の委員はいらっしゃいまして、３年任期で、令

和７年７月３１日までで任期が一旦切れて、この８月１日から新しい委

員になっておられます。令和６年度の実績で言いますと、公募の委員被
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用者代表として４名ほどおられます。 

 

西﨑保険年金課長 運営協議会の話題になっておりまして、この運営協議会を

年２回やりまして、予算とか決算、料率の改定とかあるときには、いろ

いろな御意見を頂いております。この運営協議会のそもそもの設置目的

が、国民健康保険法の中で、国保の重要事項を協議する場とされていま

す。我々も反省すべき点は、運営協議会を開くことが目的になっていて、

その中でどういう議論をするかというところが、少し今までも形骸化し

てきておりました。任期満了というのがありましたけども、令和７年８

月から委員の構成を変えて、新たに社会福祉協議会から推薦を頂いたり、

民生福祉児童委員から参加していただいたりして、構成を変えて、議論

が活発といいますか、いろいろな立場の方から意見を持っていただける

ような構成に変えました。８月にも１回目やったんですけれども、この

協議会の重要な目的、重要事項を審議する場であるということを皆さん

に再度周知させていただいて、我々も、ただ開催するのが目的ではなく、

国保のいろいろな制度改正等がある中で、いろいろな立場から意見を頂

きたいので、今後はそういった運営協議会の場にしていきたいと思って

おります。皆さん御認識いただければ、参加率も、日程調整も、再度い

ろいろな配慮をしながらさせていただきますので、そういった場にして

いきたいという思いでございます。 

 

奥良秀委員長 続きまして、次のページに行ってよろしいですか。(「はい」と

呼ぶ者あり)４０６ページ、４０７ページ。もうここもかなり説明は受け

たと思います。よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)続きまして、

４０８ページ、４０９ページ。 

 

吉永美子副委員長 先ほど勘違いしたみたいで失礼しました。健康運動事業委

託料というところで、ただ、前年が２４人から７２人ということで、す

ごく努力をされた令和６年度だったと思うんです。しかしながら、決算

ベースでいくと予算よりかなり落ちている。この理由は何でしょう。 
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西﨑保険年金課長 定員１６０人に対して、７２人であったという結果でござ

います。先ほどから繰り返し述べさせてもらってますけれども、なかな

か参加者が伸びないので、周知の方法をいろいろ試したり申込み方法を

変えたりということをさせていただいております。令和７年度は１か所

増やして、やめられてしまったんですけれども、いろいろな手法を考え

ながら、利用者を伸ばしていきたいと思っております。 

 

吉永美子副委員長 そういった協力をしていただいてる事業者に対して、やっ

ぱり事業者からすると体験していただいたことで、会員になっていただ

けるんじゃないかっていう、そういった期待感を持ってされておられる

のは、私は事実だと思ってるんですよ。そうなると、そこのイメージア

ップにもつながるから、こういった国保のシェイプアップ事業がありま

すよっていうポスターなりを事業者に貼っていただくようにしておりま

すか。 

 

西﨑保険年金課長 施設の中にはチラシを貼っていないと思います。そういっ

た手法も業者と話をさせていただきたいと思います。 

 

奥良秀委員長 その他、４０９ページ、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あ

り)続きまして、４１０ページ、４１１ページです。 

 

吉永美子副委員長 先ほどあった脳ドックについては、今、定員割れをしてい

て、もうこれはかなり行き渡ったことによって、当初１８０人予定され

てたのが１１７人になったと。これは決して悪いことではなくて、ある

程度行き渡っていった中での結果だと、こちらとしても認識していいの

か、もっと脳ドックを受けてくださいよとアピールするほうに向けるべ

きなのか。この辺をどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 この事業は、昨年度の決算のときにも定員割れをして、そ
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のときにいろいろな分析をさせていただいて、行き渡ったのではないか

というふうな分析もしたところです。令和６年度もさらにそれが減って、

令和６年度は１回目で定員割れしたので２回募集をかけました。さらに、

２次募集をさせていただいたんですけれども、さらにそれでも定員割れ

となった。その改善をするために、令和７年度におきましては、やはり

脳血管疾患のリスクが高い７４歳の方、国民健康保険が最後の年の方に

個別通知をしました。そうしたところ、申込みが２３５人になりました。

そのうち７４歳の方の個別通知した結果の応募が多かったので、それは

それとして、その７４歳の方だけ個別通知をしてその割合が増えたこと

が、良かったのか悪かったのか分析をしないといけないんですけれども、

やはりその個別通知をすることによって申込みが増えたということは、

認知が薄いという結果だと思います。なので、まだまだいろいろな事業

で周知が足りていないなと思いまして、一方で個別通知をするのが効果

的なんだなと。脳ドックが４，０００円で受けられるというすごくいい

事業ですので、令和７年度の結果、申込みが伸びて、久しぶりに抽せん

をしました。抽せんに漏れた方からの苦情もありますけれども、あとは

下関市の病院でキャンセルが多いんです。高齢の方は、下関市の病院に

行くのがなかなか難しいのでキャンセルが出ます。申込みの件数が多か

ったので、キャンセルが出たところには、キャンセル待ちの方を繰上げ

当選して、それで充足していくというのをずっと続けてますので、令和

７年度は、１８０人ほぼ予算どおりの参加になると思います。 

 

中岡英二委員 先ほど、脳ドックの検診の病院が下関市と言われましたが、こ

の近くではどこが受けられるんですか。 

 

西﨑保険年金課長 脳ドックが受診できるところは、山陽小野田市民病院と労

災病院、宇部市のセントヒル病院、下関市の下関医療センター、下関市

民病院の５か所になってます。ちなみに定員まで言いますと、令和６年

度の定員が、山陽小野田市民病院が４０人、労災病院が５０人、セント

ヒル病院が３０人、下関医療センターと下関市民病院が３０人、合計１
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８０人という定員設定になっております。 

 

中岡英二委員 今、言われた中に、昔の興産中央病院が含まれてないんです。

ちなみに宇部中央病院は脳外科がすごく有名な病院なんですけど、なぜ

含まれてないんですか。 

 

西﨑保険年金課長 恐らく、導入したときの経緯があると思うんですけれども、

今回令和７年度に実施するに当たって、下関市だと遠くてキャンセルが

出るので少しでも近くということで、昔の興産中央病院も当たったんで

すけれども、ほかの社会保険とかの受入れで、なかなか追加で山陽小野

田市の国保の枠をつくって入れることが難しいという回答でした。引き

続き、こういった状況なので、申込みが増えれば、ほかの病院も考えた

いので、宇部中央病院についても今後また交渉してみたいと思います。 

 

中岡英二委員 勧奨通知を出されているっていうことなんですが、その中に、

正規で受けたら脳ドックというのはどれぐらいかかって、４，０００円

になるという通知をされてますか。 

 

西﨑保険年金課長 市と病院の契約なので、定価の金額は言えませんけども、

４，０００円で格安で受けられますよというふうなお知らせのチラシは

つくらせていただいております。 

 

中岡英二委員 格安の通知と言われても、具体的な病院ごとの平均的なものも

あっていいと思うんですよ。通常大体これぐらいだったら４，０００円

で受け入れるって―ぱっと見たときに４，０００円はかなり補助され

てると思うんです。４，０００円が安いのか高いのかという基準がなけ

れば、やはり脳ドックを受けようというのにつながらないんじゃないか

なと思うんです。私は、見た感じ安いなとは思いましたけど、実際どれ

ぐらいかかるのかというのをぜひとも通知するべきだと思います。そう

した中で増えてくると思います。 
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奥良秀委員長 質疑としては、４，０００円がどれぐらい安いかっていうのを

分かってもらうための金額を出してほしいっていうような質疑だと思う

ので、その辺また調べられて出してもらえるでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 一般的な病院が公表されている脳ドックの検診の費用等を

確認して、一般的にはこれくらいかかるものが４，０００円で受けられ

ますよというチラシの作成を考えていきたいと思います。 

 

奥良秀委員長 ４１１ページまでいいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)続きま

して、最後の予備費の４１２ページ、４１３ページ。（発言する者あり）

飛んでいません。ちゃんと１ページずつやってます。よろしいですか。

(「はい」と呼ぶ者あり)なければ、続きまして、歳入のほうに移ります。

歳入は、３９２ページからです。３９２ページ、３９３ページ。 

 

山田伸幸委員 国民健康保険料で還付未済額が出てるのは、どういったことな

んでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 保険料の納付の際に、納付していただいた金額から

所得の更正が掛かったり、あとは、社会保険に加入されるなど、事前に

納付されたものが可能になったものがあるんですけれども、そういった

方たちに対して、還付できる状態になった際に、口座での還付をします

ので、教えてくださいということで通知を送るんですけれども、年度中

に回答いただけない場合に、還付の未済として残るようになります。 

 

山田伸幸委員 還付詐欺を疑われるようなことはないですか。 

 

川村保険年金課収納係長 勧奨通知の中で口座を教えてくださいということで、

通知を送るんですけれども、山陽小野田市からのお手紙もしくはその中

に電子申請での紙も入れており、電子申請のページについては、そのチ
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ラシにしか、ＵＲＬ等を入れてないものになるので、信用していただく

しかありません。現在還付の勧奨をしている中で、還付詐欺ではないで

すかというような問合せはありません。 

 

奥良秀委員長 ３９３ページはよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)なけ

れば、３９５ページ。 

 

山田伸幸委員 特別交付金の中の保険者努力支援分というのは、増加傾向です

か、それとも変わっておりませんか。 

 

西﨑保険年金課長 この事業は、市町村の国保の取組状況によって交付されま

す。国全体の予算額は変わってないと認識しておりまして、取組に応じ

て採点されて、得点がつくんですけれども、その得点に応じて配分され

るということになります。本市のこの交付金額については大体２，００

０万円程度で交付されております。年によって得点の状況は変わります

けれども、同レベルの交付金が、交付されているというふうな状況でご

ざいます。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、次に行きます。

３９７ページまでです。 

 

山田伸幸委員 基金の預け入れ先はずっと同じなんですか。基金運用収入が５

０万円あるということは、それなりの金額ありますから、その辺は何か

検討されたことありますか。 

 

村田保険年金課国保係長 基金の預け先ですけれども、基金のうち、令和６年

度については１億円を定期預金として西京銀行に、残りを普通預金とし

て山口銀行にお預けしております。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)なければ、３９８ペ
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ージ、３９９ページ、４０１ページまでいきます。ありませんか。(「は

い」と呼ぶ者あり)なければ、最後に、４１４ページの調書について質疑

がありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしということで、質疑を

終了いたします。討論はありますか。 

 

山田伸幸委員 このたび資料を事細かくいろいろつくっていただきました。か

なり保険料の設定についても苦労されて、それで納入についても最善の

努力をされていたということがよく分かりましたので、賛成とさせてい

ただきます。 

 

奥良秀委員長 賛成討論がありました。ほかに討論はありますか。(「なし」と

呼ぶ者あり)討論なしということで討論を終結させていただきます。それ

では採決に入ります。議案第５８号令和６年度山陽小野田市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

奥良秀委員長 全員賛成で、認定すべきものと決しました。今から休憩に入り

たいと思います。１１時３０分から再開したいと思います。では休憩に

入ります。 

 

午前１１時２３分 休憩 

 

午前１１時３０分 開会 

 

奥良秀委員長 それでは休憩を解きまして、委員会を再開いたします。続きま

して２番の議案第６０号令和６年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定につきまして、執行部の説明を求めたいと思います。 

 

西﨑保険年金課長 それでは、議案第６０号令和６年度山陽小野田市後期高齢
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者医療特別会計歳入歳出決算について御説明いたします。決算書の説明

の前に、本日お配りしております資料で、令和６年度決算の概要を御説

明したいと思いますので、資料の御用意をお願いします。令和６年度決

算の概要をまとめております。表紙の次の１ページをお願いします。令

和６年度決算の歳入・歳出を整理しております。詳細については、後ほ

ど決算書の方で御説明いたします。２ページをお願いします。先ほどの

歳入・歳出決算について、グラフを使って構成割合を表しています。後

期高齢者医療は、山口県後期高齢者医療広域連合が運営主体となってい

ますので、歳入の、被保険者の皆様から納付いただいた保険料と一般会

計からの繰入金を、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金として納める

という仕組みになっております。３ページをお願いします。令和６年度

の制度改正等を載せています。まず、１の「マイナ保険証への移行」で

す。後期高齢者医療制度におきましても、昨年の１２月２日からマイナ

保険証を基本とする仕組みに移行しました。後期高齢者医療制度におい

ては、暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、

被保険者全員に資格確認書を交付する運用となっています。次に、２の

保険料率の見直しです。後期高齢者医療制度の保険料率は、２年ごとに

料率の見直しが行われます。令和６年度は、以下の表のように保険料率

の改定が行われました。４ページをお願いします。被保険者数の推移に

なります。国保と反対に、後期では、被保険者数はグラフのとおり年々

増加傾向にあります。令和６年度末の被保険者数は、１万１,９４４人と

なり、前年度から２９８人増加しました。高齢化の進展によりこの傾向

は続くものと考えられます。５ページをお願いします。医療費の推移に

なります。被保険者の増加に伴い、棒グラフの医療費総額は年々増加し

ております。折れ線グラフの方の一人当たりの医療費についても、１０

０万円を超えて、増加傾向にあります。６ページをお願いします。保険

料調定額と収納率の推移です。棒グラフの保険料調定額の総額は、被保

険者数の増加に伴い、年々増加しており、令和６年度は保険料率の改定

に伴い、前年度比１億２,８００万円の増となりました。折れ線グラフの

収納率については、後期高齢者医療は特別徴収の割合が多いことから、
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９９％後半の高い収納率を維持しています。７ページは、保険料の滞納

状況等を掲載しておりますので、御確認いただければと思います。以上

で、令和６年度決算の概要についての説明を終わります。それでは、改

めまして、令和６年度決算について、決算書に沿って御説明いたします。

決算書の４３ページをお開きください。歳入歳出決算総括表になります。

予算現額 １３億６,９８６万９,０００円に対しまして、歳入額は、１３

億３,２４５万４,４８６円、歳出額は、１３億３,０８１万９,７０４円

となりました。形式収支は、１６３万４,７８２円の黒字となり、同額が

翌年度への繰越金となります。続きまして、決算の詳細につきまして、

決算事項別明細書に沿って御説明いたします。まず、歳出からさせてい

ただきます。決算書の４５２、４５３ページをお開きください。１款総

務費は、総額で２,３００万７,８４４円となりました。１項総務管理費、

１目一般管理費は、職員の人件費や保険証・資格確認書の郵送等に係る

事務費の支出によるもので、１,９８８万７７９円となりました。２項徴

収費は、納入通知書等の印刷・郵送料等の支出によるもので、３１２万

７,０６５円となりました。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、徴収

した保険料や一般会計から繰り入れた保険基盤安定負担金分等を山口県

後期高齢者医療広域連合に納付したもので、１３億７０１万８,７５４円

となりました。４５４、４５５ページをお願いします。３款諸支出金は、

保険料の過誤納に対する還付金で７９万３,１０６円となりました。４款

予備費の支出はありません。以上、歳出合計１３億３,０８１万９,７０

４円となりました。歳出の説明は以上です。続きまして、歳入について

説明します。決算書の４４８、４４９ページをお開きください。まず、

１款後期高齢者医療保険料の収入済額は、９億９,２４９万４,４８３円

となりました。うち、１項１目特別徴収保険料は、６億５,１５５万３８

８円、２目普通徴収保険料は、３億４,０９４万４,０９５円で、収納率

は、現年度分が９９.５９％、滞納繰越分が４２.３０％となりました。

次に、２款使用料及び手数料は、督促手数料等による収入で、８万２,

２００円となりました。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費

等繰入金は、人件費や一般管理費に対する繰入金で、６,３１５万１,７
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１４円、２目保険基盤安定繰入金は、低所得者等に対する保険料の減額

に対する保険基盤安定繰入金で、２億７,４０９万６,９０１円、合計３

億３,７２４万８,６１５円を一般会計から繰り入れております。４款繰

越金は、令和５年度からの繰越金で１１５万１,０８６円となりました。

４５０、４５１ページをお願いします。５款諸収入は、延滞金や保険料

還付金のほか、４項４目雑入のマイナ保険証の制度開始に伴う経費につ

いて、広域連合から交付された補助金６４万３,１７８円を含む、１４７

万８,１０２円となり、歳入合計１３億３,２４５万４,４８６円となりま

した。以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

奥良秀委員長 執行部からの説明が終わりましたので、まずは先ほどと同じよ

うに資料のほうから質疑を求めたいと思います。資料の１ページから、

質疑を求めたいと思います。 

 

山田伸幸委員 保険料の納付のことなんですけど、今、特別徴収は何パーセン

トになっておりますか。 

 

川村保険年金課収納係長 特別徴収の割合になりますが、件数での割合として

回答させていただきますと、７５.８％が特別徴収による納付になります。 

 

山田伸幸委員 恐らく、７５歳になられたばかりの方が特別徴収に至っていな

いと思うんですけれど、それらは、すんなりと口座振替等に移行してい

るんでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 ７５歳に到達される前に、後期高齢者医療の資格確

認書と併せて通知をお送りするんですけれども、その中に口座振替の依

頼書も同封してお送りしております。ただ、全ての方が、やはり口座振

替にしていただけるわけではないので、今後も口座振替の利用率が向上

するように取り組んでいこうと考えております。 
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奥良秀委員長 その他、１ページで質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）よろしいですかね。２ページは、内訳の表なのでよろしいですかね。 

 

山田伸幸委員 後期高齢者医療広域連合のことです。これは議会が開催されて

おりますけれど、議会というのは、年間何回開催されるんでしょうか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 広域連合議会は、毎年２月と１０月の２回

ほど定例会が行われております。 

 

山田伸幸委員 その中で一般質問等はされておりますか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 ここ数年、一般質問は出てはいません。 

 

山田伸幸委員 議会の構成は、市長会、そして議長会だけになっているんでし

ょうか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 議員の構成につきましては、市長から４名、

町長から２名、市議会議員から４名、町議会議員から２名の構成になっ

ております。加えまして、本市の山陽小野田市長も市長４人の中の議員

に入っております。 

 

前田浩司委員 １ページの歳出の保健事業費は今回ゼロになっているので、ま

た説明があるかもしれませんけれども、これはどういったことでゼロに

なったんでしょうか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 令和６年度より保健事業を後期高齢者医療

特別会計から一般会計へ移したことによって、皆減となっております。 

 

前田浩司委員 特にその事業の内容を詳しく教えていただければと思います。 



 52 

 

西﨑保険年金課長 今、申しましたとおり、令和６年度から後期高齢者医療の

保健事業を一般会計に移しております。この理由といいますのが、一般

会計の分科会の審査のほうで詳しく説明させていただこうと思いますけ

れども、現在、高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業を進めており

ます。ですので、本市で言いますと、高齢福祉課と健康増進課と一緒に

なって、後期の保健事業を一体的に実施しております。その関係で人件

費を一般会計に移して、機動的かつ横断的にできるように、一般会計に

予算を移して事業を実施しております。詳細については、一般会計の審

査の中で御説明したいと思っております。 

 

奥良秀委員長 １ページよろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）２ペー

ジはなかったと思いますので、３ページに移りたいと思います。 

 

山田伸幸委員 先ほどの説明の中で、健康保険証の問題で、マイナ保険証を持

っておられない方が、相当数おられるんじゃないかなと思うんですけれ

ど、比率は分かりますか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 後期高齢者医療被保険者のマイナ保険証の

登録状況についてですが、令和７年５月末時点で被保険者数１万１，９

７６名中、８，９２４名の方が登録をしていらっしゃって、７４.５２％

の登録率となっています。加えて、利用率については、同月で３４.３３％

となっております。 

 

山田伸幸委員 それとその最後のところに、被保険者全員に資格確認書を交付

するというふうになってるんですけれど、これは、なかなか、マイナ保

険証が、理解しにくいであろう方が多いということで、そういうふうに

なってると思います。この交付については、これ市費なんでしょうか。

それとも、国費が入っているんでしょうか。 
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水野保険年金課年金高齢医療係長 資格確認書を被保険者全ての方にお送りす

ることになった郵送料等の掛かり増し経費については、広域連合から補

助金が出るようになっております。 

 

中岡英二委員 マイナ保険証への移行の中で今、山田委員が言われたようにマ

イナ保険証の保有の有無にかかわらず、全員になぜ資格確認書を送る必

要があるんですか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 先ほど山田委員も言われたとおり、なかな

か高齢者がデジタル的な扱いなど不慣れな部分を考慮してマイナ保険証

への移行期間として、暫定的に皆さんに資格確認書をお送りするという

ことが全国的に決められております。 

 

中岡英二委員 全員に配慮するというのは、分かるんですが、保有率が７３％

もいってるのに、なぜ全員に送る必要があるのかなと思いました。残り

の二十何％の方に送ればいいんじゃないですか。 

 

西﨑保険年金課長 これは国の方針でございまして、全国の７５歳以上の方に

資格確認書が配付されております。その資格確認書で病院にかかるかど

うかは本人の意思でございますし、今から病院でマイナ保険証を普通に

も使って受診される高齢者の方は大変多くございますし、中には紙がな

いと不安だという高齢者の方が多くございます。国保の中にもいらっし

ゃいます。なので、そういった方には、資格確認書を交付して移行期間

であるので、暫定的な運用するという国の方針でございます。 

 

奥良秀委員長 ３ページまでよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）続き

まして、４ページの被保険者数の推移につきまして、これはもう増えて

ますってことで、よろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）続きま

して５ページ目の医療費の推移につきまして、医療費総額も増えて、１

人当たりの医療費も増えていると説明がありました。 
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山田伸幸委員 ４ページで、これ見込みが少しにおわされているんですけれど、

これは、いつまで増加すると見ておられるんでしょうか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 令和７年度において団塊の世代の方が、ほ

ぼ７５歳以上になられて、その後、令和１２年までは緩やかに増加して

いくと見込まれます。令和１２年以降はそのまま横ばいで推移すると見

込んでおります。 

 

奥良秀委員長 ４ページに戻りましたが、ほかによろしいですかね。（「はい」

と呼ぶ者あり）５ページに戻ります。５ページは質疑ありますか。 

 

吉永美子副委員長 １人当たりの医療費が、やはり、長期的に見ると増加傾向

ということは、この後期高齢者の皆様にとっても山陽小野田市の医療環

境が医療費に影響しているのでしょうか。 

 

西﨑保険年金課長 副委員長おっしゃるとおり、医療費が高い傾向であるとい

うのは、先ほど国保の説明の中で申したのが、７５歳になると後期に移

行するので、そういった傾向があると思います。ただ一方、山口県の医

療費なんですけども、先ほど国保は２位と言いましたけども、後期は１

４位なんです。なので、その理由まで分析できてないんですけれども、

そういった状況です。 

 

山田伸幸委員 その一つの理由として、介護施設が多いということにつながる

んじゃないですかね。これは入院がどうしても限られて、それとは別の

介護療養ベッドとかにいって、そういうふうな傾向があるんじゃないか

なということは考えられませんか。 

 

奥良秀委員長 理由は分からないと言われたんですが、いかがでしょうか。 
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西﨑保険年金課長 委員がおっしゃられた介護施設といいますか、介護給付に

も影響しているんじゃないかと思われますので、少しそれらも含めて分

析をしていきたいと思います。一方で、先ほど言いました一般会計のほ

うで、高齢者の介護予防と、保健事業の一体的事業というふうにやって

おりますので、そういったものは一体的にやるという施策となっており

ますので、一体的にやっていきたいと思います。 

 

奥良秀委員長 ５ページの医療費の推移まで、ほかにありますか。なければ、

６ページの収納率と保険料の調定額につきまして、かなり高い数字にな

っておりますが。 

 

山田伸幸委員 年金額が少なくて、一般徴収になられている方たちは、どれぐ

らいいらっしゃるんですか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 年金特別徴収になる対象の方には条件があ

りまして、年金の年額が１８万円以上の方というのがあります。その中

で１８万円未満の方で特別徴収として対象として上がってこなかった方

の詳細な数字は把握できてないんですが、２００名弱ほどそういった方

がいらっしゃいます。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。その他、６ページです。いいですかね。（「な

し」と呼ぶ者あり）最後に７ページの保険料の滞納状況等について。 

 

山田伸幸委員 後期高齢者にもなって、それなりの経験を積んで来られた方に

対して、差押えまで行っているというのは、どういったことが理由とし

て、差押えにまで至っているんでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 やはり何度も納付相談等の機会を設けるんですけれ

ども、やはり、納付に対する意識というか、そういった滞納整理が進ま

ないような方に対して、財産調査を行わせていただいて、資産があるこ



 56 

とを確認ができた上で、差押えを行わせていただいております。 

 

山田伸幸委員 差押えというのは、やっぱり行政処分になりますので、やはり、

そういった行政処分をしようとするならば、本人との確認が前提となる

かと思うんですけど、その辺はされた上で差押えに至ってるんでしょう

か。 

 

川村保険年金課収納係長 先ほども申し上げたとおり、納付の相談等の機会を

設ける中で、やはり納付がなければ、その滞納処分等を行うことにもな

りますということでお伝えはしております。 

 

山田伸幸委員 それは、準用に際しての注意事項等は全てクリアされた上での

差押えとなっていますか。 

 

川村保険年金課収納係長 差押えに関しては、地方税法第７２６条の規定によ

って滞納処分ということで行うんですけれども、第７２８条第７項によ

り、国税徴収法第４７条以下も準用することで徴収をさせていただいて

おります。 

 

奥良秀委員長 その他、７ページまでで質疑はありますか。 

 

山田伸幸委員 今の件なんですけど、それなりに、預貯金もあると。資産もあ

るということでされていると思うんですけれど、事前の通知をした上で

の差押えですか。それとも先に差押えをした後の相談になるんでしょう

か。 

 

川村保険年金課収納係長 差押えに関しては、まず、差押えの調書を対象者の

方にはお送りします。そのあと、配当の通知で換価しますよということ

で、充当通知をお送りするんですけれども、その間に申出があれば、再

度相談ということはできるようになっております。 
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奥良秀委員長 差押えについて質疑が進んでおりますが、ほかに質疑はありま

すか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、執行部から提出していただ

きました資料についての質疑を終わります。ここで午前中の委員会の質

疑を休憩に入りたいと思います。審査番号の４番、５番の審査を１３時

から始めさせていただきます。それでは休憩に入ります。 

 

午後０時 休憩 

 

午後１時 開会 

 

奥良秀委員長 それでは休憩を解きまして委員会を再開いたします。審査内容

の２番は途中なんですが、１３時固定の審査から進めてまいります。審

査内容４番の議案第６２号令和６年度山陽小野田市病院事業決算認定に

つきまして、執行部より説明を求めたいと思います。 

 

矢賀病院事業管理者 皆様御存じかと思いますが、令和６年度は全国的に病院

の経営がどこも、非常に行き詰まっておりまして、これまでにない、こ

れまでで最も苦しい時期になってると言われております。一つは人件費

の高騰と、もう一つは材料費の高騰が大きく経営を圧迫しているという

ような事情になっております。山陽小野田市民病院も経営企画室を設け

て、日々努力をして、それなりに、努力はしているつもりですが、そう

いう流れの中で、やはり赤字幅が増えてしまいました。その辺を中心に、

これから説明をさせていただきます。説明は担当の光井が行います。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 それでは、議案第６２号令和６年度山陽小

野田市病院事業決算認定につきまして御説明いたします。決算書の説明

に先立ちまして、本日、委員会資料を配布しておりますので説明させて

いただきます。令和６年度山陽小野田市病院事業決算報告とあります資

料の御準備をお願いします。委員会資料の１ページをお願いします。こ
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ちらには、令和２年度からの患者数の推移を掲載しています。上段、入

院患者数ですが、新型コロナウイルスが猛威を振るっていた令和２年度

以降、感染症対応のための病床確保などを行っていたことから、入院患

者数は減少傾向にありましたが、現在では、流行以前の入院患者数を確

保することができており、令和６年度年間入院患者数は、６万１,８７６

人となりました。また、病床稼働率も８５.２％と高く、入院単価につき

ましては、４万４,３３５円と過去最も高い状況でした。次に、外来患者

数ですが、令和４年度には及ばなかったものの、令和６年度年間外来患

者数は、９万４,９２０人となり、外来単価については、１万４,１６０

円とこれも過去最高となっております。続きまして、２ページをお願い

いたします。後ほど決算書の中でも説明いたしますが、こちらには、収

益収支状況を掲載しています。先ほども説明させていただきましたが、

入院、外来とも患者数、単価等の伸びが大きかったことから、病院本来

の事業収益とも言える医業収益につきましては、前年度比１０５.９％の

４４億９，９２４万８，１９６円となりました。しかしながら、人事院

勧告の影響による給与費の増加や、材料費・経費の増加などが影響し、

結果といたしまして、医業損益は４億９，８９８万７８４円の損失とな

っております。次に経常収支についてですが、医業損益に医業外収支や

訪問看護ステーション事業収支を合わせた結果、３億２，４３０万５，

４２１円の損失となっております。下段には、令和２年度からの医業収

支、経常収支の推移を棒グラフで掲載しています。コロナ禍においては、

感染症対応病床についての補助金等が交付されていたことから、令和３

年度、令和４年度の経常収支は黒字でしたが、医業収支のみを見てみる

と、非常に厳しい状況であったことが確認できると思います。３ページ

を御確認ください。こちらには、参考として、先ほど説明した医業収益、

医業費用の令和２年度からの推移を示しています。収益、費用の伸びが

確認できると思います。単位は千円です。続きまして、４ページをお開

きください。こちらには、資本的収支を掲載しています。医療機器更新

等に伴う器械及び備品費のほか、企業債償還金で支出は、４億７，０５

８万９，６３５円となり、これに対する財源として企業債、他会計負担
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金等で２億４，１６３万９，１５３円を充て、差引不足額２億２，８９

５万４８２円は、消費税等資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資

金で補塡しています。最後に企業債についてですが、令和６年度は、令

和５年度に比べ、高額な医療機器の購入がありませんでしたので、借入

額は小さくなっており、期末残高は３６億６，７９８万９，４０４円と

なっております。以上が資料の説明になります。続いて、決算書の説明

に移ります。決算書１ページ、２ページをお開きください。収益的収入

及び支出を款項ごとに予算額、決算額、その増減額などを掲載しており

ます。全て税込みでの表示です。収入、第１款病院事業収益については、

４９億８，１２４万４，９９１円となり支出、第１款病院事業費用につ

いては５４億３５１万６，２８６円となりました。続いて３ページ、４

ページになります。こちらは、資本的収入及び支出となります。先ほど

資料でも説明しましたが、収入、第１款資本的収入については、２億４，

１６３万９，１５３円となり、支出、第１款資本的支出については、４

億７，０５８万９，６３５円となりました。次に、５ページ、６ページ

をお開きください。こちらは令和６年度１年間の事業に係る損益計算書

でございます。こちらは税抜の数字となります。資料説明の中でも触れ

ましたが、医業収支については差引額４億９，８９８万７８４円の医業

損失となりました。また、経常損益では３億２，４３０万５，４２１円

の経常損失となりました。これらに特別損益を加えた当年度損益は３億

２，４６８万３４円の純損失となり、令和６年度未処理欠損金は、３２

億４，８５９万３，４５５円となりました。次に、７ページ、８ページ

をお開きください。こちらは令和６年度の病院事業欠損金計算書を掲載

しております。令和６年度は、資本剰余金の増減はありません。次に、

９ページ、１０ページをお開きください。こちらは令和６年度末現在の

貸借対照表でございます。資産の部については１固定資産の合計は３９

億７，７７８万１，９３２円、２流動資産の合計は１３億５，０２０万

２，０８９円で資産合計は５３億２，７９８万４，０２１円となりまし

た。続いて、負債の部では、３固定負債の合計は、４５億９，７１１万

６，３１０円、４流動負債の合計は８億１，３５０万９，２０４円、５
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繰延収益は２億６，３０９万４，６７２円で負債合計は、５６億７，３

７２万１８６円となりました。最後に、資本の部については６資本金１

７億７，２４８万６，６６７円、７剰余金はマイナスの２１億１，８２

２万２，８３２円となり、資本合計はマイナスの３億４，５７３万６，

１６５円となりました。これらを合わせまして、負債と資本の合計は、

資産合計と同額の５３億２，７９８万４，０２１円となりました。なお、

資金不足については、流動資産から企業債を控除した流動負債などを控

除して計算をいたしますが、発生はしておりません。次に、１１ページ

をお開きください。注記の内容に大きな変更はありませんが、企業債残

高の減少に伴い、ローマ数字Ⅲの貸借対照表等に関する注記の１企業債

の償還に係る一般会計の負担額が、前年度に比べ１億５，２８０万３，

０００円減少し、１８億４，５６９万３，０００円となりました。１２

ページ以降には、病院事業報告書を掲載しています。１概況は掲載のと

おりです。「現在、医療機関のおかれた状況は、大変厳しいものとなっ

ており、令和６年度診療報酬改定後の調査では、全国半数以上の病院が

赤字経営を余儀なくされ、地方医療の現実は危機的状況です。このよう

な状況下であっても、地域医療を守る市民病院として、経営改善につな

がる各種取組みを着実に実行した結果、増収という結果を得ることがで

きました。しかしながら、人件費等の厳しい現実を受け、黒字化の実現

には至っていない状況です。１３ページにつきましては、資料の中で説

明しておりますので、省略いたします。続いて、１４ページになります、

こちらは経営指標に関する事項を掲載しております。経営指標の内容に

ついては、経常収支比率、医業収益から一般会計繰入金を除いた額を医

業費用で除した修正医業収支比率、それから病床稼働率を掲載しており

ます。そのほか令和６年度中の議会議決事項の一覧、企業債の許可年月

日を掲載しています。次の１５ページをお願いします。職員の人数に関

する事項、令和６年度に購入した医療機器等の概況を掲載しております。

続きまして、１６ページになりますが、こちらは入院・外来の患者数、

収益的収入及び支出について、前年度との比較を掲載しております。資

料でも一部説明しておりますが、増減の要因などを説明します。〔２〕
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事業収入に関する事項です。入院収益については、病床稼働率の向上へ

の取組や、経営改革プロジェクトに沿った各部門の協力体制によるプロ

ジェクト推進が功を奏し、入院単価及び、患者数が増加した結果、増収

となりました。また、外来収益につきましても、紹介患者・救急患者の

確保活動の取組により、患者数は増加し、外来単価も増加した結果、増

収となりました。そのほか、その他医業収益では、室料差額収益や一般

会計からの繰入金である救急医療負担金が増加となっております。医業

外収益につきましては、４，８９５万５，０００円減の４億４，２５６

万２，０００円となりました。主な内容ついては、令和５年度まで交付

を受けていた新型コロナウイルス感染症に関連した病床確保に係る補助

金等の大幅な減額などが影響しております。訪問看護ステーション事業

収益については、令和５年９月の事業開始後、徐々に対象患者を増やし

てきており、令和６年度の延べ訪問回数は１，９１３回となりました。

収益につきましては、１，５０８万１，０００円の増の１，７０１万５，

０００円となっておりますが、この増額の要因は、事業期間の差異によ

るものです。令和６年度については、特別利益の実績はなく、事業収入

合計は、２億１，１０３万７，０００円増の４９億５，８８２万５，０

００円となりました。続きまして、〔３〕事業費に関する事項です。ま

ず、職員給与費につきましては、１億８，８５０万９，０００円増の２

７億２，５７８万５，０００円となりました。内容については、人事院

勧告に基づく給与改定による影響となっております。主な内訳といたし

ましては、看護職員の基本給が１，５３２万５，０００円、看護職員手

当が１，１５６万９，０００円、医療技術職員の基本給が２，４９６万

３，０００円、医療技術職員手当が１，１９１万１，０００円、フルタ

イム勤務の会計年度任用職員を含めた事務職員の基本給が３，３６６万

８，０００円、事務職員手当が２，５５２万８，０００円、パートタイ

ム勤務の会計年度任用職員などの報酬が３，４０３万５，０００円それ

ぞれ増加となっております。物品費につきましては、５５万２，０００

円増の２，８１４万２，０００円となりました。続いて、材料費につき

ましては、６，７７９万３，０００円増の１０億２７０万円となりまし
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た。主な内容については、患者数の増加に伴ったもののほか、化学療法

患者数の増などによる注射用薬品費が大きく影響しております。その他

経費につきましては、３，３６０万７，０００円増の７億７，５４２万

８，０００円となりました。主な内容については、物価高騰に影響した

光熱水費の増加のほか、施設、医療機器等ともに、徐々に老朽化が進ん

でおり、修繕等が増加したことによる修繕費の増加、また、長年継続し

ておりました医療事故に係る示談金等の支払などとなります。減価償却

費につきましては、ＭＲＩの減価償却等が影響し、２，３３９万円増の

４億２，２３４万２，０００円となりました。また、資産減耗費につき

ましては、５８６万円減の２９８万９，０００円となりました。続いて、

長期前払消費税償却についてですが、こちらは、控除対象外消費税を、

決算時に貸借対照表に資産計上し、後年度にその長期前払消費税を毎年

度一定の方法で費用化するものとなります。計算の結果、３２１万７，

０００円増の３，９２５万６，０００円となりました。支払利息につき

ましては、企業債元金の減少により２２７万３，０００円減の３，９５

７万９，０００円となりました。続きまして、雑支出になりますが、雑

支出とは、課税仕入れに係る仮払消費税のうち、３条予算及び貯蔵品の

課税仕入れに係る消費税相当分を、当該年度に費用計上するものであり、

計算の結果、７９６万６，０００円増の１億７，２７７万８，０００円

となりました。退職給付費負担金につきましては、病院局に勤務してい

た職歴のある職員が一般会計に属する部署を最後に退職した場合、病院

局の勤務期間に応じて、一般会計から退職者に支払われた退職金の一部

を病院局が負担するもので、１，７７７万１，０００円増の２，９４１

万７，０００円となりました。訪問看護ステーション事業費用について

は、事業の開始が、令和５年９月からで、令和５年度は、対象期間が短

かった影響もあり、令和５年度と比べると、令和６年度は、増加となっ

ておりますが、加えて、人事院勧告に基づく給与改定による影響による

給与費の増や物価上昇に伴う経費の増などにより、２，１３１万８，０

００円増の４，３０８万４，０００円となりました。最後に、特別損失

を加えまして、これら事業費合計は、３億５，７６９万７，０００円増
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の５２億８，３５０万５，０００円となりました。次に、１７ページを

お開きください。こちらは企業債や一時借入金の状況、当初予算第９条

の議会の議決を経なければ流用することができない経費及び第１０条の

たな卸資産購入限度額の決算額になります。（１）企業債につきまして

は器械及び備品費の当年度借入額は７，３２０万円となっており、限度

額を超えてはおりません。２７、２８ページに明細書を掲載しておりま

す。（２）一時借入金についてですが、限度額５億円（後刻「３億円」

に訂正）ですが、令和６年度は借入れを行っておりません。また、〔２〕

その他会計経理に関する重要事項については、全ての項目におきまして

予算内での執行となっております。続きまして、１８ページになります

が、こちらはキャッシュフロー計算書を掲載しております。１年間の現

金の動きを表しているもので、キャッシュフロー計算書には「直接法」

と「間接法」がありますが、当院では損益計算の純損益に必要な調整項

目を加減して表示する方法である間接法を採用しています。なお、前期

と比較すると、全体の資金は、３億５，５９７万６，０００円減少する

結果となりました。次に、１９ページから２３ページについては収益的

収支の明細になりますが、前年度との比較や主な内容については、先ほ

ど１６ページの３業務のところで御説明したとおりですので、説明につ

いては省略させていただきます。また、各節の主な収支内容、支出目的

等は、附記欄に記載しております。続きまして、２４ページになります

が、３ページ、４ページの部分の説明にもなりますので、こちらも合せ

て御覧ください。１款資本的収入につきましては、以下、千円単位の税

込みで２億４，１６３万９，０００円となりました。内訳といたしまし

ては、１項１目企業債については、７，３２０万円となり、主な内容は、

一般撮影装置などの医療機器購入のほか、入退室システム等の導入に要

する企業債となっております。２項１目他会計負担金につきましては、

１億６，８０２万９，０００円となり、内容については、資本的支出で

執行する起債対象外の医療器械や備品、地方債償還元金に係る一般会計

からの繰入金を計上しております。３項１目寄附金については、計上は

ございません。４項１目その他補助金につきましては、マイナ保険証利
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用に係るオンライン資格確認システム導入に係る補助金となります。１

款資本的支出につきましては、４億７，０５９万円となりました。内訳

といたしましては、２目器械及び備品費については、９，２２７万円と

なり、詳細につきましては、恐れ入りますが、１５ページをお開きいた

だきまして、〔２〕医療機器等購入の概況として詳細を掲載しておりま

すが、老朽化しました医療器械及び備品の更新や新規購入を行っており

ます。２４ページにお戻りいただきまして、２項企業債償還金につきま

しては、３億７，８３２万円となり、前年度までに発行しました企業債

に係る元金償還金になりますが、詳細につきましては、２７、２８ペー

ジに掲載しております。最後に２５、２６ページには固定資産明細書を、

２７、２８ページには企業債明細書を掲載しております。令和６年度決

算に係る説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

奥良秀委員長 それでは執行部からの説明が終わりましたので、質疑を求めた

いと思いますが、執行部のほうの説明の順番に沿って進めたいと思いま

すので、最初に、令和６年度山陽小野田市病院事業決算報告という資料

を頂いてますので、こちらのほうからページをめくって質疑を求めたい

と思います。まず、１ページ目が患者動向についてということで説明を

受けました。こちらについて質疑はありますか。 

 

山田伸幸委員 先ほどもありましたが、令和６年度については、患者が以前と

同じように増加したということで、入院単価も上がるし、病床の稼働率

も８５％、今まで見たことのないような稼働率になっておりますが、入

院患者が増加した要因については、どのように考えておられますか。 

 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 入院患者が増えた要因といたしま

しては、日頃からの紹介活動もあるんですけど、令和６年度の後半から、

呼吸器疾患や外傷の患者が増えたことによって後半稼働がよりよくなっ

て、１年間通したら、患者数が大幅に増えたということになっておりま

す。 
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山田伸幸委員 今の呼吸器関係というのは、新型コロナウイルスとは関係ない

ということですね。 

 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 新型コロナウイルスも含めて、そ

のほかにも肺炎とかの患者になります。 

 

山田伸幸委員 そういった患者は市民病院のほうで、長期に診察なりを続けて

来られて入院に至ったんでしょうか。 

 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 ずっと外来受診されていた方もい

らっしゃいますし、他のクリニックから紹介された方もいらっしゃいま

す。ただ、どちらが多かったという数字は出しておりませんので、そこ

までの詳細は分かっておりません。 

 

山田伸幸委員 それと小分けにはなるんですけど、訪問看護ステーションを取

り入れた効果は、どのように考えておられますか、 

 

奥良秀委員長 ちょっと待ってくださいね。訪問看護は、ここにはないです。

ほかでお願いします。まず、この資料の１ページから質疑を求めており

ます。そのほかの委員の質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）

よろしいですかね。またあれば、ほかのところでも質疑できると思いま

すので、続きまして２ページ目の収益収支状況につきまして、質疑はあ

りますか。こちらも、議案書のほうにも書いてありますので、そちらの

ほうからまた質疑はしていただけると思いますが、こちらの今の内容で

質疑はありますか。進めてもよろしいですかね。 

 

山田伸幸委員 給与費のことを先ほど言われました。実際、増減率で見ると一

番上がっているのが給与費と。それに次ぐのが材料費ということで、こ

の二つが大きく費用を押し上げたというふうに見えると思うんですけれ
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ど、この給与費でいうと、平均の給与とか、何パーセントぐらい引き上

げられたんでしょうか。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 給与費が上がった大きな原因として、人事

院勧告があります。人事院勧告で若い人で１２％上がっています。 

 

山田伸幸委員 平均で何パーセントですか。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 全体の平均としては出せないですけど、大

体１０％くらいは上がっていると思います。 

 

奥良秀委員長 約１０％ということでよろしいですかね。  

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 はい。 

 

奥良秀委員長 その他、２ページのところですが、よろしいですかね。（「は

い」と呼ぶ者あり）続きまして、３ページ目の医業収益の推移、医業費

用の推移ということで、今の２ページ目のところをより詳しく書いてあ

るような感じで、よろしいですかね。では次、４ページ目の資本的収支

並びに４番の企業債について、よろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者

あり）この資料についてはここで終了します。もし何かあれば、またこ

の資料のページを述べていただいて、質疑をされるようお願いします。

続きまして議案書のほうに移ります。議案書の１ページ目から行きたい

と思います。１ページ、２ページ目の令和６年度山陽小野田市病院事業

決算報告書について、（１）収益的収支及び支出について質疑を求めた

いと思います。 

 

山田伸幸委員 訪問看護ステーション事業についてですけれど、当初予算が約

３，０００万円だったのが、実際には１，７００万円にとどまったと。

これは、どういったことで、これだけの差が出てきたんでしょうか。 
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古川病院局次長兼事務部長 訪問看護ステーションは、当初開設に当たりまし

て、常勤換算で管理者を含め２．５人が必要と施設基準で定められてい

ます。当院では令和５年９月に開設した当初の人員配置は３人でござい

ましたが、令和６年１０月から利用者の増加による事業の拡充、運営の

安定化に向け、看護師１名を増員し、４名体制としております。もとも

との目標が、月に２６０回の訪問を掲げておりましたが、これが達成で

きなかったことが要因として挙げられます。先ほど申しましたが、看護

師１名を増員し、４名体制としたことも、人件費の高騰によりまして損

失が生じた要因と考えております。 

 

奥良秀委員長 ２６０回に行かなかったのは、どういう要因なんでしょうか。 

 

古川病院局次長兼事務部長 もともと、この２６０回というのは、利用者の人

数でいきますと大体３０名程度を予定していたんですけれども、やはり

ＰＲ活動の不足というところが背景にございまして、少し目標に達成し

なかったと考えております。 

 

山田伸幸委員 今の訪問看護ステーションのことなんですけれど、市民病院か

ら退院された方を見られたのか、それともほかの医療機関の紹介とか、

そういった方々の訪問看護されたのか、その点は、比率とか分かってい

れば、お答えいただきたいと思います。 

 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 訪問看護を利用された方の発生理

由なんですけど、もちろん病院からもありますし、ほかの事業所からの

依頼もございます。ただ、割合というところでは数字を出しておりませ

んでしたので、割合までは把握はできてない状態になってます。 

 

山田伸幸委員 やはりこれを増やしていくためには、民間の医療機関ともしっ

かり連携を取って、そこで見ていく、医師会等もやっておられるし、ほ
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かの医療機関でもやっておられる中で、目標達成しようと思ったら、そ

れなりの努力が必要だと思うんですけど、これは看護ステーションだけ

でやられていたんでしょうか、それともほかの機関も協力したんでしょ

うか。 

 

古川病院局次長兼事務部長 令和６年度に関しましては、訪問看護ステーショ

ンが主体となって各医療機関へのＰＲ活動を行っております。 

 

奥良秀委員長 その他、委員の方で質疑はありますか。１ページ目、２ページ

目はいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、次に移ります。３ペ

ージ、４ページ、資本的収支及び支出につきまして、よろしいですかね。

（「なし」と呼ぶ者あり）次に行きます。５ページ、６ページ、令和６

年度山陽小野田市病院事業損益計算書につきまして、大方赤字の理由は、

ほぼ言われたと思います。 

 

山田伸幸委員 先ほど説明されたかもしれませんけれど、雑支出というのが、

医業外費用の中で１億７，０００万円計上されているんですけど、これ

は、どういったものが占めているんでしょうか。 

 

伊藤病院局総務課主幹 こちらは、３条予算で、医業費用として購入したもの

とか、貯蔵品という形で医薬品費とかを購入してるんですけど、そうい

ったものの消費税を整理し、それを計上するという形で雑支出として上

がっております。 

 

奥良秀委員長 監査委員から意見書が上がってきておりまして、ここで、質疑

したほうがいいと思うんですけど、窓口未収金が意見書の中で出てきて

います。未収額が約７，０００万円ぐらい上がってると意見書の中で上

がってきていて、なぜそのようになってるのかという答弁を求めたいと

思います。 
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佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 窓口未収金、令和６年度決算で、

今、言われた７，０００万円という数字になっております。この７，０

００万円は、平成７年からの積上げによる累計になっております。７，

０００万円のうちの４，８００万円は、平成７年から令和５年までの過

年度未収とあと２，１００万円に関しましては、令和６年度発生した未

収になっています。令和６年度の２，１００万円に関しましては、まだ

令和７年度に随時入っていきますので、大体例年、当年度２，０００万

円発生しても大体２００万程度に収まっております。なので、平成７年

からずっと積み上げてきて７，０００万円ということになってきており

ます。 

 

奥良秀委員長 ７，０００万円から２，１００万円ぐらい引いて、４，９００

万円は、返ってこないということなんでしょうか。 

 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 こちらに関しましても、全く入ら

ないというわけではなく、やはり、一括ではなかなか払えないという方

もいらっしゃいますので、分割で入ってきております。一番古いもので、

前年度は平成１７年の診療費も払われておりますので、そういった形で

古いものも分割で少しずつ払われてるのが現状です。  

 

奥良秀委員長 分かりました。努力されているということですね。今、赤字額

が増えていってる中で、こういったものもやっぱり微量ながらでも、き

ちんと集金していかないといけないと思いましたので、質疑させてもら

いました。 

 

中岡英二委員 費用の中で給与費、もうこれ致し方ないような上がり方なんで

すが、これ業務実績を見ますと、令和５年度は、看護職員の延べ人数が、

６万７，４３８人で、令和６年度が６万２，８３５人と延べ人数が４，

６０３人ほど減っています。なぜこんなに看護師の延べ人数が減ったの

か詳しく教えていただけますか。。 
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光井病院局事務部次長兼総務課長 看護師の数ですけど、実際、合計の正規の

職員が４名ほど減って、再任用の看護師が３名減って、定年延長職員が

１名増えて合計６名ほど看護師自体の数が減っています。その関係だと

思います。 

 

中岡英二委員 今の説明だと看護師が６名減っただけで、こんなに延べ人数が

減るものなんですか。今、看護師が６名減ったという御説明がありまし

たが、この業務実績を見ますと、令和６年度は前年比に比べて、延べ人

数で４，６０３人、こんなに減るもんなんだろうかと。仮に入院患者、

外来の患者が増えているのに、看護師が減って、これだけの延べ人数が

減ったというのは、どういうことかなと思ってるんです。山陽小野田市

公営企業会計決算審査意見書の５ページ目、業務実績表というところで

す。医師看護職員数、医師数の延べ人数は、そんなには変わってないん

ですけど。 

 

奥良秀委員長 中岡委員、その次の６ページを見てもらって、年度末現在の職

員数等の次のとおりですのところで、職員数は逆に今、増えているよう

になっています。現員というところがあるじゃないですか。令和２年、

３年、４年、５年、６年で。令和２年度が２０２人で、令和５年度が２

３６人となっていると思うんです。中岡委員、もう一度質疑をお願いし

ます。 

 

中岡英二委員 ６ページ目を見ますと確かに現員というところで、令和５年度

が２３６人、令和６年度は２３６人と変わっていないんですけども、５

ページ目を見ますと延べ人数があって、延べ人数では、どれぐらい関わ

ったかという人数が減っている数字だと私は理解しております。それが

令和５年度は、６万７，４３８人で、令和６年度には６万２，８３５人

と、前年に比べて看護職員の延べ人数が４，６０３人減っているという

ことは、どういうことかなと。逆に入院患者は増えている、外来患者は
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増えているのに、なぜこれだけ看護師の延べ人数が減っているのか。医

療のサービスがちょっと気になるところなんですけど、お聞きします。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 監査委員の資料なんですけど、この数字が、

うちが出したものじゃないかもしれないんですけど、出し方が、延べ人

数なので、多分３６５日でという話だと思うんです。 

 

奥良秀委員長 それでは、資料の見比べをしたほうがいいと思いますので、暫

時休憩させていただきます。 

 

午後１時４５分 休憩 

 

午後１時５３分 再開 

 

奥良秀委員長 それでは暫時休憩を解きまして、委員会を再開いたします。先

ほど中岡委員が質疑されたものについては、今、調査中ですので、後ほ

ど回答を頂きたいと思います。今、議案書の５ページ、６ページを審査

しております。こちらから質疑はありますか。 

 

山田伸幸委員 訪問看護ステーション事業の収益と費用を見ていると、材料費

と研究研修費の額が小さいように感じます。その辺が、例えばこの収益

を見て、その辺を意図的に抑えたということはないんでしょうか。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 訪問看護の材料費については、令和５年度

準備の段階で結構な額を使って、令和６年度はもうその備品等が整った

というところで、ちょっと少なくなっているというのと、あと研修費に

つきましては、希望する研修には全て行かせていますので、これが必要

な費用だったというところです。 

 

奥良秀委員長 よろしいですかね。ほかの委員の皆さんも、５ページ、６ペー
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ジ、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）続きまして、７ページ、

８ページの欠損金計算書につきまして、決算書の説明があった中で、積

み上げで、この数字になってると思いますが、質疑はありますか。（「な

し」と呼ぶ者あり）よろしいですかね。なければ、９ページ、１０ペー

ジの貸借対照表ですね。 

 

山田伸幸委員 流動資産を見ると、約１３億円となってるんですけれど、この

大部分が未収入金となっていて、貸倒引当金を引いても７億６，７００

万円ということですけれど、こんなにも未収金があるんですか。ちょっ

と額が大きいように思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

伊藤病院局総務課主幹 未収金７億６，７７３万８，２５７円ですけど、そち

らでよろしいですか。（うなずく者あり）こちらは、年度をまたぐもの

も、３月３１日で決算を打ちますので、３月分の診療報酬、２月分の診

療報酬に関しては未収金という形になりますので、金額は太いものにな

ります。先ほどお話があった窓口未収分も、こちらの中に入っておりま

すので、それを合わせてこの金額となります。 

 

山田伸幸委員 通常、貸借対照表を見るときに経営の安定性、うまく経営でき

てるかどうかというのを見るのに、この流動資産と流動負債の比率を見

ると、非常に大きくプラスになっているんですね。流動資産の合計が１

３億５，０００万円で流動負債のほうが８億１，０００万円ぐらいで、

５億円ぐらいのプラスになっているということなんですけれど、実際に

は、病院の収支でいうと、そういうふうな状況ではないということが分

かってきます。この多さというのは、どういうふうに考えたらいいんで

すかね。ここの流動資産から流動負債を引いたものが５億円もプラスに

なっているのに、病院の収支では、赤字が大きくなっているというのは、

どういうふうに考えたらいいんでしょうか。 

 

伊藤病院局総務課主幹 今の流動資産と流動負債を見ていただきますと、流動
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負債のほうには、企業債というものが入っております。翌年度に支払わ

なければならないものになるので、こういったものは確実に、お金とし

て準備しておかなくてはいけないものになるんですけど、こういったも

のがありますので、一概に当年度の収支の状況と、ここの流動資産と流

動負債を見比べることというのは、未収金未払金といったものや現金を

見比べていく形なので、どうしてもそこの部分ではリンクしているよう

で、なかなか、この経常がいい状態だから悪いからということで、ここ

が左右されるということではないんではなかろうかなと考えております。 

 

中岡英二委員 今の関連なんですが、未収金の中で、さっき言われた７億６，

７００万円が、これ３か月の医療費の繰越し分というか、未収金なんで

すが、窓口未収金というのは、どれぐらいあるもんですか。 

 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 窓口未収金は先ほどお伝えしたよ

うに、令和６年度の決算ではトータルで７，０００万円。そのうち、令

和６年度現年分が２，１００万円。平成７年から令和５年までが４，８

００万円になっております。 

 

奥良秀委員長 よろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）では、次に行き

ます。１１ページの注記ですね。こちらは、ほとんど動きはないですけ

ど、３番の貸借対照表等に関する注記のところの説明は頂きました。そ

のほか質疑はありますか。 

 

山田伸幸委員 ３番の貸借対照表等に関する注記の中で、建設改良費等の財源

に当たるための企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、

１８億４，５００万円ということなんですけど、こんなにも一般会計が

負担をするというのがよく分かりません。これはどういった内容なんで

しょうか。 

 

伊藤病院局総務課主幹 こちらは、企業債を借入れして、償還する際に半額ほ
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どは一般会計に見ていただくという形になっておりますので、それらを

累計すると、この数字になるということで、これから先、企業債を返し

ていかないといけないので、そういったものを累計していくとこれにな

ります。 

 

山田伸幸委員 するとこれは長期にわたる分も含まれているということなんで

すかね。 

 

伊藤病院局総務課主幹 長期にわたるものも含まれています。 

 

奥良秀委員長委員 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）続きまして１

２ページの報告ですね。報告書になります。 

 

吉永美子副委員長 この概況というところで、総括事項の３行目です。慢性的

な医師、看護師不足ということがあります。これは当然山陽小野田市民

病院のことも踏まえて言っておられると認識いたします。であるならば、

本来であれば、何人いてほしい医師、何人いてほしい看護師なのに、令

和６年度は何人で対応したということを教えていただきたいのです。 

 

矢賀病院事業管理者 医師の数は、前々からも申しておりますように、一応３

０人を目標にしております。来ていただくように、山口大学を訪問して、

お願いはしているんですが、山口大学自体も医師不足でありまして、補

充できていないという状況です。看護師の数は、他の病院と比べて、少

なくとも大きくは不足してないということで、そういう状態になってお

ります。 

 

吉永美子副委員長 今、具体的なお話はなかったと思うんですよ。医師だった

ら例えば３０人欲しいところ、令和６年度の報告ですから、令和６年度

は何人で対応してきた、今、看護師については不足していないというこ

とは山陽小野田市民病院については、看護師については、足りていると
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いうことですけど、令和６年度、医師と看護師は何人で対応されたかと

いうことです。 

 

矢賀病院事業管理者 医師は２８人であります。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 看護師につきましては、令和６年度は、正

規と再任用を含めて１４１人です。それに会計年度の看護師がいまして、

会計年度の看護師が１５人です。フルタイムの会計年度がいます。 

 

吉永美子副委員長 先ほどのお話では、外来、入院ともに人数が増えた、とに

かく市民病院にとっては利益が上がるので、ありがたい傾向というか、

入院、外来について、患者さんが増えても、令和６年度、医師と看護師

は、この人数で十分対応できたという認識でよろしいでしょうか。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 診療報酬の関係であれば、加算を取るため

の人数の配置としては十分だったと思うんですけど、働いていただいて

る職員にとっては、幾らいても忙しいのに変わりはありませんので、ま

だ必要という声は上がってます。 

 

奥良秀委員長 １２ページの報告書についてはよろしいですか。（「なし」と

呼ぶ者あり）なければ１３ページ。 

 

山田伸幸委員 総括事項も上のほうになるんでしょうけど、「地域医療を守る

市民病院として、持続可能な地域医療提供体制を確保することを目的に、

経営改善策に関する各種取組を着実に実行し、経営改善に向けた努力を

続けています」という非常に市民病院としての役割が明確に示されてい

る言葉ではないかなと思うんですけれど、以前から国が推し進めてきて

いる医療提供体制の改革の意味合いといいますか、国は病床削減を言っ

てきてるし、しかし、コロナ禍で明らかになったように、そう簡単に、

ベッド数の削減もできないと思うんですけど、その辺はどのように考え



 76 

ておられるんでしょうか。 

 

矢賀病院事業管理者 地域医療構想の調整会議がありまして、そこの議論を見

てみますと、急性期の病床はやはり年々少しずつ減っております。国も

その方針でいくのは、今後も引き続きそうなるだろうと思っています。

以前、４２４病院再編統合する病院として、山陽小野田市民病院も指名

されたわけですが、それ以降、新型コロナの感染の流行がありまして、

自治体病院が果たしてきた役割は大きいので、再編統合ありきではなく

て経営を強化する方向で、病院を存続させるという方向に若干軌道修正

されたと思うんですが、具体的には実際病院に対して、何か補助金を増

やすとか、そういう議論は実際は起こっていませんので、現在のところ、

自助努力でやる以外にないと思ってます。 

 

吉永美子副委員長 今回、私の思いと監査委員の思いは、少し違うかなって思

ったのは、今、山陽小野田市市民病院として、病院経営の強化プラン、

この中でいろいろ努力をされていて、努力をされても、いろいろな国の

政策とか、いろいろな環境、また、市民病院が、市民の命を守る最後の

とりで的立場であるところを考えると、監査委員が言われる「山陽小野

田市民病院経営強化プランに掲げた目標である経常収支の黒字化を実現

されたい」、これについては、黒字を目指すべきかもしれませんが、黒

字化じゃないと絶対駄目だというふうな認識がないんです。市民病院と

してはこの監査委員の経常収支の黒字化を実現されたいと書かれておら

れるこの意見書をどのように捉えておられるんでしょうか。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 病院としても、ずっと赤字でいいかという

と、そうではないというのは考えておりまして、最終的には黒字化を目

指すところは同じなんですが、そこに行く過程で市民病院でやるべきこ

とはやった上で、赤字になるところについては、市の援助とかを借りな

がら、病院としての役割を果たしていきたいと考えております。 
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奥良秀委員長 今やるべきことをやって黒字化を目指していきたいっていう話

がある中で―これ最後に言うべきなんでしょうけど、実際やるべきこ

とを全てやったときに、黒字になるのかなって―先ほど来から、矢賀

管理者のほうからお話があるように、今回も、入院患者数、あとは外来

の患者数がいい方向にいってる中でも、やはり人事院勧告があったり、

材料費も上がって、やればやるほどなんか費用も上がってくるという中

で、最終的にはさっき管理者が言われたみたいに、経営強化を他からお

願いをしていくしか、もうちょっと難しい。だから、強化するには、医

療報酬を上げてもらうしかといっても、これがなかなか難しいんじゃな

いのかなあと思うんです。光井次長が目指すと言われたんですけど、な

かなかその辺どうなんでしょうかっていうところなんですけど、いかが

ですかね。 

 

矢賀病院事業管理者 委員長、おっしゃるとおりかと思います。経営強化プラ

ンを昨年つくったときは、こういう事態は想定できてなくて、令和９年

度まで、１００％が１０２％ぐらいの力を発揮すれば、経常収支プラス

マイナスゼロぐらいはできるという予想だったんですが、令和６年度の

結果を見ると、人件費だけで２億円ぐらい持ち出してしまったというこ

とで、計画は大きく修正せざるを得なくなっています。全国の自治体病

院を見ても同じような傾向でありまして、診療報酬でカバーしてくれる

ように病院の協議会が厚生労働省または国に要望を既に出しております

が、結果を注視していきたいと思います。それと赤字、黒字の問題があ

るんですが、我々としては医業がきちんと行われているかというところ

をやはり注目していただきたいと思います。医業収支で見ると、我が市

民病院は、中四国の中でも上位に入ります。補助金とかを合わせて経常

収支で見ると、真ん中ぐらいにまで落ちてしまうんですけども、医業収

支で見ると比較的いいほうに入っています。これは中四国の市立病院で

見てもそうですし、全国の市町村立病院を見ても同じようなことが言え

ます。赤字、黒字というのはもちろん大事で、今後黒字に持っていける

かと言われれば、今のところ自信はありません。ほかに何か手はないか
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と一生懸命考えているところですけども、診療報酬をやはり上げてもら

わないとどうしようもないかなというところがあります。 

 

奥良秀委員長 当議会のほうも、やはり税金を使って決算認定をしております

ので、赤字でいいですとは絶対に言えませんので、やはりそのように努

めていただきたいと思います。また審査に戻りたいと思います。１２ペ

ージ。 

 

中岡英二委員 山陽小野田市民病院の経営強化プランの中で、透析機能や周産

期医療の役割を果たすため、透析センターの組織協力化、また、無痛分

娩のＰＲ活動を実施したとありますが、これ現実にその辺の透析センタ

ーの組織強化はどのようにされたのか。無痛分娩のＰＲ活動によってど

れぐらい無痛分娩をされた方が増えたのか、ちょっと教えてください。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 透析機能の強化につきましては、透析の機

械を扱う臨床工学（ＭＥ）を今、３名ほど増やしまして、そこで、もと

もと看護師がやってたところを、そういった機械的なところとか専門の

方がやったほうがより良い作業ができるというところは、全部臨床工学

技士（ＭＥ）のほうに回して行っています。最終的には、今の透析のク

ール回数も増やしていけたらと対応を検討してます。 

 

古川病院局次長兼事務部長 無痛分娩の件数につきまして御報告いたします。

無痛分娩は、令和４年の７月から開始をしております。９か月間の実績

で２２件ございました。令和５年度は年間で５８件になりまして、これ

は対前年２６３.６％、令和６年度は８３件となりまして、全体の分娩件

数の約３０％が無痛分娩として取り扱っております。 

 

中岡英二委員 今、言われたように無痛分娩も一つの市民病院のＰＲ、特化し

たところだと思うんですよね。ぜひともこういうところを増やしていっ

ていただきたいと思います。透析センターを強化されたとありますが、
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実際にどれぐらいの患者が増えてるんですか。 

 

古川病院局次長兼事務部長 透析患者の延べ人数ですけれども、令和６年度は、

７，６７６件となっております。実はこれが令和５年度から比べますと、

若干少なくなっております。ただ、４時間以上５時間未満の患者が３２

０件から４９０件と増えておりまして、患者にとっては、より優しい透

析療法に現在は努めているというところでございます。 

 

中岡英二委員 このように概況として出されてる部門は数字として出していっ

て、これだけのことをやったとき、やはり病院として個性というか、そ

ういうＰＲするところは強化していくことが大事だと思いますし、無痛

分娩というのも一つの特徴になりますので、こういう数字は明らかにし

て行っていただきたいと思っております。 

 

矢賀病院事業管理者 透析の件数は、透析の台数が決められておりますので、

その利用率を見ると、もうこれ以上、数があまり増えない程度まで、実

際は行われております。これ以上数を増やすということになりますと、

透析の医者の数が足りなくなるということと、もう一つ開業医のところ

はそうやってると思うんですが、午前と午後とで月曜日から土曜日まで

やらないと数は伸びません。当院では今、月、水、金を午前、午後やっ

てますけども、火曜日と木曜日は、午前しかやっておりません。そこの

枠を増やさないと件数は増えないということと、枠を増やそうとすれば、

医師の数が足りないので、そこをクリアしないと数は大きくは伸びませ

ん。ほぼ、現体制で９０％ぐらいは、透析の台数が稼働しておりますの

で、すぐに増やすのは無理かと思います。 

 

前田浩司委員 経営強化プランの中で、ＤＰＣ制度の話があったかと思います。

ＤＰＣの移行により入院の収益の増加を図ることによる経営の改善に向

けての現行の取組状況についてお伺いします。 

 



 80 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 今回、令和６年度からＤＰＣの導

入によって、今までの出来高請求の方式と比較した場合、導入したこと

によって月９００万円程度、今までの請求より高くなっているというこ

とになってます。令和６年６月から始めており、当初はまだそこまでの

金額はなかったんですけど、後半になるにつれて、一番多い月で１，２

００万円差が生じるプラスの経営効果にはなっております。 

 

前田浩司委員 ＤＰＣに向けては、いい方向に向かっているという認識でよろ

しいでしょうか。 

 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 そのとおりだと思っております。 

 

奥良秀委員長 その他質疑を求めます。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、

１３ページから質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、

１４ページに移ります。よろしいですかね。（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ１５ページ、１６ページ。 

 

山田伸幸委員 １５ページの関係で、医療機器等の購入で、市民病院になくて

不思議でたまらないのが、カテーテルの手術です。手術と言えるかどう

か分からんけど、そういった点で収益を上げていくことは考えておられ

ないですかね。 

 

矢賀病院事業管理者 心臓カテーテル検査ですか。（うなずく者あり）心臓カ

テーテル検査は、大学との兼ね合いもありますし、労災病院との兼ね合

いもあるんですが、そういうテクニックを持ったドクターが数名、三、

四人は必要になりますので、現時点では難しいかと思います。 

 

山田伸幸委員 山大なんかを見ると、もう朝からずっとカテーテル手術で埋ま

るというような状況で、周りでできるんかなという思いでちょっと聞い

てみました。やっぱり、それなりの機器、部屋とそれから、備え付ける
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機器、それと今言われた医師の数も必要だということなんですけど、も

しそれを導入するとなると医師は何人ぐらい必要になってくるんですか。 

 

奥良秀委員長 決算認定の審査の中には入ってないとは思うんですが、もし答

えられるのであれば答弁をお願いします。 

 

矢賀病院事業管理者 最低３人は必要だろうと思います。 

 

奥良秀委員長 よろしいですかね。今、進んだところまで戻ります。１６ペー

ジどうぞ。 

 

中岡英二委員 １６ページで、材料費が高くなり経営を圧迫しているというこ

とがありました。化学療法や注射器等の使用が増えたということですが、

以前何かいろいろなところを比べたりするベンチマークとかいうので、

多少は価格が下がったようなときがあったと思うんです。今も継続して

されていると思うんですけど、ちょっとその辺を教えてください。 

 

室川病院局総務課主査兼購買係長 医薬品に関しましては、年に２回ほど、業

者と価格交渉を行っております。全国のベンチマーク平均値引き率は１

３.０％です。当院の値引き率は、令和６年度で１３.４％と、全国平均

のベンチマーク平均値よりも安く購入できている現状があります。削減

効果としてましても令和６年度は上期と下期で価格交渉を行いまして、

４８４万円の削減効果があったと見込んでおります。 

 

中岡英二委員 努力はされていると思うんですけど、やはりこれだけ材料費が

上がっているということは、手術を受けた患者が化学療法の治療を受け

たりとか、そういう患者が増えたということでよろしいんですか。 

 

室川病院局総務課主査兼購買係長 今、医薬品のほうを言わせてもらいました

けれども、診療材料のほうも、１，９００万円の増加とはなっておりま
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す。その要因といたしましては、入院患者の増が令和５年度と令和６年

度を比較して１，２３１人増の１０２％増、手術件数も令和５年度と令

和６年度比較しまして、５９件、１０５％の増となっております。診療

科で見てみますと、外科が８件、婦人科が３０件、整形から１８件の手

術件数が増加となっております。その辺りの費用が上がったんではない

かと認識しております。 

 

奥良秀委員長 先ほどから物価高騰の話で、中岡委員が材料費の件でベンチマ

ークの話されたと思うんですけど、実際はベンチマークをして値段が下

がるのと、物価高騰で上がるのはどちらが大きいんでしょうか。 

 

古川病院局次長兼事務部長 物価高騰のお話でいきますと、令和３年度の全国

のベンチマーク、このときの値引き率が１４.７％です。それが、先ほど

室川主査が言いましたように、令和６年度は全国平均で１３％ですから、

大体１％から２％ぐらいの物価高騰が起こっていると推測しております。

実際その値引き率との兼ね合いがどうかと言われると、申し訳ありませ

んが、購入する薬によっても、全国的に同じものを購入してるわけでは

ありませんので分析はできておりませんが、それぐらいの形で、物価高

騰が起こっていると認識しております。 

 

奥良秀委員長 もちろんベンチマークをやったほうがいいとは思うんですけど、

それよりも物価高騰の値上げ率は高いと思ってるところがあるんですが、

そうじゃないんですかね。 

 

古川病院局次長兼事務部長 先ほど申しましたように、令和３年度が全国平均

で１４.７％の値引き率がありました。今、現在の当院の値引き率が、１

３.４％ですから、価格としては、やはり上がっていると認識しておりま

す。 

 

奥良秀委員長 分かりました。１６ページよろしいですか。（「なし」と呼ぶ
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者あり）なければ、１７ページ。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 委員長よろしいですか。（「はい、どうぞ」

と呼ぶ者あり）先ほど説明の中で、一時借入金の限度額を５億円と説明

したんですけど、３億円の誤りでした。訂正をお願いします。 

 

奥良秀委員長 訂正がありました。１８ページのキャッシュ・フロー計算書。 

 

山田伸幸委員 一時借入金がされてないんですけど、先ほどの流動資産を見る

と預貯金が５億円ぐらいあるということで、それで賄えたということな

んでしょうか、それとも別の要因がありますか。 

 

伊藤病院局総務課主幹 令和５年度から令和６年度にかけて、キャッシュ・フ

ローを見ていただいたら、見えてくると思うんですが、３億円程度減っ

ています。預金がまだ８億円程度あった状態からスタートしております

ので、一時借入れは起こさなくても済んだということとなっております。 

 

奥良秀委員長 １８ページのキャッシュ・フロー計算書で質疑はありますか。

なかなか厳しい内容ですけど、説明は受けています。よろしいですかね。 

 

山田伸幸委員 未払金が１億４，４００万円減少しておるんですけれど、これ

はどういった内容で、これだけ減少したんでしょうか。 

 

伊藤病院局総務課主幹 令和５年度の状態では、令和５年度に購入したＭＲＩ

に関係する支払いが、まだ行われてない状態だったので、未払金に計上

されていました。今年はそういった大きな購入がなかったので、そこま

で大きな状態にはなってないということになります。 

 

奥良秀委員長 よろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）次に行きます。

１９ページ、２０ページの明細書はよろしいですか。質疑はありますか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）次に行きます。２１ページ、２２ページは支

出のほうですが、よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、

２３ページ、２４ページまで。２４ページが資本的収入及び支出につい

てまでです。 

 

吉永美子副委員長 ２２ページなんですけど、結構な金額になってるけど、１

６節の諸会費１１６万８，１８８円がありますよね。これは、自治体病

院協議会会費ほかとあるんですけども、現実に、１００万円以上の会議

で、どういうものが主なのかということ、それとこれに入っていること

によって…… 

 

奥良秀委員長 一問一答でお願いします。 

 

伊藤病院局総務課主幹 すみません、諸会費について金額を確認させていただ

くので、少しお時間ください。 

 

奥良秀委員長 その後でまた質疑に行きましょう。２４ページはよろしいです

かね。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、２５ページ、２６ページの

固定資産明細書です。質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）な

ければ、最終ページの２７ページ、２８ページの企業債明細書について

よろしいですかね。 

 

伊藤病院局総務課主幹 すみません、お待たせいたしました。先ほど御質問が

ありました看護職員の人数がなぜ減少しているのかという点です。確認

しましたところ、令和５年度の数値には、看護補助者と言って、看護師

ではないんですが、看護部に所属している医療補助や看護するときの補

助者、免許などを持っていない者が含まれていたんですが、令和６年度

はそれを除いた状態になっているので、人数としては、大幅に減ってい

るという状態です。あと看護師自体は、先ほどの人数が比例したものに

なっております。もう１点の会費のほうは、大きなもので言いますと、
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産婦人科医会に支払いしているものが、３０万円程度あったり、全国自

治体病院協議会といった自治体病院の協議会に２０万円近く支出してい

ますので、そういったもので、会費が積み上がっているという状態にな

ります。 

 

吉永美子副委員長 それぐらいの金額を出されて、加入されていることのメリ

ットって何があるんですか。 

 

矢賀病院事業管理者 自治体病院協議会は、いろいろな研修に参加できますし、

病院経営のノウハウ、全国の自治体病院の経営状況、そういうところを

学習できる情報を提供してくれますし、定期的に会合もあります。県内

でもやりますし、全国でもやりますから、それなりに貴重な情報が得ら

れるということがあります。産婦人科医会の会費が高いことは、僕も初

めて聞いたのでちょっとよく分かりません。 

 

吉永美子副委員長 ちょっと聞き取りが…産婦人科何とかが５０万円とか。 

 

伊藤病院局総務課主幹 産婦人科医会が２８万円。今の産婦人科医会以外にも

透析の医会や、いろいろな医会があるんですけど、そういったところで

情報交換などをすることも含めて、今、局長が申し上げたんですけど、

そういったものでいろいろ会費が出ています。婦人科もありますし泌尿

器科もあります。外科医会とか、様々な医会の会費という形で病院が支

払ってるものになります。 

 

吉永美子副委員長 それに入っていることによって、メリットも大きいし、ま

た他の自治体の公立病院も入っておられるということですね。 

 

伊藤病院局総務課主幹 基本的に、入っているところが多いんではなかろうか

と。確認はできていません。 
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奥良秀委員長 先ほどの中岡委員のほうの答弁も、あとはよろしいですかね。

（「はい」と呼ぶ者あり）この議案書の質疑はこれでよろしいでしょう

か。（「はい」と呼ぶ者あり）以上で質疑を終えます。討論はあります

か。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしということで、討論を終わりた

いと思います。それでは、議案第６２号令和６年度山陽小野田市病院事

業決算認定につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

奥良秀委員長 全員賛成ということで、認定すべきものと決しました。ここで

休憩を得たいと思いますので、１４時５０分から再開したいと思います。

それでは休憩に入ります。 

 

午後２時４０分 休憩 

 

午後２時５０分 再開 

 

奥良秀委員長 それでは、休憩を解きまして委員会を再開いたします。続きま

して、５番の所管事務調査としまして病院事業報告についてということ

で、執行部からの説明を求めたいと思います。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 それでは、報告事項のうち「患者数等の動

向」から御説明いたします。このたびは、令和７年１月分から６月分ま

での６か月間分の内容となります。報告書の説明に先立ちまして、報告

書には患者数、収益、費用などの経営状況、医業収支比率を掲載してお

りますが、患者数と医業収支比率の増減が連動していない部分がござい

ますので、その数値の関係性について御説明いたします。患者数は当月

に受診された方の総数を示しますが、収益については窓口収納と保険者

負担の調定時期にズレが生じることや、診療報酬の査定減額が受診の２

か月後に判明することがあります。また、費用の増減についても全てが
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患者数に連動しているわけではないため、患者数の増減と医業収支比率

の増減が必ずしも連動しない場合がございます。それでは、報告書に沿

って説明をしていきます。まず、令和７年１月分になります。１ページ

「令和６年度患者数等の動向（Ｒ７.１月分）」を御覧ください。新型コ

ロナ感染症のほか、インフルエンザ流行なども影響し、入院、外来とも

予算の予定量を大きく上回る結果となり、入院１日平均は１８６．４人、

外来１日平均は４０６．９人となりました。病床稼働率は９３．７％、

平均在院日数は急性期病棟で１３．９日、地域包括ケア病棟で２６日と

なりました。医業収支比率は９１．６％となっております。次に、２月

分になります。２ページを御覧ください。１月と同じく、予算の予定量

を上回ることができ、入院１日平均患者数につきましては、１８２．５

人、稼働率は、９１．７％です。外来１日平均は３８９．３人となりま

した。平均在院日数は急性期病棟で１３．５日、地域包括ケア病棟で２

３．７日となりました。医業収支比率は８１．１％となっております。

次に、３月分になります。３ページを御覧ください。感染状況は落ち着

き、患者数は前月より減少しておりまして、入院１日平均は１７２．８

人、外来１日平均は３９２．７人となりました。病床稼働率は８６．８％、

平均在院日数は急性期病棟で１４．１日、地域包括ケア病棟で１８．９

日となりました。医業収支比率は８４．４％となっております。なお令

和６年度分の累計状況につきましては、先ほどの決算委員会におきまし

て、御審査いただいた内容と重複しますので、詳細の説明については省

略させていただきます。続きまして、令和７年度分の説明に移りますが、

令和７年度より、記載方法等、一部修正しておりますので報告します。

まず、１日平均患者数についてですが、こちらは、１を下回る部分につ

いては、切捨表示とさせていただいています。これは、予定量が「人」

を単位としているため、これに合わせる形としています。また、医業費

用のうち、職員給与費につきましては、年度を通して必要となる費用に

ついて、比率等に注視していくという観点から、賞与など一時的に必要

となるものを年度に繰り延べた形で掲載しています。それでは、令和７

年度４月分になります。４ページを御覧ください。特に経営改革プラン
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等で掲げる最重要指標としている病床稼働率に注視することを病院の共

通目標とした結果、入院患者数は、予算の予定量と同数となり、入院１

日平均患者数につきましては１７４人、稼率は８７．７％となっており

ます。外来１日平均は３７７人となりました。医業収支比率は８６．８％

となっております。次に、５月分になります。５ページを御覧ください。

５月においては、新型コロナウイルス感染症のアウトブレイクによって、

一部入院などの制限を行う必要があったことから、入院患者数は伸び悩

み、入院１日平均患者数は１６６人と稼働率は８３．６％と低迷する結

果となっています。外来１日平均は３８３人となりました。平均在院日

数は急性期病棟で１３．５日、地域包括ケア病棟で２２．１日となりま

した。医業収支比率は８８．９％となっております。最後に、６月分に

なります。６ページを御覧ください。徐々に入院患者数も回復し、予定

入院患者数を維持することできました。また、収支につきましては、先

ほどの説明と重なりますがが、賞与月となる６月ですが、年間に繰り延

べたものとして計算しておりますので、比率への影響は少なく医業収支

比率は８３．５％となっています。入院１日平均は１７４人、外来１日

平均は３６５人となりました。病床稼働率は８７．７％、平均在院日数

は急性期病棟で１４日、地域包括ケア病棟で１９．１日となりました。

「患者数等の動向」の最後に、令和７年度３か月間分の累計状況につい

て御説明いたします。６ページの累計（Ａ）列を御覧ください。入院に

ついては、１日平均患者数は、当初予算（１７４人）と比較して３人減

の１７１人となりました。また外来については、１日平均患者数は当初

予算（３９６人）と比較して２１人減の３７５人となりました。この３

か月間は、入院患者数及び外来患者数ともに伸び悩んでおりますが、Ｄ

ＰＣ方式への移行による成果は単価等に表れております。収支につきま

しては、入院外来患者数の減により医業収益は予算６月までの標準的な

執行率２５％に対して下回っている状況です。以上で「患者数等の動向」

についての説明を終わります。次に、「資金繰りの状況」について御説

明いたします。７ページ「令和６年度資金繰表」を御覧ください。これ

は１ページから６ページまでの医業収支の数値とは異なり、現金ベース



 89 

での動きを月ごとにまとめたものになります。まず、１月の「収入」に

ついては、「医業収益」を始めその他の収入について、例月との大きな

変動はございませんが、「支出」については、「物件費」では、年末年

始分の在庫として薬品や診療材料などを購入していることもあり、例月

より大きくなっております。「一時借入金」については、今月は借入返

済ともになく、４億５，０６０万円を翌月に繰り越すこととなりました。

次に、２月の「収入」については、翌月の企業債償還金に対応するため

の「他会計繰入金」などの入金があり、例月より大きくなっております。

「支出」については、例月との大きな変動はございません。次に、３月

の「収入」については、「企業債」などの入金があり、例月より大きく

なっております。「支出」については、「支払利息」として企業債利息

を、企業債償還元金として１，９１５万２，０００円の支払いをしてお

ります。月末残高の５億３，７８３万６，０００円を翌月に繰り越すこ

ととなりました。続きまして、８ページ「令和７年度資金繰表」を御覧

ください。まず、４月の「収入」については、「過年度未収金」では、

２か月前の令和 7 年２月診療分の保険者からの診療報酬が大半を占めて

おります。そのほかの収入について、例月との大きな変動はございませ

ん。「支出」については、令和６年度において予算執行しました費用を

「過年度未払金」として支払いをしております。また、「建設改良費」

では、腹腔鏡手術に用いるビデオスコープなどの購入代金の支払いを行

っております。次に、５月になりますが、「収入」「支出」ともに例月

と大きな変化はございませんので、最後に６月の説明をさせていただき

ます。６月は賞与の支給月になりますので、所得税などの「預り金」が

例月より大きくなっております。「支出」については、こちらも賞与の

支給により「人件費及び預り金」が例月より大きくなりました。「その

他」として、未払消費税及び地方消費税などの支払いをしております。

月末残高の４億８，１０２万３，０００円を翌月に繰り越すこととなり

ました。以上で「資金繰りの状況」について説明を終わります。続きま

して、報告資料９ページ、市民病院運営調整会議、令和７年３月から令

和７年８月までの開催状況について報告します。市民病院経営会議、令
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和７年３月から令和７年８月までの開催状況について報告します。資料

９ページを御覧ください。主な協議内容は資料のとおりです。まず、各

月の病床稼働率の報告と傾向分析についてです。患者数、単価、病棟別

稼働率、病棟別重症度、紹介率・逆紹介率について報告を行い、協議を

行いました。次に、基本理念、基本方針、令和７年度の病院目標の検討

についてです。これらについて経営会議及び運営調整会議において協議

を重ねた結果、基本理念、基本方針は、現行どおりとし、令和７年度の

病院目標達成のための方策として、収入強化に向けた取組では、集患活

動による患者獲得の強化、費用の削減に向けた取組としては、ベンチマ

ークシステム活用による材料費の削減、委託事業の業務見直しによる委

託費の削減などを今年度の目標にしました。なお、病院目標の内容につ

いては、それぞれの部署で具体的にどのようなことが実行できるかを考

え、運営調整会議で各部署から報告を行いました。また、基本理念・基

本方針・令和７年度の病院目標については、所属長を通じて全職員に周

知しました。次に、リハビリテーション科の標ぼうについてです。入院

リハビリテーションの充実のため、令和７年６月から新たにリハビリテ

ーション科を標ぼうすることの報告があり、担当医師や標ぼう箇所の検

討を行いました。なお、リハビリテーション科の標ぼうにより、診療報

酬の初期加算を新たに取得することができ、増収が見込める旨の報告が

ありました。次に、紹介患者数増加の検討についてです。経常収支の黒

字化を目指すためには、開業医等への訪問活動の強化を図り、新規入院

患者を増加させる必要があることから、その対応策を協議しました。今

年度は、複数の科の医師が地域の開業医への訪問活動の実施を組織目標

に掲げており、売上げや専門性などのデータを活用した効率的な訪問活

動により、紹介患者数を増加させる取組を行っていく予定であるとの報

告がありました。次に救急医療情報システムの本格稼働についてです。

宇部市健康福祉部地域医療対策室が、令和７年１１月から宇部・山陽小

野田医療圏において本格運用を行う救急医療情報システムへの参加に向

けて、各医療機関において説明会が開催される旨の報告があり、本格稼

働に必要な機器の確認や機器の設置場所、システムの活用方法等につい
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て協議を行いました。その他報告事項としては、透析件数の状況につい

て、各月における診療収益の状況について、病院機能評価の更新につい

て、安否確認システムの導入の検討について、令和７年度当初予算につ

いてでした。経営会議の開催状況については以上のとおりです。 

 

奥良秀委員長 執行部から説明が終わりましたので質疑を求めたいと思います。

まず、令和６年度の患者数等の動向について、１ページ、２ページ、３

ページまでです。質疑はありますか。決算のほうでやりましたので、よ

ろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)進めます。続きまして、新年度

の令和７年度の患者数等の動向につきまして、４ページ、５ページ、６

ページまでです。こちらの中で質疑はありますか。よろしいですか。(「は

い」と呼ぶ者あり)なければ、令和６年度資金繰表です。７ページ。これ

も決算のほうでやりました。よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

なければ、８ページの新年度３か月分の４月、５月、６月のものですが、

質疑はよろしいですか。 

 

山田伸幸委員 経営会議は……違うんか。 

 

奥良秀委員長 ちょっと待ってください。今、８ページまで行きましたので、

８ページまでよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)９ページの経営

会議。 

 

山田伸幸委員 やはり一部の人だけが今の経営について理解をし、力が発揮で

きないというのでは意味がないと思います。こういった会議で各部の責

任者が一堂に会して、やはり思いを一つにする。その辺でこの会議の後、

ここで話されたことが下まできちんと通っているかどうかというのはい

かがでしょうか。 

 

光井病院局事務部次長兼総務課長 経営会議を毎月第１火曜日に行った後に、

第３火曜日に運営調整会議を開いております。経営会議に参加しない、
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その他の所属長がそこに出てきて、大体４０名近くの職員、各所属の所

属長がそこに出てきてきますので、経営会議で話し合った事項について

はそちらの運営調整会議でも話して、その話した事項については、各所

属の所属長が下の職員まで伝えるように指導をしております。 

 

矢賀病院事業管理者 年に１回に全職員を対象として、病院の経営状況と病院

が進むべき方向について、１週間かけて、私と経営企画室と医事課が、

共同して３０分ほどの講習会を開いております。今年は２００人ぐらい

が参加しております。 

 

中岡英二委員 経営会議ということですので将来についてのお話をされている

と思いますが、認知症の方が大変増えております。そうした中でこの物

忘れ外来といった辺りの協議をされてますか。 

 

矢賀病院事業管理者 検討したことはございません。ただ、認知症の患者の数

が増えてますので、現在、非常勤の医師で、山口大学からの神経内科の

先生と精神科の先生がそれぞれ週に１回ずつ来ていただいていて、そこ

で対応されています。それで十分認知症の対応ができるかといえば、必

ずしもそうではないので、認知症の患者が増えてきていますので、この

辺はもう一度検討してみる価値はあるかなと考えております。 

 

中岡英二委員 この委員会でも、認知症の予防というところで視察に行ったん

ですが、そうした中でやはり市民病院とか大きな核になる病院で認知症

の方が安心して生活できるまちづくりというのを聞いてきました。ぜひ

とも、市民病院も今から認知症は必ず増えていくものですし、早期発見

がとにかく一番だということなんで、ぜひとも、こういう会議の中でお

話の一つとして取り上げていただきたいと思っております。 

 

奥良秀委員長 いかがですか。 

 



 93 

矢賀病院事業管理者 分かりました。 

 

山田伸幸委員 リハビリテーション科の標ぼうというふうに説明があったんで

すけど、これは具体的にはどういうことなんでしょうか。 

 

佐々木病院局医事課長兼診療情報管理室長 リハビリテーション科のリハビリ

自体は、今までも、十分実施しておりました。標ぼうというのが、保健

所に対して内科、外科とかと同じように、リハビリテーション科ってい

う科の名称を掲げることができまして、それを改めて、リハビリを充実

させるという意味で、病院の表示の中に、科をもう一つ増やしたという

ことになってます。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)その他、質疑はあり

ますか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしということで、５番目の所管

事務調査、病院事業報告について終了いたします。ここで職員の入替え

を行いますので、１５時２０分から委員会を再開いたします。それでは

休憩に入ります。 

 

午後３時１２分 休憩 

 

午後３時２０分 再開 

 

奥良秀委員長 休憩を解きまして委員会を再開いたします。審査内容の２番、

議案第６０号令和６年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定につきまして、資料の質疑は終わってると思いますが、それで

間違いないですか。(「はい」と呼ぶ者あり)よろしいですか。(「はい」

と呼ぶ者あり)それでは、決算書のほうに移りたいと思います。歳出から

質疑を求めたいと思います。４５２ページから質疑を求めたいと思いま

す。４５２ページ、４５３ページです。１款総務費、２項徴収費なんで

すが、基本的に、特別徴収がメインだと思っていたんですけれど、ここ
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で徴収費のうち、役務費が特に約２００万円程度支出されてるんですけ

ど、どういった内容でこれだけの支出になるんでしょうか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 徴収費のうち役務費における通信運搬費に

ついては、保険料の通知書等を発送している郵送料になります。あと手

数料については、口座振替やコンビニ納付等の各種手数料になっており

ます。 

 

山田伸幸委員 保険料徴収通知というのは、これは全員に送られるんですか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 保険料の賦課がかかった被保険者の方皆様

にお送りしております。 

 

吉永美子副委員長 後期高齢者の医療管理業務として、令和６年度から２人に

なられていて、その前年度は３人じゃなかったかと思っています。令和

６年度に２人で業務されてきて、問題があったとは言えないでしょうけ

ども、本当にこの２人でどのように対応されたのかをお聞きしたいと存

じます。 

 

西﨑保険年金課長 職員数でございます。令和５年度は、保健師が１人おりま

した。先ほど午前中の答弁の中でも、令和６年度から後期高齢者の保健

事業を一般会計に予算を移したと申しました。人件費も映しております

ので、令和６年度は保健師の人件費が特別会計に入っておりません。事

務方の職員２名の人件費になりますので、事務職員については、令和５

年度と令和６年度の人事異動で、人件費は変わっておりますけども、人

数体制については変わっておりません。 

 

奥良秀委員長 その他、ありますか。４５３ページまでです。(「なし」と呼ぶ

者あり)なければ、４５４ページ、４５５ページ、並びに、その次の４５

６ページの調書までの質疑があれば、よろしいでしょうか。 
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吉永美子副委員長 せっかくなのでお聞きしたいんですけども、国保と違って、

後期高齢者の場合は広域連合ということですよね。事務的な作業があり

つつも、被保険者は増えているけれども、お１人に対していろいろなケ

アをしてあげないといけないといったことのお仕事では、山陽小野田市

は負担はないということでしょうか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 保険料の通知を市から送るということもあ

りますし、資格確認書についても市のほうから発送はしております。そ

のため、保険料についてのお問合せや、資格確認書についてのお問合せ

は市のほうにも、もちろん入ってきます。やはり、被保険者数が増えて

いるところもあって、日中電話や窓口で付きっきりになることも、最近

は多くなっております。 

 

奥良秀委員長 その他、質疑はありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)なければ

歳入のほうに移りたいと思います。４４８ページ、４４９ページ。 

 

山田伸幸委員 保険料の納付のことを伺いたいんですけど、御自分で納付通知

書を持って納付するのは可能なんでしょうか。 

 

川村保険年金課収納係長 普通徴収となられてる方の中には、納付書を持って

こられて窓口で納付される方もいらっしゃいます。 

 

山田伸幸委員 ということは、原則、特別徴収でありながら、普通徴収になっ

ておられる方は、窓口での納付ができるということでよろしいんでしょ

うか。 

 

川村保険年金課収納係長 そのとおりです。 

 

西﨑保お険年金課長 少し補足します。後期高齢者医療は、法律で決まってお
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りますので、特別徴収が原則です。ただ、午前中も担当が申したと思い

ますけども、年金の額によって、普通徴収の方がおられます。普通徴収

の方も、基本的には口座振替が前提でありますけども、中には一部の人

で、口座がないとか、いらっしゃいますし、後期高齢者に移行したての

方は半年ぐらいは普通徴収の方がいらっしゃるので、特別徴収前提と言

いながらも、普通徴収の方もいらっしゃいますし、口座振替前提と言い

ながらも、納付書でお支払いになる自主納付ｎ方もいらっしゃいますと

いうような現状です。 

 

奥良秀委員長 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)続きまして、４５０

ページ、４５１ページ。質疑はありますか。 

 

山田伸幸委員 保険基盤安定繰入金２億７，４００万円というのは一般会計か

らの繰入れになるんでしょうか。 

 

水野保険年金課年金高齢医療係長 おっしゃるとおりです。 

 

奥良秀委員長 その他、質疑はありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なし

ということで、質疑を終わりたいと思います。討論はありますか。 

 

山田伸幸委員 後期高齢者医療保険制度は、以前から言っておりますけれど、

やっぱり年齢によって入る保険制度が違うということは異常な在り方で

す。ですからこの制度については、以前の政府が言っていたように、こ

れは廃止すべきだと思っておりますので、決算についての認定はできま

せん。 

 

奥良秀委員長 その他、討論はありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なし

ということで討論を終結いたします。それでは、採決に入りたいと思い

ます。議案第６０号令和６年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について賛成の方の挙手を求めます。賛成の方の挙手を
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お願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

奥良秀委員長 賛成多数で認定すべきものと決しました。以上で、議案第６０

号を終了いたします。それでは再開を１５時４０分から再開いたします。

それでは休憩に入ります。 

 

午後３時３０分 休憩 

 

午後３時４０分 再開 

 

奥良秀委員長 それでは休憩を解きまして委員会を再開いたします。続きまし

て、審査内容の３番、議案第５９号令和６年度山陽小野田市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定につきまして、執行部より説明を求めたいと思

います。 

 

田尾福祉部次長兼高齢福祉課長 議案第５９号令和６年度山陽小野田市介護

保険特別会計歳入歳出決算認定について御説明します。介護保険事業は、

介護保険事業計画に基づき事業を進めています。この計画は、現状に沿

ったものとなるように３年ごとに見直しを行い、保険料などの改定を行

っています。令和６年度は、第９期事業計画の初年度となっております。

保険給付費の予算につきましては、国から示されたワークシートに基づ

き、令和３年度からの３年間の人口、要介護認定率、サービスの利用動

向の推計を基に、施設の整備動向など本市固有の事情を勘案して給付費

を算定しています。また、地域支援事業による介護予防や、要支援者を

対象にした予防給付を予算に組み入れております。それでは、決算書の

３５ページをお開きください。歳入歳出決算総括表です。予算現額６８

億８,４１８万８,０００円に対しまして、歳入額は、６７億８,９６８

万８,６５５円、歳出額は、６６億８,６７１万１,３１３円となり、形
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式収支は１億２９７万７,３４２円の黒字となりました。なお、翌年度

へ繰越すべき財源はありませんので、同額が翌年度への繰越金となりま

す。それでは、決算につきまして、決算事項別明細書に沿って、決算の

概要と前年度決算と大きく異なる費目を中心に御説明させていただき

ます。まず、歳出から御説明します。１款総務費です。４２８、４２９

ページをお開きください。１款１項１目一般管理費の１節から４節まで

は、課長や介護保険係等の職員の人件費です。４３０、４３１ページを

お開きください。１２節委託料の帳票類印刷・封入等委託料２４４万６,

５１０円は、納入通知書等の印刷及び封入・封緘処理業務を民間に業務

委託しているものです。２項１目賦課徴収費は、第１号被保険者の保険

料の賦課徴収に必要な納入通知書、督促状の印刷費や郵送料です。３項

１目認定審査会費の１節報酬６６４万１,６６０円は、介護認定審査会

の審査員報酬で、委員数は４０名、８合議体で運営しています。２目認

定調査等費は、介護認定調査に係る経費で、主治医意見書の作成手数料

や介護認定調査委託料です。２款保険給付費に移ります。保険給付費の

支出済額は、総額６０億４,３９６万３,７１５円で、本特別会計の歳出

総予算の約９０．４％を占めており、昨年度と比較して、約４.４％の

増となっています。１項介護サービス諸費は、要介護１から要介護５ま

でに認定された方が利用するサービスの保険給付費です。令和６年度末

の要介護認定者数は、２,９０２人となっており、前年と比較して４８

人の増となっています。サービスごとの前年度比較では、居宅介護サー

ビス給付費は８.７％増、施設介護サービス給付費は５.９％増、居宅介

護福祉用具購入助成費は１.６％減、居宅介護住宅改修助成費は５.７％

増、居宅介護サービス計画給付費は３.６％増、地域密着型介護サービ

ス給付費は１.５％減となりました４３２、４３３ページをお開きくだ

さい。２項介護予防サービス等諸費は要支援１、２の認定を受けた方が

受けるサービスに対する保険給付費で、主なものである介護予防サービ

ス給付費は、前年比６.２％減となりました。４項１目高額介護サービ

ス給付費は、利用者負担額が一定の限度額を超えた場合に支給される給

付費です。前年度と比べ９.５％増の１億３,５２８万４,８８１円とな
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りました。４３４、４３５ページをお開きください。５項１目高額医療

合算介護サービス給付費は、医療費と介護給付費の自己負担額を合算し

た額が、一定の限度額を超えた場合に、介護給付の割合に応じて支給さ

れるものです。前年度と比べ２.０％減の２,０５０万４,５９３円とな

りました。６項１目特定入所者介護サービス等費は、低所得者に対する

介護保険３施設及び短期入所における食事、居住費の補足給付費です。

前年度と比べ１.７％減の９,４９７万６,４３７円となりました。３款

地域支援事業費に移ります。１項介護予防・生活支援サービス事業費は、

基本チェックリストに該当された方と要支援１、２の方が利用する介護

予防・日常生活支援総合事業にかかる費用です。１目介護予防・生活支

援サービス事業費の２節から４節までは、高齢福祉係職員の人件費です。

４３６、４３７ページをお開きください。１２節委託料の介護予防ケア

マネジメント委託料は、総合事業を利用する場合のケアプランの作成委

託料です。１８節負担金、補助及び交付金のうち主なものは、総合事業

の訪問型サービス費負担金、通所型サービス費負担金です。２項１目一

般介護予防事業費は、介護認定に関係なく誰でも参加できる、介護予防

を目的とした事業です。１２節委託料のうち、介護支援ボランティア活

動事業委託料は、社会福祉協議会へ委託しました。また、認知症予防業

務委託料は、認知症の発症を遅延させることを目的に実施する認知症予

防教室の委託料です。３項１目任意事業費の２節から４節までは、高齢

福祉係職員の人件費です。４３８、４３９ページをお開きください。１

２節委託料のうち、安心相談ナースホンの年度末の設置数は、昨年より

１０台増の３８５台となっております。１９節扶助費は、紙おむつ購入

助成費と成年後見人報酬助成費です。２目包括的支援事業費は、地域包

括支援センターの運営、在宅医療・介護連携、認知症施策の推進、生活

支援サービスの体制整備を行うもので、２節から４節までは、地域包括

支援センター職員の人件費です。４４０、４４１ページをお開きくださ

い。１２節委託料のうち、介護予防支援業務委託料は、要支援１、２の

方の福祉用具貸与や訪問看護、ショートステイ等の介護予防サービス利

用に係るケアプラン作成委託料です。また、在宅医療・介護連携相談窓
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口業務委託料は、山陽小野田医師会に委託して実施しました。生活支援

体制整備事業委託料は、山陽小野田市社会福祉協議会に委託しました。

また、高齢者実態把握委託料は、地域包括支援サブセンターに委託し、

実績は延べ１,６７９人となりました。４４２、４４３ページをお開き

ください。１８節負担金、補助及び交付金のうち、地域包括サブセンタ

ー負担金１,８４０万円は、住民に身近な地域で支援を必要とする高齢

者やその家族に対し、総合的な相談に応じるために市内に設置している

サブセンターのうち、４か所の運営負担金です。４項その他諸費、１目

審査手数料は、総合事業に係るレセプト審査手数料です。４款基金積立

金は、介護給付費準備基金への積立金で１億４,９８４万２,６０４円と

なりました。基金の残高については、３７９ページをお開きください。

中段にあります介護給付費準備基金は、令和６年度末で６億８,０３０

万９,８４８円になっております。４４２、４４３ページにお戻りくだ

さい。５款諸支出金は、１項１目第 1 号被保険者保険料還付金は、第１

号被保険者の保険料の過誤納還付金です。３目償還金は、介護給付・地

域支援事業に係る国、県及び社会保険診療報酬支払基金の前年度交付金

の精算になります。６款予備費につきましては、支出はありませんでし

た。続いて、歳入を御説明します。４１８、４１９ページをお開きくだ

さい。１款介護保険料は、６５歳以上の第１号被保険者の保険料です。

収納率は現年度分が特別徴収と普通徴収を合わせて、前年度の９９.７

６％から９９.７９％に、滞納繰越分が前年度の２３.１２％から１９.

６５％に、全体では、前年度の９９.１７％から９９.２６％となりまし

た。３款国庫支出金、１項国庫負担金は、介護サービス給付費の国の負

担金で、負担割合は施設介護サービスが１５％、在宅介護サービスが２

０％となっております。なお、現年度分については、１０億５,９１２

万９,１２５円となりました。２項国庫補助金の１目調整交付金は、第

１号被保険者のうち７５歳以上である者の割合及び所得段階別被保険

者割合の全国平均との格差により生ずる保険料基準額の格差調整のた

めに交付されるもので、交付割合は５.５７％で、３億３,８２９万６，

０００円となっております。４２０、４２１ページをお開きください。
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２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、負担

割合２０％で、３,３１３万９,５７３円となりました。３目地域支援事

業交付金（その他の地域支援事業）は、負担割合３８.５％で、３,９７

１万８,４８２円となりました。４目保険者機能強化推進交付金は、市

が行う高齢者の自立支援や重度化防止といった介護予防の取組に対し

て国が補助するもので、６９５万４,０００円となっております。５目

介護保険保険者努力支援交付金は、地域支援事業を充実して行う高齢者

の介護予防・健康づくりに必要な取組に対して国が補助するもので、１,

３１３万９,０００円となっております。４款支払基金交付金、１項１

目介護給付費交付金は、介護サービス給付費の第２号被保険者の保険料

に当たる部分です。負担割合は２７％で、１６億４,５６６万４,７６５

円となっております。２目地域支援事業費交付金は、負担割合２７％で、

４,９１０万８,０００円となっております。５款県支出金、１項１目介

護給付費県負担金は、介護サービス給付費の県の負担金で、負担割合は

施設介護サービスが１７.５％、在宅介護サービスが１２.５％で、８億

６,２８７万９,１２２円となりました。４２２、４２３ページをお開き

ください。２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

事業）は、負担割合１２．５％で、２,３５２万６,６２５円となりまし

た。また、２目地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）は、負担

割合１９．２５％で、２,２５５万７,７２７円となりました。７款繰入

金、１項１目介護給付費繰入金は、介護サービス給付費の市の負担金で

す。負担割合は、介護サービス給付費の１２.５％で、７億５,５４９万

５,４６４円となりました。２目地域支援事業費繰入金は、地域支援事

業の市負担分です。負担割合は、介護予防事業が１２.５％、包括的支

援事業、任意事業が１９.２５％で、３,９３７万４，０１９円となりま

した。３目その他一般会計繰入金は、国の補助対象とならない事務費と

地域支援事業の交付対象以外の人件費の繰入れとなります。４２４、４

２５ページをお開きください。４目低所得者保険料軽減繰入金は、第１

号被保険者の介護保険料について、給付費の５割の公費負担とは別枠で

公費を投入し、低所得の高齢者の保険料の軽減を強化するものです。具
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体的には、保険料の段階区分のうち、市民税非課税世帯に該当する第１

段階から第３段階までの方の保険料を基準額から軽減しており、その軽

減額に係る繰入金となります。なお、低所得者保険料軽減繰入金は低所

得者保険料軽減負担金として、繰入金の２分の１が国庫、４分の１が県

費で負担されています。２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入

金は、計画に基づき基金を取り崩したものです。８款繰越金は、令和５

年度から令和６年度へ繰り越した前年度繰越金です。４２６、４２７ペ

ージをお開きください。９款諸収入、３項２目雑入の新予防給付居宅介

護支援費は、地域包括支援センターで作成する介護予防サービス支援計

画の介護報酬です。説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願

いいたします。 

 

奥良秀委員長 執行部からの詳細な説明がありましたので、質疑を求めたいと

思いますが、質疑は歳出から始めさせていただきたいと思います。まず、

４２８ページ、４２９ページの総務費ですね。こちらのほうから、質疑

を求めたいと思います。 

 

山田伸幸委員 総務管理費で支給されている給料というのは職員の内訳とあわ

せて何人分ですか。 

 

竹内高齢福祉課課長補佐 １款１項１目のみということでよろしいでしょうか。

（うなずく者あり）まず正規職員が８人、任期付職員が５人、会計年度

任用職員フルタイムが１人、パートタイムが２人ということになります。 

 

山田伸幸委員 その中には資格を持っておられる方はどれぐらいいらっしゃる

んでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 介護保険係の職員になりますの

で、資格を持った職員が合計で７名おります。任期つきも含めてでござ

います。 
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山田伸幸委員 資格でケアマネジャーとか社会福祉士とかですね。そういった

配分というか、どういう資格を持ってる方がいらっしゃるんですか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 介護保険係の職員につきまして

は、主に認定調査員となっておりますので、地域包括支援センターのよ

うに人員の基準があるわけではありませんので、主には介護福祉士だっ

たり看護師だったりという資格を持たれた職員となっております。 

 

山田伸幸委員 今、調査員と言われたんですけど、実際にこの皆さんで何名ぐ

らいの調査を受け持っておられるんでしょうか。 

 

奥良秀委員長 令和６年度、何人ぐらい調査されたかということです。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 市職員の調査数は、令和６年度に２，４

９１件行っております。これは地域包括支援センターも含めた数になっ

ております。（「２，４１９件ですか」と呼ぶ者あり）２，４９１件で

す。 

 

山田伸幸委員 それを７人で回っておられるということなんですか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 先ほど申しました２，４９１件というの

は、地域包括支援センターの職員も含んでおりましたが、地域包括支援

センターの職員は、１００件強ぐらいを担っておりますので、２，３０

０件ぐらいを７人で行っております。 

 

奥良秀委員長 今の質疑の内容の回答です。７名で２，３００件ぐらいを見ら

れているということでよろしいんですかね。ちょっといろいろ混同して

たので、もう一度できれば答弁をお願いしたいんですが。 
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別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 ２，３００件程度行っております。（「７

人で」と呼ぶ者あり） 

 

山田伸幸委員 今見ておられるのが、この訪問調査をされるのは、１年に１回

ですかね。どういう頻度で訪問されておられますか。 

 

末永高齢福祉課介護保険係主任 主に更新の方になるんですけれども、有効期

間が１年から４年ですので、長い方であれば４年に１回の認定調査とい

うことになります。 

 

山田伸幸委員 ４年となると介護度が進行したりということもあろうかと思う

んですけど、その辺を見ながら、例えば行ったときに、訪問調査じゃな

くて、様子を見たときに、これは進行してるとかそういうのが分かって

くるんじゃないですか。どうでしょうか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 任期が４年ある方でも途中で状態が変わ

られるような場合には、区分変更申請をすることができますので、そう

いった申請をしていただくようになります。 

 

奥良秀委員長 １年から４年というのはどういうふうに決められているんでし

ょうか。 

 

末永高齢福祉課介護保険係主任 認定審査会の中で、その方の認定調査、医師

意見書等の情報によって決まってまいります。 

 

奥良秀委員長 ４２９ページ、ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者

あり）なければ、４３０ページ、４３１ページ。 

 

山田伸幸委員 ２項徴収費、１目賦課徴収費、これは１号被保険者に対して保

険料の徴収通知を送るということでよろしいんですか。 
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別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 納入通知書や督促状に係る郵送料等が入

っております。 

 

山田伸幸委員 続いて介護認定審査会は、４０人で８合議体という説明があり

ましたが、これを開催される頻度というのはどうなんでしょうか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 週１回から２回になります。 

 

山田伸幸委員 １回の合議体で審査されるのは何人ぐらいでしょうか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 ３０人程度になります。 

 

山田伸幸委員 以前、大体１人当たり２分から３分だと聞きました。となると、

医師意見書もなかなか皆さんで確認をするとかいうふうにはならないん

じゃないかなと思うんですけど、その点いかがでしょうか。 

 

奥良秀委員長 たしか事前配布はされているという話もあったと思うんですが。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 そうですね。１週間前に資料を送付させ

ていただいておりまして、そして事前に皆さんそれぞれよく確認してい

ただいております。 

 

山田伸幸委員 その中でやはり医師意見書等を見られても、１合議体がやはり

５人ですかね。やっぱり意見がそれぞれあったときに、さっき言ったよ

うに２分から３分ということでは済まない場合も出てくるんじゃないか

なと思うんですけどいかがでしょうか。令和６年でそういうことがあっ

たかということですね。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 そうですね。状態が変わらない方に関し
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て皆さんの意見が一致した場合には早いんですけれども、もちろん意見

が分かれたりとか新規の方とか区分変更の方は、じっくりと審議してい

ただいているところです。 

 

奥良秀委員長 ほかの委員の質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）

よろしいですか。４３１ページ。 

 

山田伸幸委員 以前、主治医意見書がなかなか出てこないということもあった

んですけど、最近どうでしょうか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 なかなか受診に来られない方がいらっし

ゃるとか、お医者さんの御都合で遅延することとかもございますけれど

も、その際は相手方から御連絡を頂いたり、こちらからも確認を取った

りしております。 

 

山田伸幸委員 主治医と言われても、なかなかこの人が主治医というふうには

っきり言えない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そ

ういったことはないんでしょうか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 やはり中には自分が意見書を書くとは思

っていなかったと言われる先生もいらっしゃいますけれども、申請者に

対して、受診の際に先生に主治医意見書をお願いしますと一言お伝えく

ださいとこちらからもお伝えするようにはしております。 

 

奥良秀委員長 その他質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、

４３２ページ、４３３ページに移ります。 

 

山田伸幸委員 施設介護サービス給付費が１７億円ですか。居宅介護で２０億

円と非常に大きい給付費になっているんですけれど、ここのサービスで、

実際に自分が受けたいサービスがきっちりその方に提供されているかど
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うかというのは、どういうふうな判断をされるんでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 居宅介護サービスを使われる方、

施設サービスを使われる方、ともにケアマネジャーのケアプランが存在

いたします。ケアプランをつくる際に、その方のアセスメントとか、ニ

ーズとかを把握をした上で適切なサービスを調整するようにしておりま

すし、定期的にモニタリングとして評価をしながら見直しを行っている

ところでございます。 

 

山田伸幸委員 特に施設介護の場合、なかなか自分の思ったようなところに行

けないということをよく聞くんです。私自身も相談を受けたときにケア

マネジャーの方とも話したことがありますけれど、なかなか対象者の方

が思ったようなサービスが受けられないということがあろうかと思うん

ですけど、その点いかがでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 施設入所に関しましては、やは

り施設の入所費用がどうしてもかかってくるところもありますし、また

御本人が考えていらっしゃるのと、実際に入居された後で思ってたのと

違うということも私どもも聞くことはございますが、その点に関しまし

ても、施設相談員であったり、ケアマネジャーがおりますので、住み替

えなどの御相談にも乗れるかと考えております。 

 

山田伸幸委員 住み替えと今言われたんですけど、なかなかそれが簡単にでき

るような状況じゃないと思うんですね。ほんと施設に入れただけでよか

ったっていうのが実感だと聞いておるんですけど、その辺いかがでしょ

うか。 

 

奥良秀委員長 令和６年度の実績としてそういったことがあったのかというこ

とで、答弁をお願いしたいと思います。 
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荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 全てのケースに対して把握をし

ているわけではないですけれども、やはり介護度が重度になられて、施

設を替わられるという方もいらっしゃいます。それに対してその他もろ

もろ御相談には応じていただいていると認識はしております。 

 

山田伸幸委員 なかなか思ったサービスというかそういう入所ができなくて、

介護サービス住宅、介護付きのサービス住宅ですね、サ高住といったと

ころに入らざるを得ないという方が随分おられるんじゃないかなと思う

んですけど、そういったことはありませんか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 サ高住と言われる施設も、決ま

ったサービスの提供であったり、食事だったり見守りだったりというサ

ービスがありますので、入居の際にサービスの内容というのは説明をし

て契約をして入所されていると理解をしております。 

 

奥良秀委員長 今、制度の運用についての話になっております。今は実績の認

定ですので、その辺をよく考えて質疑と答弁をお願いしたいと思います。 

 

中岡英二委員 施設介護サービス給付の中で、資料の４６ページにある、介護

用療養医療施設サービスというのが、回数も人数も金額もゼロ円になる

んですけど、どういうことなのか教えてください。 

 

奥良秀委員長 どういうことというのはどういう質疑ですか。どういうことっ

ていうのをもうちょっと具体的に。 

 

中岡英二委員 せっかくあるサービスが全然利用されてないという、その理由

を教えてください。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 療養型が医療型に変わって、廃止になっ

たということになります。介護医療院に転換された形になります。 
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吉永美子副委員長 ちょっと確認させてください。要支援１、２の方が該当す

るこの介護予防サービスの関係で、２項１目のところで５項目出てるわ

けですよね。福祉用具のこととか。予算で上げておられたよりも、実績

としては５項目中４項目が低い状態で決算を迎えているわけですが、こ

れは結局こういったものが必要でないということになったんでしょうか。

それか要支援１、２の方が減って実態として数が減ったということか。

どのような状況で予算を計上しておられたときよりも減っている決算に

なっているんでしょうか。４項目について。 

 

末永高齢福祉課介護保険係主任 この中で前年度予算から見て、実績で減って

いるのが、介護予防サービス給付費と介護予防住宅改修助成費です。こ

れについては、予算として見積もったところではあるんですけれども、

実際としては利用される額が少なかったというところになります。 

 

奥良秀委員長 その理由はどうなのかという質疑なんですが。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 大きな現象としてあるのが、やはり介護

予防サービス給付費が少し減少しております。この要因としましては、

事業所の廃止というのが一番大きな要因になりまして、おととし１２月

に廃止になったケアハウスさんようの要支援の方のサービス分が実績は

入っておりましたので、令和６年度実績は少し減少しているというとこ

ろと、それから介護予防通所リハビリテーション、こちらが令和６年３

月末で１事業所廃止したところがありましたので、その減少によるもの

と考えております。 

 

山田伸幸委員 最近よく聞くのが通所介護、いわゆるホームヘルプですね。こ

れをやられる事業所が相次いで撤退するというのがいろいろなところで

聞かれているんですけど、本市ではそういったことは起きておりません

か。 
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末永高齢福祉課介護保険係主任 今の山陽小野田市では、撤退というところは

起きておりません。 

 

山田伸幸委員 それと、訪問入浴をされる事業者は何社でやっておられるんで

すか。 

 

末永高齢福祉課介護保険係主任 山陽小野田市内での訪問入浴の事業所はござ

いません。 

 

山田伸幸委員 では今、上がっている訪問入浴サービスはどこの業者が来てお

られるんでしょうか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 宇部市や下関市の業者になります。 

 

山田伸幸委員 新たにそういったサービスを受けようとすれば、市内の業者は

いないけれど、市外から来ていただけるということでよろしいんでしょ

うか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 おっしゃるとおりでございます。 

 

奥良秀委員長 よろしいですかね。（「なし」と呼ぶ者あり）４３２、４３３

ページまでなければ、次に移りたいと思います。４３４ページ、４３５

ページ。 

 

山田伸幸委員 地域支援事業について伺います。介護予防の生活支援サービス

でチェックリストから外れた人が、これの対象という認識でよろしいで

すか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 総合事業の対象者は、要支援１、２の認
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定を受けた方と基本チェックリストに該当になった方が対象となります。 

 

山田伸幸委員 では要支援１、２の方が、要介護認定を、進んだだろうという

ことで受けたときに、これが進行していてこのサービスから外れるとい

うことはあるんですかね。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 総合事業のサービスは通所介護とそれか

ら訪問介護のサービスになります。同じ介護給付でこの二つの事業を行

っておりますので、基本的には同様のサービスを受けられていると考え

ております。 

 

奥良秀委員長 決算認定を行っておりますのでそのような質疑をお願いしたい

と思います。その他、質疑はありますか。よろしいですかね。今は４３

４ページ、４３５ページを審査しております。（発言する者あり）１目

がつながってるからそこで。 

 

山田伸幸委員 介護予防ケアマネジメント委託料というのが出てきております。

ケアプラン作成の額が少ないようなんですけど、これは、今実際に受け

ておられる件数が少なくて、このような金額なんでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 介護予防ケアマネジメントの全

体の件数は、令和５年度と比較して増加をしております。 

 

山田伸幸委員 何件ぐらいになっておりますか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 この委託料は、全体の件数のう

ち、居宅介護支援事業所に委託をする部分の委託料となっておりまして、

委託の件数は１，２６４件なんですけれども、介護予防ケアマネジメン

ト全体の件数は４，５６４件となっております。 
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山田伸幸委員 ということは、３，３００件は市のほうでやっておられるとい

うことなんですか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 直営の包括とサブセンターで担

当しております。 

 

山田伸幸委員 先ほどのケアプラン作成の続きになるんですけど、これを７人

ぐらいで全部やられるということなんでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 地域包括支援センターの職員で

ケアプランを立てる職員が１６名程度おりますので、職員で担当をして

おります。 

 

奥良秀委員長 戻りまして４３４ページ、４３５ページはよろしいですかね。

（「なし」と呼ぶ者あり）なければ次に進みます。４３６ページ、４３

７ページ。 

 

吉永美子副委員長 先ほどの介護予防ケアマネジメントの下の訪問型サービス

委託料がありますよね。これは予算のときと比べて激減なんですけど、

この理由は何ですか。予算では２０４万５，０００円取っておられたと

思うんですが。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 訪問型サービス委託料は短期集中型の訪

問リハビリサービスとなり、利用される方は入院等されていた方で、自

宅に戻られて短期的に３か月程度集中的にリハビリをして、サービスを

使わない生活に戻ったため、この金額になっております。 

 

奥良秀委員長 見込みよりも対象者が少なかったことですね。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 おっしゃられるとおりです。 
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山田伸幸委員 それと介護支援ボランティアですね。これは社会福祉協議会が

やってもらっているサービスなんですけど、今これに参加されてる介護

支援ボランティアの参加者があまり増えてないと聞いています。いかが

でしょうか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 介護支援ボランティアの登録者について、

介護保険特別会計では、１号被保険者の登録者になり、令和６年度末で

１００人となっております。昨年よりも４名減少している状況です。 

 

山田伸幸委員 今の説明だと、要介護を受けておられる方がやるんですか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 介護認定は関係なく、ボランティアの登

録をされている方が１００名となっております。 

 

山田伸幸委員 以前お聞きしたときに、転換交付金といったものがあったんで

すけど、これの実績はどんなですか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 昨年度、転換交付金として交付した金額

は３万４，０００円となっておりまして、交付者は１１人となります。 

 

吉永美子副委員長 ということは、人数が減っていってることによって、予算

上よりも半分ちょっとかな。２８０万円ぐらいあったのが１５０万円ぐ

らいになってるので、それは登録していただいている方々の人数が減っ

ていってることによる影響ですか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 予算には委託料として社会福祉協議会に

委託する人件費相当も含まれておりますが、予算の中にはこの活動をし

ていただいて交付する見込みの金額も含まれております。実際に予算よ

りも少なかったというのが、やはり活動していただく方が少なくなって



 114 

いて、それに応じて転換交付金で交付した金額が少なかったということ

が要因となります。 

 

山田伸幸委員 介護支援ボランティアをされるというのは非常に大切な取組の

一つであると思われますし、実は以前、私自身も登録をしてそういう活

動のお手伝いをしたかったんですけど、後々なかなかそれを継続すると

いうのが非常に難しいなっていうのを感じて、今は登録から外れている

んですけれど、やはり、手続がすごく複雑になってきてるんじゃないで

すかね。どうですかね。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 登録をやめられた方へのアンケートを確

認すると、やはり一部には、活動する施設との時間調整等に負担を感じ

られている方もいらっしゃいます。ただ、この調整については、なかな

か事務局側のほうで実施することも難しいので、課題とは考えておりま

すが、現状としてはそれぞれの活動者に調整をお願いしているところで

す。 

 

奥良秀委員長 その他、質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なけれ

ば次に進みたいと思います。４３８ページ、４３９ページ。 

 

山田伸幸委員 安心ナースホンが、先ほど３８５台ということでしたが、安否

確認ということではかなり大切な事業となっているので、これがもっと

広まっていいんじゃないかなと。例えば、２人で住んでおられても、片

方の方は昼間デイサービスに行っておられると。１人だけ家に残られる

という例もあるんで、そういった方も含めて、この安心ナースホンが使

えるようにしたほうがいいんじゃないかなと思うんですけどいかがでし

ょうか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 安心相談ナースホンの申請対象者につい

ては、高齢者のお２人暮らしでも対象になりますし、御家族と一緒に暮
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らされていても日中独居になる方も対象になります。 

 

山田伸幸委員 ２人以上で住んでおられる方、あるいは家族が出ておられて、

日中独居というのは数として多いんでしょうか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 細かい分析までは資料を持ち合わせてお

りませんけれども、割合としてはそんなに多くないと把握しています。 

 

吉永美子副委員長 この安心ナースホンについては、いつも取り上げさせてい

ただいてまいりました。予算としては４３０人分取り上げて、令和６年

度もすごくいろいろな努力をしてこられたと思います。とにかく増えて

いっていること自体、私は評価をさせていただいているわけですが、令

和６年度、より多くの方の命を守り、また安心につなげていくっていう

この事業をどのようにアピールしてこられたんでしょうか。令和６年度

の努力についてお聞きします。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 ナースホンの周知につきましては、これ

までも市の広報紙やホームページ、それからＦＭスマイルウェ～ブのラ

ジオであったり、各種施設等へのチラシの配布を行っております。それ

から民生委員に実施していただいております実態調査でも周知をしてい

ただいておりますし、昨年度、新たに始めたものとしては、１１月のＳ

ＯＳの健康フェスタや、３月にサンパークで実施された献血イベントで、

ナースホンの展示をして周知を図ったところです。 

 

吉永美子副委員長 そうすると、いきいき体操といった場に行かれて、「こう

いうものありますよ」というようなアピールはしておられるんですよね。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 １００歳体操の会場全てに職員が行って

いるわけではありませんので、全てで実施できておりません。御指摘い

ただいた内容については、今後検討していきたいと考えております。 
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吉永美子副委員長 私としては、要は進めたけど今はいいよというのは、それ

はそれでいいと思っているんですよ。でも、存在自体を知らない高齢者

がおられないようにしていただきたいと思うので、あらゆる手を使って

アピールしていただきたいということを念願しておりますがいかがでし

ょうか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 これまでも御意見を頂いておりまして、

私たちも今登録されている方で全て十分だという認識は当然持っており

ません。今後も引き続き、周知には力を入れていきたいと思います。 

 

山田伸幸委員 包括的支援事業費の中の委員報酬は介護給付の適正化委員会だ

と思うんですけど、その活動内容についてお答えください。 

 

岡手高齢福祉課地域包括支援センター所長補佐 こちらは地域包括支援センタ

ー運営協議会の委員報酬となっておりまして、年に２回開催しておりま

す。 

 

奥良秀委員長 その活動内容という質疑なんですが、どういったことをされて

おられますか。 

 

岡手高齢福祉課地域包括支援センター所長補佐 地域包括支援センターで行っ

ている事業の報告をさせていただいておりまして、その中で委員から意

見を頂きながらそこで地域課題等の協議を行いながら次の年度に何を行

っていくかという、実績報告と計画の説明をさせていただいております。 

 

奥良秀委員長 今ちょっと飛びました。４３８ページ、４３９ページはよろし

いですかね。 

 

吉永美子副委員長 まず、この扶助費の中の１点目、紙おむつ購入助成費につ
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いては、当初計上した予算よりもかなり減っているんですけど、その理

由について、大事な助成費だと思いますのでお聞きしたいと存じます。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 紙おむつ助成費については、利用実績自

体は昨年よりも伸びております。予算は前年と同額で予算要求をしてお

りましたので、予算要求の金額自体は今後適切に利用者を見込んで金額

は算定していきたいと思います。 

 

吉永美子副委員長 それともう一つの扶助費の成年後見人の報酬助成費ですね。

これについても、少ないのがいいのかどうか私もちょっと分からない部

分はあるんですけども、予算よりも半分以下に実態としてなっておりま

すが、これをどのように評価していいんでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 報酬助成の件数自体は令和５年

度よりも増加をしておるところです。予算の考え方につきましては、副

委員長が言われるように予測が難しいというところがございます。成年

後見の申立ても、後見人の報酬が払えない方に対する助成となっており、

この助成の対象が市長申立ての件数に限らないということになります。

私たちの把握をしていない申立てによる報酬助成が発生するという可能

性を考えて、少し多めに予算を確保させていただいているところで、実

績としてはこのようになっております。 

 

山田伸幸委員 その上のメール配信システム負担金というのがありますが、こ

れは自由歩行者が出たときに、その方が出たら見つけたら連絡してとい

うように、登録された方にメールを送る、そういう内容でよろしいんで

しょうか。 

 

岡手高齢福祉課地域包括支援センター所長補佐 おっしゃるとおりで、見守り

ネットさんようおのだといってメール配信で登録者の情報を送るものに

なります。 
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山田伸幸委員 実際にどういうふうにやるのかという運用の実地訓練みたいな

ことはされていますか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 見守り声かけ訓練と言って、行

方不明になられた認知症等の高齢者の方に声をかけて早期の発見につな

げるという、模擬訓練を令和６年度４か所で行っております。 

 

山田伸幸委員 このメール配信の中で、文字情報だけなんですよね。その方の

写真だとか、そういったものを出さないとなかなか発見しにくい、そう

いったことまでのサービスはしてないと思うんですがいかがでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 事前登録いただく際に写真の登

録も受け付けております。これはあくまでも登録される方が何を登録さ

れるかというところになりますので、写真の登録がある方で公開に同意

を頂ける場合は、メール配信の際に写真も添付をしております。令和６

年度は市内のメール配信という実績がなくて全て市外でございましたの

で、写真の添付はありませんでした。 

 

吉永美子副委員長 先ほどの国保じゃないですけども、ここにおいても、地域

包括支援センターの運営協議会委員というのがおられますね。年２回協

議会を開いていると思うんですが、ここについても、要は全員ではない

ということになるんですよ。１２人が出ておられませんよね。このこと

については、こちら側としてどのように評価すればいいんでしょうか。 

 

岡手高齢福祉課地域包括支援センター所長補佐 おっしゃられるとおりで、令

和６年度は２回開催し、１回目は１２人中１０人の出席、２回目は１２

人中１１人が出席という結果になっております。こちらに関しても協議

会の日程は、３か月前ぐらいから会長、副会長、状況を聞きながらお知

らせをしております。一度は出席という連絡を頂いていても、直前にな
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って体調不良により欠席ということも今回ありました。急な予定で出席

できないという委員もおられました。包括支援センターとしてもこちら

の会議は大変重要な会議という認識でおりますので、今後も出席を促し

ていきたいと思っております。 

 

奥良秀委員長 ４３８ページ、４３９ページ終わってもよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）では続きまして４４０、４４１ページです。 

 

山田伸幸委員 一番下のところに先ほど実施主体が医師会と社会福祉協議会と

あった在宅医療介護連携相談窓口業務委託料は１３万２，０００円です

が、生活支援体制整備事業委託料は７７２万１，３６０円とかなり差が

あります。この活動の中身はどういうふうに違うんでしょうか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 まず、在宅医療介護連携相談窓口業務に

つきましては、例えばケアマネジャー等でこんな案件で医療的な相談を

受けたい方が、委託している山陽小野田市医師会に対して相談をすると

いうものになります。それに対して、生活支援体制整備事業はいわゆる、

協議体であったりと、地域の支え合いづくりのための業務として、社会

福祉協議会に委託をしているものになりまして、こちらは人件費が含ま

れておりますので金額が大きくなっております。 

 

山田伸幸委員 その下の認知症カフェ事業委託料があります。今実際にやられ

てるのは４か所ぐらいだと思うんですけど間違いないですか。 

 

岡手高齢福祉課地域包括支援センター所長補佐 ４か所に委託しております。 

 

山田伸幸委員 事業の内容からすると、もっといろいろなところで出かけてい

く、そしてまたみんなで支え合っていくということからすると、もっと

広がってもいいんじゃないかなと思うんですけど、市としてはどのよう

に考え、どのように努力されておられますか。 
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岡手高齢福祉課地域包括支援センター所長補佐 市としましては中学校区に１

か所の設置を目指しております。現在、委託しております４か所のうち

３か所は、認知症サポーターステップアップ講座の受講修了者が主に行

っていただいておりますので、引き続きそういった講座の中で、カフェ

の設置について声かけを行い、増やす方向でいきたいと思っております。 

 

中岡英二委員 委託料の在宅医療介護連携相談窓口業務委託料１３万２，００

０円とありますが、どこに何か所ぐらいあるんですか。 

 

岡手高齢福祉課地域包括支援センター所長補佐 在宅医療相談窓口は、山陽小

野田医師会に委託しており、１か所になります。 

 

中岡英二委員 １か所ということなんですが、相談窓口を増やしていくという

お考えがあるかどうかお聞きします。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 在宅医療に関する相談窓口はや

はり医療に関する内容の相談が多くございます。やはり専門的な知識を

持ち合わせているというところで医師会に委託をしておりますので、増

やす考えは現在のところは持っておりません。 

 

奥良秀委員長 増やさなくても大丈夫という考えなんですよね。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 はい、おっしゃるとおりでござ

います。 

 

奥良秀委員長 その他、４４１ページまでです。前に進みますね。４４２ペー

ジ、４４３ページ。 

 

山田伸幸委員 １８節の中の備考にあります地域包括支援サブセンター負担金



 121 

が１，８４０万円で、住民に身近なサービスが提供されるということで

した。４か所しかないということを聞いて、住民に身近なセンターとな

るともっと多くてもいいと思うんですけど、これはどういうふうな運営

がされているんでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 地域包括支援サブセンターは、

本来は５か所ほど設置されておりましたが、令和６年度に１か所、これ

日赤のサブセンターが廃止になりまして４か所になっております。もと

もと地域包括支援センターができる前の在宅介護支援センターが５か所

ありまして、そこがもともと地域の高齢者の皆さんの相談支援を行って

いました。そういう経験とスキルがある職員がいらっしゃる５か所にお

願いをしていたところで、令和６年度は４か所というところで、本庁と

一緒に支援をしているところです。 

 

山田伸幸委員 その割には１，８４０万円というかなり大きな金額が計上され

ているんですけど、これは人件費といった類いの金額になるんでしょう

か。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 これは負担金という形でお支払

いをしているもので、１か所、１月当たり４６０万円掛ける１２か月（後

刻「４６０万円掛ける４か所」に訂正）というところでございます。 

 

中岡英二委員 今の関連なんですが、相談件数、２，６１７件と資料中にあり

ますが増えてるんですか。減らしたということは、相談件数は減ってい

るということですか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 令和５年度に比較しますと令和

６年度の実績は若干、減少はしております。 

 

奥良秀委員長 すみません、挙手でお願いします。 
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中岡英二委員 出るということで５か所あったのを４か所にしたということで

すか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 このサブセンターの廃止はサブ

センター側の法人の御都合によるものでして、相談件数が減ったからと

いう理由ではございません。 

 

中岡英二委員 減ったからと言って、市民は不便さを感じないと。減ってもい

いということですね。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 １か所廃止になった地区に関し

ましては、本庁の地域包括支援センターがフォローをして対応しており

ますので、限られた人数ではございますが、支援をしているところでご

ざいます。付け加えて、相談件数全体としては若干減ってはいるんです

けれども、訪問件数だったり、来庁者の件数で言えば、どちらかという

と増加傾向にはあるというところでございます。 

 

奥良秀委員長 言える範囲でよろしいんですが、１件減った理由は何かあるん

でしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 実は、日赤のサブセンターが廃

止になったんですけれども、これはもう何年も前から休止という状態が

続いておりました。いろいろ要因はあるんでしょうけれども、お聞きし

たうちの一つとしてはやはり人員不足ということをお聞きしております。 

 

山田伸幸委員 基金積立金についてお聞きします。現在の残高が約６億円あっ

て、今度新たに恐らく昨年の決算に基づいた積み上げが１億５，０００

万円程度あったということなんですけれど、これを考えるとちょっと保

険料が高過ぎて、積み上げが多くなってるんじゃないかなという見方も
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できると思うんですがいかがでしょうか。 

 

竹内高齢福祉課課長補佐 基金の適正額についての考え方なんですが、まず約

６０億円の介護給付費が５％増加しても耐え得る状態とするために、３

年間で２億円程度必要と考えております。一方で、介護保険制度、第９

期の計画期間において、単年度で１億８，０００万円ほど基金を取り崩

すようにしております。なので３年間で５億４，０００万円です。２億

円と５億４，０００万円単純に合わせると７億４，０００万円というと

ころになりまして、今の基金残高でも十分にこれが確保できておるとい

うふうには考えてはおりません。 

 

奥良秀委員長 よろしいでしょうか。その他、質疑はありますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）なければ歳入に入ります。４１８ページ、４１９ページ。 

 

山田伸幸委員 介護保険料の収入についてですけれど、以前、最初スタートし

たときは５段階で今１３段階ですかね。この１３段階にすることによっ

て、徴収額全体でいうと、多くなっているんでしょうか。それとも必要

額がこれで調整されて、ちょうどいい徴収だと考えておられるんでしょ

うか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 先ほどの基金でも説明をさせていただき

ましたが、介護保険は３か年の計画で全体の予算を考えております。現

在は令和６年度からの３か年の計画で保険料を算定したところでして、

まずは、介護給付のサービスが実施できなくなるような状況は避けない

といけないというところで、保険料設定しておりますので、現時点では

問題はないと考えております。介護保険料は１３段階になっておりまし

て、全体としては国の基準に基づいて設定はしているところで、低所得

者の方については、保険料負担は若干減少し、高所得者の方にその分を

負担をしていただくという形で設定をしているところです。 
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奥良秀委員長 歳入の４１８ページ、４１９ページ。なければ次行きますね。

４２０ページ、４２１ページ。 

 

山田伸幸委員 国庫補助金の中に介護給付費調整交付金が３億２，８００万円、

地域支援事業費調整交付金が、９９９万円あるんですけど、これは、ど

ういった目的のための交付金なんでしょうか。 

 

奥良秀委員長 ４１９ページに戻るんですね。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 介護給付費調整交付金と地域支援事業費

調整交付金については、基本的に介護給付の国庫負担であれば２５％と

言われているところですけれども、その自治体の後期高齢者の割合であ

ったりとか、６５歳以上の方の保険料の収入額は、自治体によって差が

出てきます。そういった差が全国的に大きくならないように、２５％の

うち５％部分をこの調整交付金として調整することになっております。

本市では、令和６年度では通常５％ではありますけれども、少し多くな

りまして５.５７％が交付割合となっております。 

 

山田伸幸委員 若干増えている理由というのは、高齢化率が高いからというこ

となんでしょうか。 

 

藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 要因として細かい部分は分析はできませ

んけれども、後期高齢者の割合が全国よりも比較的多い点が要因として

考えております。 

 

奥良秀委員長 よろしいですね。４２０ページ、４２１ページに移ります。 

 

山田伸幸委員 ４２０ページ、４目の保険者機能強化推進交付金で、自立支援

の取組に対する交付金だという説明が先ほどされたんですけれど、本市

はどういった自立支援事業が評価されてこういった交付につながったと
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考えておられるでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 この評価の対象となる事業が、

今、市で行っている地域支援事業の中の介護予防の事業だったり、認知

症や在宅医療などの事業が対象になっているものです。 

 

奥良秀委員長 よろしいですかね。では次に行きますよ。４２２ページ、４２

３ページです。（「なし」と呼ぶ者あり）次に行きます。４２４ページ、

４２５ページ並びに４２６ページ、４２７ページまでで質疑はあります

か。 

 

山田伸幸委員 ４２４ページの一番上に低所得者保険料軽減繰入金とあります。

これは介護保険料にそれぞれ段階がありますけど、それの段階によって

何段階ぐらいのところが対象になるんでしょうか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 第１から第３段階までが対象になります。 

 

山田伸幸委員 それは基準となる保険料のところ以下ということでよろしいで

すか。 

 

別府高齢福祉課主査兼介護保険係長 はい、おっしゃるとおりです。 

 

奥良秀委員長 よろしいでしょうか。その他、４２７ページまでですね。なけ

れば、付け加えて４４４ページの調書もあります。その中から質疑はあ

りますか。 

 

山田伸幸委員 雑入の中に、家族介護支援事業参加者負担金があるんですけど、

これ家族会合の方がそういう事業に参加したときに、参加費を徴収して

いったんですかね。これは無料で参加させるということじゃなかったで

すかね。 
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藤永高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 家族介護支援事業は、市内の在宅高齢者

を介護している家族に対して、介護の精神的、身体的な負担の軽減を図

ることを目的に高齢者の介護されている方同士の交流の場や、介護技術

の習得の場として、年２回実施をしております。その中で食事等の提供

もしておりますので、その一部負担金として１人当たり６１０円ほど徴

収させていただいております。 

 

山田伸幸委員 その上の雑入金というのは何ですか。 

 

竹内高齢福祉課課長補佐 令和６年度に行ったソーシャルワーク実習に係る委

託料で、山口県立大学と東亜大学からそれぞれ委託料を得ております。

大学生が実習に来る際に、大学がその部分を負担しておるものがありま

して、その負担部分を歳入しておるということになります。 

 

奥良秀委員長 参加料というか、勉強料ですね。その他、何かありますか。い

いですかね。質疑はありますか。 

 

荒川高齢福祉課技監兼包括支援センター所長 一つ訂正をさせてください。先

ほど歳出のところでサブセンターの負担金のところで、１か所当たり４

６０万円掛ける１２か月と言ってしまいましたが、正しくは、４６０万

円掛ける４か所の間違いでございました。大変申し訳ありませんでした。 

 

奥良秀委員長 もう一度確認しますが、質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ

者あり）質疑なしということで質疑を終了いたします。討論はあります

か。 

 

山田伸幸委員 この介護保険制度というのは、スタートしたときからもう既に

２５年をたちました四半世紀です。その間にいろいろなことがあるんで

すけど、事業を重ねるにつけて、なかなか使いにくいそういうサービス
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になってきたんではないかと思っております。その分、市の負担はかな

り大きくなっている。そして、利用者というか高齢者の負担も、スター

トしたときには、２，７００円から２，９００円程度だったものが、今

６，０００円近くまでなっています。そういった高齢者の負担も大きい

ということで、この決算認定については反対とさせていただきます。 

 

奥良秀委員長 反対ということで、そのほかに討論はありますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）討論なしということで討論を終結いたします。それでは

採決に入りたいと思います。議案第５９号令和６年度山陽小野田市介護

保険特別会計歳入歳出決算認定につきまして、賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

奥良秀委員長 賛成多数で、認定すべきものと決しました。それではただいま

から休憩に入りまして１７時１５分から委員会を再開いたします。それ

では休憩に入ります。 

 

午後５時７分 休憩 

 

午後５時１５分 再開 

 

奥良秀委員長 それでは、休憩を解きまして委員会を再開いたします。審査内

容６、議案第７５号山陽小野田市児童館条例を廃止する条例の制定につ

いて執行部より説明を求めたいと思います。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 議案第７５号山陽小野田市児童館条例を廃

止する条例の制定について、子育て支援課より御説明いたします。お配

りしております資料に基づいて、説明させていただきます。まず初めに、

資料の裏面の「※参考（用語説明）」を御覧ください。「児童クラブ」
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「児童館クラブ」と似たような言葉が多く出てまいりますので、簡単に

用語説明を記載しております。「児童クラブ」は「放課後児童クラブ」

や「学童保育」などの名称で呼ばれることもありますが、同じ事業のこ

とを指し、「児童クラブ」は利用に当たり、保護者の就労要件などが必

要で、利用料がかかる事業になります。「児童館クラブ」は、児童館で

実施している様々なクラブ活動のことを指し、誰でも、基本無料で参加

が可能な事業になります。これからの審査の際に、参考にしていただき

たいと思います。それでは、資料を御覧ください。１の廃止理由につい

てですが、働き方の多様化等、子育て世代を取り巻く社会情勢の変化に

伴う、現在の児童クラブのニーズの高まりに対応するため、現在、児童

館内で実施している児童館事業及び機能については、他の施設に移行す

ることで実施が可能であることから、令和７年度末である令和８年３月

３１日をもって、児童館を廃止するため、条例を提出するものです。次

に、２の今後の方向性についてですが、児童館機能の移行について、資

料中ほどの表に示しております。この表は、令和４年１２月議会に用い

た資料とほぼ同じものになりますが、児童館が持つ四つの機能のうち、

②子どもの遊びの拠点と居場所、③子育て家庭への支援、④課題の発生

予防・早期発見については、小野田児童館廃止時の機能移行内容で特に

問題もないため、このたび、廃止予定としております六つの児童館にお

いても同様の機能移行としております。なお、①児童館クラブ・地域子

どもクラブについては、今後、市全体でどのように変更していくかを御

説明いたします。資料の裏面の【参考】「今後の児童クラブ・児童館ク

ラブ活動（集団的指導及び個別的指導）のすがた」の図を御覧ください。

図の左側の「令和７年度まで」の部分が、現在の状況になります。「児

童クラブ事業」については、ピンク色で示し、「児童館クラブ及び児童

館クラブと類似する事業」については水色で示しております。まず、上

段の「小野田地区」には六つの児童館があり、その中で、児童クラブ事

業と児童館クラブ事業の二つの事業を実施しております。小野田小学校

区については、すでに小野田児童館を廃止しておりますので、児童館ク

ラブに代わるものとして、左側の図、真ん中部分になりますが、「地域
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子どもクラブ」を、主に小野田地域交流センターの場をお借りして実施

しております。次に、左側の図の下段の「山陽地区」には児童館があり

ませんので、小野田地区で言う児童館クラブと類似する事業として、社

会教育課が所管する「放課後子ども教室」を実施しています。水色で示

している「児童館クラブ及び児童館クラブと類似する事業」については、

現在、このように小野田地区と山陽地区で違う形態で事業を実施してお

りますが、児童館条例廃止の機会に、市内全域で同じ事業を提供してい

く予定としております。それを示しているのが、図の右側の「令和８年

度から」の部分になります。資料の表面にお戻りください。資料の下段

「（１）①児童館クラブ活動・地域子どもクラブの移行について」にも

記載しておりますが、市内全域で同じ事業を展開していくことについて、

福祉部と教育委員会で「こどもファースト」に主眼を置き、検討を重ね

た結果、現在、社会教育課が所管し、実施している「放課後子ども教室」

事業を「地域子どもクラブ」事業が発展した型の新規事業として、全市

的に実施する予定で準備を進めているところです。以上が、①児童館ク

ラブ活動・地域子どもクラブの今後に関する説明となります。続いて、

資料裏面の図にお戻りください。参考までに、この体制を取ることで、

児童クラブがどのように変化していくかについて御説明いたします。児

童クラブについては、ピンク色で示しておりますが、児童クラブに関し

ては、児童館条例を廃止した後も、小野田地区・山陽地区ともに、それ

ぞれ現在と同じ場所で継続して実施してまいります。小野田地区につい

ては、現在の児童館の建物の中で実施している児童館クラブを他の施設

へ移行することで、児童クラブが使用できる面積が増え、広くなる校区

も見込めることから、児童クラブの受入れ学年の拡充ができるのではな

いかと考えております。以上が、今後の児童館クラブと児童クラブの姿

の説明となります。最後に、この条例の施行日ですが、令和８年４月１

日としております。説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願

いいたします。 

 

奥良秀委員長 執行部からの説明が終わりましたので、質疑を求めたいと思い
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ます。 

 

山田伸幸委員 小野田児童館の廃止のときに一番危惧した問題が出てまいりま

した。今回の９月議会に当たってこの条例が出るということが分かった

ときから、地域のこういった施設を利用しておられる方、あるいは、児

童館クラブ等で指導などを行っている方も含めていろいろな御意見をお

伺いしました。まず、言われたのが、そんな話は何も聞いていないとい

う声でした。やはり、そういった市民不在のやり方については、私は時

期早尚である、市民の理解を得られていないそういった事業は急いでや

るべきものではないと考えております。いかがでしょうか。 

 

尾山福祉部長 この件に関しましては、関係者に向けての説明会というのは実

施しております。令和４年度の児童館廃止の際は、場所や手法を変える

ことにより事業の継続見込みが立ったことから、校区内などでの事前説

明は行わず、議決後に、関係団体などを含め、説明を行ったところでご

ざいます。このたびも事業の継続見込みが立っていることは、小野田児

童館廃止時と同じ状況ではございましたが、このたびに関しましては、

先ほど委員が言われましたように、地域のほうから、児童館の廃止とと

もに、建物がなくなるのではないかだとか、児童クラブもなくなるので

はないかという不安の声を耳にしたこともあり、議案提出前ではござい

ましたが、まずは、案段階であるものの現在の方向性を示すことで、利

用者の方の不安を払拭することと同時に、利用者や地域の皆様方がどの

ような御意見をお持ちかを聞かせていただくことを目的に、利用者向け

の説明会及び地域関係者向けの説明会を実施しております。 

 

山田伸幸委員 それは、児童館のある全ての校区でされたんでしょうか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 説明会に関しては、まず児童クラブ、児童

館クラブを利用されている児童の保護者を対象として２回行っておりま

す。それに加えて、地域交流センター長、各小中学校の校長先生とＰＴ
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Ａの会長、地域活動の代表者の方にお集まりいただき、各校区の地域交

流センター７か所を回りまして説明会を実施しております。 

 

山田伸幸委員 私が調べた段階では、そういう話をしようとしたけれど、開催

できなかったというのが１か所あるんじゃないですか。違いますか。地

域交流センターではされたかもしれないけれど児童館の関係者、保護者

に向けたものはできなかったと聞いていますがいかがですか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 このたびの説明会の大きな主旨といたしま

しては、先ほど部長がお話ししましたとおり、児童クラブがなくなるの

ではないかという不安の払拭が一番の目的になっております。説明会に

関しましては、児童館が今６児童館ございますが、既に廃止しておりま

す小野田児童館の小野田小学校区も含めた７か所で説明会を行っており

ます。 

 

山田伸幸委員 これは、関係者というふうに絞られてますよね。今、地域交流

センターと言われたんですけど、私も地域交流センターで活動しており

ますし、実際に児童館でも活動したことありますけれど、何の案内もあ

りません。地域交流センターでそういったことをやるよとか、やりまし

たとかそういう話もまだ聞いてないんです。こちら側から聞いたら、少

数ですが参加して話をお聞きしましたという程度で、やはり地域の皆さ

んに周知をしたとは到底思えないと思うんですがいかがでしょうか。 

 

尾山福祉部長 まず、このたび一番お伝えしたかったのが現在、児童クラブや

児童館クラブを利用されてる方に対してでございます。この方々に対し

ましては、全ての方に案内をお出しして参加を促しております。次に、

地域の関係者にというお話もございましたが、先ほども申しましたよう

に、このたび議案提出前ということで、どの程度の内容でお話ができる

かというところに、私どもも非常に苦慮いたしました。そこで、まずは

一番関係の深い校長先生やＰＴＡの会長等に御案内差し上げて、現在の
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方向性だけをお伝えさせていただいたところです。議決を頂きました後

には、またきちんと地域に向けて説明を行う予定としております。 

 

山田伸幸委員 議決後では、住民の意見を反映させることはできないじゃない

ですか。地域の方が、児童館の廃止については駄目だというふうに言わ

れても、後の祭りじゃないですか。実際に自治基本条例では、重要な施

策の変更については、利用者への説明責任と理解と納得が必要だ。この

利用者というのは、やはりいろいろな方を、私自身も行っておりますの

で私もその対象になるかと思いますけれど、そういう話はありませんで

した。要するに、私を呼ぶと面倒くさいことになるから呼ばなかったの

かなというふうに思わざるを得ません。今の話からすると、関係者が呼

ばれたというが、私は呼ばれておりませんので。ですから、自治基本条

例の精神とも反しているんじゃないですか。 

 

奥良秀委員長 山田委員がおったらどうとかという話はまた別の話だと思いま

すので、客観的な質疑をお願いしたいと思います。今の山田委員の質疑

に対して答弁はありますか。 

 

尾山福祉部長 今申されました自治基本条例は私どもも意識をして、このたび

説明会を行っております。意見は決定後では遅いのではないかという御

意見でございましたが、このたび回る中でも様々な御意見は頂いており

ますので、頂いた意見ももちろん参考にさせていただきながら、今後の

方向性を柔軟に考えていける部分は考えていこうと思っております。 

 

山田伸幸委員 一番大事なのは、この条例を廃止するかどうかということなん

です。ここの部分がもう決まってしまった後は、いろいろ後づけででき

るんですよ。だけど、廃止してしまった後ではそれを戻すことができな

い。それをどうするかということなんですよ。実際に、この児童館をつ

くっていくときに、私も運動していったという経験も持っておりますの

で、やはり地域の願い、そういったものが、子供たちの城としてやっと
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できたんだという思いで喜んだという経験を持っておりますし、それを

また、他市からも視察に来られて、各校区にあるこの立派な児童館に対

して、ほかの町からは羨望のまなざしで見られている。ぜひ、こういっ

たものをつくってほしいという思いを持たれて、それぞれ帰られて運動

しておられるという姿を伺っております。私自身もその運動に関わった

人間として、なぜああいう所信でつくり上げてきたこの大事な地域の宝、

山陽小野田市の宝と私は考えておりますが、その児童館をなくさなくち

ゃいけないのか。よそに向かって誇れるもの、他にないものを山陽小野

田市は持ってるのに何でなくすのか。ということでは、この問題がそう

簡単に短時間で出て、いきなり「決めてください。説明会はありました

よ」っていうけど、それは本当にごく少数の人たちだけ、対象にされた

話合いでしかない。やはり、地域の皆さん、児童館周辺のおられる方、

子供を連れてきておられる方、そして、高校生まで含めて、やはり対象

者ですので、そういった皆さんの周知などを得られていない、そういう

状況でこれを廃止まで持っていくのは余りにも乱暴なやり方だと思うん

ですがいかがですか。 

 

尾山福祉部長 まず、短時間と言われましたが、令和４年１２月議会で小野田

児童館の廃止条例を提出した際に、そのときにも小野田児童館以外の６

児童館についても、令和７年度末までの指定管理期間満了をもって、廃

止する方針であることは明言しております。そこから今まで廃止ありき

ではなく、どういうふうなことが本当によいのだろうかを随分協議をし

てまいりました。よって、まず短期間で決めたものではないということ

が１点でございます。次に、確かに旧小野田市に児童館があるというこ

とは、本市の子育て施策の強みであったであろうとすごく感じておりま

すが、児童館を設置した当初は、下校時に保護者がいない児童の健全育

成を掲げ、実施してきたと理解しております。先ほど、冒頭石田次長の

議案説明にもありましたが、現在はこの役割については、児童クラブが

担ってきており、また、社会情勢の変化に伴い、児童クラブのニーズと

いうのが非常に高まってきておりますので、まずはこのニーズをどうに
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かしていきたい。それとあわせて、では、児童館の機能をどうしていく

のかと考えたときに、児童館クラブに関しては、先ほど説明させていた

だいた方針で、そしてそのほかの機能についても、小野田児童館廃止の

例の状況を見た上で、これであれば機能移転ができるという判断をもっ

て、このたび廃止条例を提出させていただいたところでございます。 

 

山田伸幸委員 例えば、赤崎校区の例を挙げますと、赤崎児童館と、そして、

赤崎地域交流センターは大変離れておりまして、これは逆方向の場合だ

ったら、逆に、そういったところで児童館の機能を果たすようなことを

されても、今までだったら参加できていたのに、参加できなくなるとい

うことも当然出てくるわけです。それは、須恵であっても、同じなんで

す。須恵児童館だから参加できたけれど、地域交流センターになると遠

くなるという子供もたくさんおられます。そういった面でいうと、地域

交流センターでやるからいいじゃないか。それはできるかもしれません。

しかし、肝腎要の子供ファーストと先ほど言われたんですけど、子供が

置き去りになってしまう可能性も非常にある。そういったことは検討さ

れてなかったということですか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 このたび説明会を開催しましたというお話

をさせていただきました。その中で、いろいろな御意見を頂いておりま

す。その中に、今山田委員が言われましたような安全面、移動の距離で

ありますとか、子供だけでの移動が危険ではないかとかというようなお

話も頂いております。現在、児童館クラブの実施場所として、地域交流

センターも一つの場所として考えております。教育委員会のほうが今実

施している放課後子供教室を全市的に行う方向で考えておりますが、実

施場所としては、地域交流センターや学校の空き教室等も検討して、今

後決定してまいりたいと思っております。 

 

山田伸幸委員 これは、須恵の場合なんですけど、須恵では児童館の事業とし

て、子供防犯教室だとか、お話の会のボランティア、それとか、あと事
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業としてフラワーアレンジメントをやってるとか、将棋クラブ、生け花

クラブ、クッキングクラブ、折り紙クラブ、化学遊び、ぴよぴよクラブ

など、たくさんの事業が児童館の事業としてやられていて、これが全て

地域交流センターでやるとなると、今度は地域交流センターの事業にも

影響が出てきてしまう。ですから、子供たちはその場で学ぶこともでき

るし、それをやりたい子供たちは学校からそのまま行けるという大変す

ぐれた面があったわけですが、そういったことがなくなってしまいます

よね。地域交流センター等に移動してしまえば。そういった面で、なぜ

今できているのに、それをわざわざ離れたところでやるようなことを考

えていくのか。今、空き教室もと言われてるんですけれど、空き教室が

あるならそこを使って、例えば、今須恵なんかは３年生までですけど、

４年、５年、６年の受入れもできるんじゃないか。そういったことは一

切抜きで、とにかく、廃止の方向だけが追求されてきているんじゃない

かなと思うんです。いかがですか。 

 

尾山福祉部長 まず、空き教室があればそこを児童クラブにというお話ござい

ましたが、このことは今までも教育委員会等々、協議はしているところ

でございます。そして、このたび、先ほどこのポンチ絵でいう左側の水

色の部分、ここの場所についてが今、論点になっていると思います。こ

こも空き教室と明言できないのは、今まだ調整をしておりまして、地域

交流センターや空き教室など学校によっても事情が違うと思いますし、

地域によっても、例えば地域交流センターが近い場所、遠い場所等があ

ると思いますので、まだ確定できない形で検討中と記載をさせていただ

いております。 

 

奥良秀委員長 ほかの委員からも質疑を求めたいと思うんですが、質疑はない

ですか。 

 

中岡英二委員 本山児童館のことについてお聞きします。本山の学校内に本山

児童館がありまして、児童館の中で児童クラブという形で一階を利用さ
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れており、二階のほうで、子供たちは無料で遊んでいるという認識があ

るんです。今までの児童館としてやられていたそうした機能は、児童ク

ラブ自体は残るんでしょうけど、そのままいろいろな形でいろいろなと

ころが受け持ってやるという児童館クラブとしての機能が、そのまま残

っていくという認識でいいんでしょうか。 

 

奥良秀委員長 だから、児童クラブはそのまま残って児童館クラブがほかの場

所でやるという質疑なんですが、回答をお願いします。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 お配りしております資料の表面の真ん中辺

りの表を御覧いただけたらと思います。まず、児童館の事業として、①、

②、③、④これが児童館の機能、事業になっております。②、③、④に

つきましては、小野田児童館廃止時の機能移行の内容で特に苦情等もご

ざいませんので、②、③、④については、右端にありますように以後、

移行後の実施場所、事業の実施場所として今記載しておるような内容を

考えております。①の児童館クラブ、地域子供クラブにつきましては、

今教育委員会のほうと協議を重ねて検討中ではございますが、今後の実

施場所として、各地域交流センターでありますとか、学校の余裕教室で

あるとか、そういった場所を今検討しているということになります。 

 

古豊和惠委員 今まで児童クラブで、６年生まで預かってほしい家庭は多かっ

たと思うんです。それが今回、児童館クラブが放課後子供教室に移行す

ることによって、児童クラブとして全部が使えるようになると。そうす

ると今まで３年生までだったのが、６年生まで通える可能性が増えてく

るわけです。そうすると助かる家庭が非常に増えるのではないかなと思

っておりますので、私は賛成しました。いいことだと思っております。 

 

奥良秀委員長 すみません。山田委員もちょっと待ってください。今、賛成を

表明する場所じゃないので、質疑をお願いします。 
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古豊和惠委員 児童館クラブは、これから放課後子供教室になってしかるべき

だろうと思っております。 

 

山田伸幸委員 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○例えば、須恵な

んかでは、３学年まででも児童館全部使わないとやっていけないんです

よ。今まで空き教室を利用して、４、５、６年にもやってくれって言っ

てもやってくれなかったんですよ。いっぱいなんですよ１、２、３年だ

けで。だから、そういったとこでは今の話は全く通用しません。○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ですから、私自身も

それは知っておりますし、児童館で、本当にぎゅうぎゅう詰めなんです

よ。ですから、須恵の児童館クラブは曜日を選んで日にちを選んで実施

しているというのが今の実態なんです。○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

 

奥良秀委員長 山田委員、決めつけた発言はやめていただくようお願いします。

ちょっとマイクを落としてもらっていいですか。高圧的な言葉遣いであ

ったりとか、そういったことは今委員会やっておりますので、やっぱり

萎縮される方もいらっしゃると思いますので、もう少しきちんとした発

言をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

山田伸幸委員 高圧的と受け取られたなら、謝罪をしたいと思います。ですが、

今言ったように、須恵では、もう３学年で児童館がいっぱいになって、

児童館の活動をやめれば受け入れられるということでは全くありません。

そのことはぜひよく知っておいていただきたいし、たまにはそういった

ところを見に行っていただきたいと思います。そういった状況の中で、

児童館クラブをほかに移せばそれが全部うまくいくかというと私はそう

ではない。先ほど言ったように、須恵児童館では、子供たちが多い中で

も、さっき言ったような常設のクラブが六つあります。さらに月１回で

すけど、いろいろな教室等もされていて、本当に活発な事業が行われて
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いるんですね。やはりそれも地域の協力があってこそなんです。ですが、

私自身も参加をしておりますけど、そういった努力というか、地域の児

童館を盛り立てていこう、子供たちのために自分の力を尽くしていこう

と思っておられる方、皆さんの先ほど説明会をしたと言われたですけど、

話を聞くと代表者クラスですよね。ＰＴＡ会長だとか、校長だとか。そ

うじゃなくて、やはり日頃そういうのに携わっておられる方も含めてき

ちんと話をするべきだし、それが決まってからではもう遅い。廃止がも

う決まった後、説明して歩いたって何の意味もないですよ。廃止するこ

と自体が問われているのに、それを議会にさっさと預けて、議決を受け

たら説明して歩きますよというのは、まさに山陽小野田市がこの間やっ

てきた同じ手法なんですね。これは山陽小野田市の自治基本条例の精神

とも反します。それでは、今の市政の在り方に対して、市民の理解と納

得が得られないやり方だ。これがまた繰り返されようとしているという

ことに強い危惧を持っていますし、地域の賛同も得られない。今後地域

の人たちが皆協力してくれるかというと、疑問を感じざるを得ない。や

はり地域の皆さんの納得と道理を得た、そういった努力が尽くされてい

るかとなると、先ほどの言われたメンバーでそれが得られたと考えられ

ておられるんなら、それは違うのではないのかと思うんですがいかがで

しょうか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 先ほど御説明させていただきましたが、説

明会については、児童クラブ、児童館クラブを利用されている児童の保

護者宛てにも、御案内を全員に送らせていただいております。ですので、

関係者の方々の意見ももちろんお聞きしておりますが、実際利用されて

いる保護者の方、市民の方にもお話はお聞きしております。 

 

山田伸幸委員 それは児童クラブの利用者の保護者ですよね。児童館のクラブ

に行っている保護者にはどうなってるんですか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 児童クラブの利用者の保護者の方、あと児
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童館クラブの利用者の保護者の方にも御案内を差し上げております。 

 

山田伸幸委員 それは案内が１回こっきりですよね。残念ながら、私の聞いた

範囲では、自分も関与しているけれど、そういう案内が届いたのかもし

れないけれど、それは見ていない。案内をしたというふうに言っている

だけで、やはり、全ての人がそういった対象として呼ばれたわけではな

いということでよろしいですか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 このたび児童クラブを利用されている児童

の保護者の方、あと児童館クラブを利用されている児童の保護者の方、

全員に４１５通、おのおのの御家庭に文書を配布しております。説明会

につきましても、市役所の大会議室で１回、あと、Ａスクエアで１回、

合計２回ほど説明会の機会を設けて御案内をさせていただいております。 

 

奥良秀委員長 案内のほうは紙ベースでやられてるのか。今、よくメール等々、

小学校校区で送られているとは思うんですけど、どういう手法でやられ

たんでしょうか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 文書配布です。 

 

奥良秀委員長 それは間違いなく手元に届いていると執行部はお考えでよろし

いんですかね。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 はい、おっしゃるとおりです。 

 

山田伸幸委員 説明会が市役所の大会議室とＡスクエア。決して地域に出かけ

られていって、例えばそれぞれの児童館でされるということはされなか

ったということでよろしいですね。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 説明会につきましては、先ほど御説明した
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とおりでございます。 

 

山田伸幸委員 それは、全体を対象にして皆さんおいでくださいというふうな

丁寧な案内ではなかったと思わざるを得ません。やはり、自分の子供が

通っている場所なら行けるかもしれなかった。また時間もありますから

ね。皆さん、大体仕事しておられるでしょうから、そういった時間も含

めて、そして、こういったことをやるんだということがきちんと案内が

されていたかどうかということも、今思えば疑問だなというふうに思っ

ています。ですから、利用者にも全部案内したと言っても、文書を送っ

ただけですよね。結局その中で、大会議室、Ａスクエア、それぞれ参加

者は何人だったんでしょうか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 参加者につきましては、説明会２か所で合

計２５名の出席となっております。 

 

尾山福祉部長 付け加えでございますが、先ほど説明会の開催についてと、ど

ういうふうな形で御案内が行ったのかという御質問も入っていたと思い

ますが、児童クラブ事業については従前どおり現在の場所で継続予定と

しておりますが、児童館での他事業等については変更する予定というふ

うにきちんとお伝えをした上で案内をしております。 

 

山田伸幸委員 私が今言ってるのは、児童館の廃止方針がその中できちんとう

たわれていたのかどうかですが、それはいかがですか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 今回の説明会につきましては、まず冒頭説

明の中でも申し上げましたが、児童クラブ、児童館クラブと、ちょっと

紛らわしい名前がついておりますので、それぞれの用語説明とそれぞれ

児童クラブの現状、児童館クラブの現状について御説明をさせていただ

いております。それとあわせまして、今皆様方に資料としてお配りをし

ております裏面の図になりますが、今回の説明会は小野田地区での説明
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会をしておりますので、小野田地区のところに書いてある絵を説明会の

資料に載せさせていただいて、これを基に御説明をさせていただいてお

ります。今回の説明会の大きな目的というのが、先ほどからお話しして

いますとおり、児童館がなくなるイコール児童クラブがなくなる、これ

は働かれている御家庭にとってはとても大事なことになりますので、そ

の不安を払拭したいということが今回の説明会の大きな目的となってお

ります。この説明をさせていただいた中で、児童クラブがなくならない、

よかったというようなお声も聞いております。 

 

奥良秀委員長 ちなみになんですけど、児童館本来の目的であったりとか、児

童館クラブではなくて児童館の本来の目的でこられている方の実績数は、

執行部のほうで求められているんですかね。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 児童館の利用状況については確認をさせて

いただいております。平成３０年度から令和６年度までの各児童館の利

用人数を見ますと、現在、１日当たりの児童館の利用人数は９．７６人、

１０人を切るような状況になっております。 

 

奥良秀委員長 ９．７６人と言われますのが、児童館クラブも入れての人数な

んですか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 児童館クラブも含めた、児童館を利用され

ている小学生、大人の方、あと幼児の方を全て含んだ数字になっており

ます。 

 

奥良秀委員長 今言われてる児童館クラブは、もう今小野田小学校校区ではほ

かの場所でされているということなんですけど、それを外した人数って

いうのは分かるんですかね。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 先ほど平成３０年度から令和６年度までの
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人数を把握しておりますと御説明いたしました。これにつきましては、

幼児、小学生、中学生、あと大人の方、それぞれ人数を出しております。

全体で平均１日当たり９．７６人ですと御説明いたしましたが、小学生

が大半を占めているような状況で、小学生の人数が１日８．２人となっ

ております。ですので、この人数が、児童館クラブの利用人数とほぼ同

じ数字になるのではないかと考えております。 

 

奥良秀委員長 本来の児童館としての機能でつくられたときの、要は８．２人

をのけた場合に、要は１８歳まで、誰でも児童館に来てもいいですよと

いう中で、児童館クラブに参加しない人を考えた場合にはほぼほぼいら

っしゃらないと考えてもよろしいんでしょうか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 人数の分析からいくとそのようになると思

います。 

 

奥良秀委員長 分かりました。今クレームは多分ないとは思うんですけど、児

童館がなくなって、児童クラブが小野田小学校の中に入って、児童館ク

ラブが今、地域交流センターのほうに移行してますけど、そこで何かし

ら問題があるとか。先ほど山田委員のほうから場所が遠くなると言われ

ました。小野田小学校から小野田地域交流センターまでかなり距離が変

わってるんですけど、そういったもので批判的な御意見とかは今まで出

てるんでしょうか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 苦情等は特に入ってきておりません。 

 

山田伸幸委員 では、小野田地域交流センターでやられてるのは、参加者はど

れぐらいいらっしゃるんですか。 

 

奥良秀委員長 たしか前、決算のときに、資料とか写真を出してもらってると

思いますけど。 
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石田福祉部次長兼子育て支援課長 令和６年度の地域子供クラブの参加者の実

績ですが、２４６人いらっしゃいます。 

 

吉永美子副委員長 今回２回行われたということなんですが、ここには児童館

クラブに所属している保護者、それと児童クラブに子供が所属している

保護者が一堂に会したということですか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 はい、そのとおりでございます。 

 

吉永美子副委員長 そうすると、要は児童館クラブの保護者、そして児童クラ

ブの保護者、それぞれ何人ずつ案内して、何人ずつ来られたんでしょう

か。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 児童クラブの保護者の方は４１５名、あと、

児童館クラブの保護者の方、これは重複している場合もございますが、

児童館クラブの利用者としては５８名いらっしゃいました。 

 

吉永美子副委員長 その中で何人が来られたんでしょうか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 その説明会の中で、この中で児童クラブの

利用者の方、挙手をお願いしますというような投げかけをして、あと同

じく児童館クラブの利用者の方はどれぐらいいらっしゃいますかという

ことで投げかけをさせていただきました。人数の詳細については今持ち

合わせておりませんが、大半が児童クラブの利用者の方でした。児童館

クラブの利用者の方も２５名参加された中で１０人弱はいらっしゃった

かと思います。 

 

吉永美子副委員長 大会議室に入る人数だったということですよね。だから児

童クラブに入ってる子供の親、重複するけど４１５人でしょう。案内は
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４１５人と言われましたよね。だから、その中で何人が来られたってい

うこと、そこははっきり言えないのかな。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 説明会に来られたのは、２か所合わせまし

て２５名です。 

 

吉永美子副委員長 とっても少ないけど、それで、いわゆる市としては、来な

い人は、もう了解していただいてるという認識なんでしょうか。その人

数で良しとされておられますか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 説明会の開催時間が夕方の６時からでした

ので、参加が可能であった方が２５名ということになっております。た

だ御案内を差し上げておりますので、子育て支援課に電話を頂いて、ど

ういう内容でしょうかというような問合せもございましたし、このたび

御案内をさせていただいている文書のほうに、児童クラブについては継

続して実施の予定ですということもある程度書かせていただいておりま

したので、その文書を見て、例えば児童クラブの利用者の方であれば、

児童クラブはこのまま継続されるんだなということで、説明会にわざわ

ざ足を運ばれなかったというケースもあるというふうに認識しておりま

す。 

 

吉永美子副委員長 私の言うことがちょっと外れるかもしれませんが、何年前

かな。今期じゃないんですけど、以前、子育てのお母様たちからお話を

聞こうということで、議会が出て行ったときがあったんですね。それで、

児童館で活動されている方からお聞きしたときに、長期の子供たちが休

業というか休みのときになると、児童クラブの子たちが来るから自分た

ちが使いづらいというお話があったんですよ。そういう点では、今回の

配慮というのはどのように取ったらいいんですか。逆に、そういう思い

を持ってる親御さんがおられれば、児童クラブの子供たちが来て、自分

たちは活動しにくいからよそに行くってことでしょう。だから、そうい
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う問題がなくなるっていう認識でいいんですかね。児童館クラブという

言い方でいいと思うんですけど、児童クラブじゃないほうだから、親御

さんでおられましたけど、児童クラブの子たちが来るから、自分たちが

活動しにくいという御意見があったので、そういうことが今もって、も

し思いがあるとすれば、児童館から交流センターなりよそに行かれるわ

けでしょう。そうすると、児童クラブの子供たちと一緒にはならないわ

けじゃないですか。だから、活動の部分では人数は少ないかもしれない

けど、活動としてはそういうようなクレーム的な心情はなくなるという

ことになりますよね。それでよろしいですよね。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 今の副委員長の認識で間違いないと思いま

す。 

 

吉永美子副委員長 それともう一つ。やはり行政がもともと違っていて、山陽

町のほうには児童館がなかったわけですよね。不平の声があったかどう

かは私も分からないんですけど、だから公平性を保つことが一つと、も

う一つは山陽地区でやってきた放課後子供教室がこれまで出てきた成果

を評価した点で、このたびこういう形に、いわゆる児童クラブはそのま

ま行くけども、児童館はやり方変えますよっていう方向に移動したって

いう認識を持ってもよろしいですか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 はい、そのとおりでございます。令和６年

度に子育て支援課と教育委員会のほうで協議を幾度か重ねております。

放課後子供教室を全市的に移行していくことを検討している理由の一つ

としては、この放課後子供教室には四つの強みがございます。まず活動

プログラムの多様性、参加者の多様性、参加児童の保護者の声、持続可

能なまち育て、この四つの大きな強みを全市的に生かして、先ほど副委

員長が言われましたとおり、同じサービスを提供するということで、こ

のたび児童館条例の廃止の機会に全市的に同じものを、いいものを子供

ファーストで提供していきたいという思いから、このような検討に至っ
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ております。 

 

山田伸幸委員 今のは後付けですよね。（発言する者あり）どう見てもまだし

ゃべってるじゃない。なぜ手を挙げるんですか。私の発言を邪魔しない

でください。 

 

奥良秀委員長 すみません。マイクを落としてください。質疑が終わるまでは、

挙手をしないようにしてください。山田委員もあまり感情的にならない

ようによろしくお願いいたします。それでは、質疑を最初からお願いし

ます。 

 

山田伸幸委員 放課後子供教室と児童館クラブというのはやられていることが

全く違うんですよね。やはり児童館を使ってやる。そこは子供の城と言

われてるところですよね。そこで、地域の指導員あるいは専門家が来て、

いろいろな指導を子供たちにやっていくというのが、今行われている児

童館クラブなんですよね。ですから、先ほど言ったように、須恵では多

彩なクラブ活動が行われていて、それは須恵だけではなく全ての児童館

でそれぞれの地域に合った、あるいは地域の指導者に合った指導がされ

ている。地域交流センターが使えるから、あるいは、山陽でうまくいっ

たから、それをわざわざなくすと。これは以前、本会議でも議論になり

ましたけれど、公平性を保つために、山陽地区でも設置しますという約

束を一度されているんですよね。代表的な地点に児童館を造りますとい

う約束が反故にされている。御存じないからですよ。そういったことが

あったのに、それを全く無視して、いつの間にかその方針が消されてる

んですよ。だからそういった面でいうと、公平性が片方にあるものをわ

ざわざ全部なくしていくことは私は行政の手法としては絶対にあっては

ならない。公平性という言葉を使って、今ある優れたものをなくしてい

くようなやり方はとるべきではない。やはり他からも高く評価されてい

るものを宝として大事にしていく。そのことが将来に対する私たちの大

切な役割を今担っているその一つだというふうに思いますので、この児
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童館を廃止すべきではないと思います。 

 

奥良秀委員長 質疑をお願いしたいと思います。 

 

山田伸幸委員 そういった観点で、公平性を保つというふうに先ほどから言わ

れておりますけれど、一度は市が山陽地区にも造りますと約束したんで

すね。その約束が反故されたということは御存じですか。 

 

古川副市長 公平性というのは後づけでも何でもございません。これはまず最

初に言わせていただきます。山陽町と小野田市が合併したときに、小野

田市のほうには児童館があって山陽町のほうにはないということで、総

合計画の中にも一時出ました。しかしながら第二次総合計画の中にはそ

こはございません。というのは、やはり行政というのは生き物でござい

まして、社会情勢、また、いろいろな時の情勢によって刻々と変わるも

のと理解いたしております。児童館も旧小野田市、平成の七、八年ぐら

いから造りました。私も財政課におりましたから、予算をつけた経緯も

知っております。そうした中で、当時の児童館の使命と、今、３０年た

った児童館の使命は、当然、社会情勢によって変わってきており、先ほ

ど次長が申しました中で、副委員長が申されたとおりでございます。そ

うした中で、やはり今児童館は基本的に児童クラブというものに、子育

てのニーズが移行してきておると。児童館という形式の形がなくても、

内容がちゃんと生かされればいい。それは先ほど次長が申しまして、副

委員長も復唱されましたけど、山陽地区でやっておる放課後子供教室と

いうのは、非常に充実されて評価も高い。それを踏まえての新しい形の

ものを発展的にもう少しいいものにしていこうという考えで、入れ物が

あるかないかではなく、いかに子供に対して児童クラブをちゃんと充実

させて、それ以外の児童館クラブのこともまた違う構えで充実させてい

くかというのが大事です。児童館廃止条例を提出いたしておりますけど、

中身については子供ファーストでやっていくっていうのは部長、次長が

申したとおりでございます。 
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山田伸幸委員 廃止を決めた本人といいますか執行部ですから、当然そういう

ふうな言い方をされると思います。私たちは、運動の成果として、児童

館の完成を喜んだものとして、児童館そのもの、これはやはり地域の保

護者の願いが実現されたもの、そういった喜びを私たちは一同思ったわ

けですね。ところが、そういった地域のことを全く考えずに、ほんのご

く一部の人にだけ説明をして、説明しましたよ。そして、ここで議決が

得られたら後でまたやりますよっていうのは、それはもう後づけでしか

ない。やはり今、児童館をどう生かしていくのか、先ほど言ったように、

児童館としての機能がなかなか発揮できないという事情もあります。そ

れはほかの方法で、例えば、今受け入れられていない４年生、５年生、

６年生をそれこそ空き教室に活用していけばできるわけですけど、それ

もせずに、そのキャパといいますか、その校区の人数に合わない児童館

のまま置いていると。それは行政の責任だろうと思います。本当に今、

私たちの将来に対する責任が問われているんではないかなというふうに

思っておりますが、そういった地域の皆さんが運動した一つの成果とし

て、今の児童館があるというのを執行部は御存じなんでしょうか。 

 

古川副市長 旧小野田市ではそういうような流れでございました。しかしなが

ら、合併して山陽小野田市という市域になって、山陽小野田市という地

方公共団体で考えた場合、当時、旧小野田市で盛り上がった。しかしな

がら、山陽地区にはそういうものがない。それをまた山陽地区に造れと

いうことも一時ありましたが、予算的なもの、それ以上にもっと山陽小

野田市全体で考えて、どこに予算をつけるかということも必要でござい

ます。昔、旧小野田のときに盛り上がったことは私も承知いたしており

ますが、やはり２０年、３０年たてば、時代の社会情勢の変化によりま

して、当然変わってくるということも御理解いただきたいというふうに

思います。 

 

山田伸幸委員 承知しておられると言われましたけど、私は副市長がそういう
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場におられたというのを承知しておりません。やはり運動してきた保護

者の皆さんと喜びを分かち合ったというのは非常に大きな経験として、

そしてなおのこと、今のこの児童館が地域の宝としてそういった校区の

皆さんの心の中にあるんだ。それを形が変わったから時代が変わったか

らということで地域の納得も得られない。説明会もやはり非常に限られ

た人にだけ案内をするということでは、自治基本条例の精神とは全くか

け離れたものである。これは議会にも同じことが言えます。議会基本条

例というのは、やはり、市民の納得の得られるような市政を実現するた

めに力を尽くしていかなくてはなりません。ですから、その一環として

自分たちが議決したものの責任が問われてきているわけですね。議会カ

フェというのもやったりします。しかし、それでよく言われるのは、決

まった後やったからじゃ遅いじゃないかと。これは随分いろいろなとこ

ろで言われてまいりました。ですから、こういう比較をするのはあまり

好きではないんですけれど、白井前市長のときには、重要な案件のとき

には自ら地域に出向いて地域懇談会をされて、そこで市民の意見を聞い

て、その上で施策の反映をされていたと思います。代表的なのが火葬場

の位置の問題でした。火葬場をどこにするか、いろいろなところを回ら

れて、そして地域の皆さんから宇部に造られるのはどうしても我慢でき

ないという声が多数寄せられた結果、白井市長は、宇部に造る、一緒に

造るというのは断念をされた。そして地域の皆さんからの声に従って市

内に造っていくという決断をされたんですけど、やはりそういった以前

の市政ではあった地域の住民の皆さんの意見を大事にする、そういった

ことが今の市政には欠けているのではないのかと思わざるを得ません。

もう１回執行部にお聞きしますけど、４００人に出した案内というので

十分だと考えておられるんでしょうか。 

 

奥良秀委員長 ちょっとすみませんね、山田委員。議会カフェと委員会はまず

一緒にしないようにしていただきたいんですがよろしいでしょうか。（発

言する者あり）そういうふうな言葉がありましたので、ここで議会カフ

ェのことがどうこうって。ここは今、民生福祉常任委員会をやっており
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ますので、関係ないことはしゃべらないように。関係ないと私は思って

おりますので、民生福祉常任委員会として、今、廃止条例の制定につい

ての質疑を行っておりますので、議会カフェでの発言をここでどうこう

言われるのもちょっと私も心外だと思います。 

 

山田伸幸委員 心外というのはおかしな話ですね。やはり私たちは議会人とし

ていろいろなところでいろいろな市民の声を聞いてるわけですね。それ

は一つの参考として、やはりきちんと捉え直すべきだろうと思います。

それをそういうふうに言われること自体がやはり、私の発言の制限をし

ているんじゃないかとしか思えないんですよ。そうではなくてやはり、

そういった例を挙げてやっているわけで、ぜひともそういった多くの市

民の声を生かすということがとっても大切なんだということを私は言っ

てるわけですから、それをぜひ執行部の皆さんにも分かっていただきた

い。非常に限られた人だけ、先ほど言った質問を繰り返しますが、四百

数十人の案内で、十分責任を果たしたと考えておられるんでしょうか。 

 

古川副市長 まず私も児童館を造るときには財政担当として予算のヒアリング

等々した流れがございまして、当時のことは知っておるということを申

したわけでございます。そうすると、四百数十名に案内をした。これは

すごくリーズナブルといいますか、的を射ていると思っております。一

応、利用者の方がいかにどのように考えていらっしゃるかということを

抽出するために四百何人出した。私はその選択は間違いないというふう

に思っております。それと今回このような形で、利用者の方の意見をお

聞きしたのは、令和４年１２月に小野田児童館の廃止条例を出したとき

にこのような説明会をしてなかったので、そのときにちゃんと意見を聞

くようにという委員会からの指摘もございました。その辺りのことを踏

まえる中で、担当課また担当部長は全部を回ったということでございま

すので、ちゃんと利用者関係者の意見は聞いたと考えるところでござい

ます。それと、あくまでも申しますが、やはり議会制民主主義でござい

ますので、やはり一番議論をして理解をしていただくのは議会でござい
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ます。これが二元代表制の一翼を担っておるということでもあると思い

ますので、議会での審査を私どもは第一義と考えておりますので申し添

えます。 

 

奥良秀委員長 長時間になっておりますので５分ほど休憩に入りたいと思いま

す。再開を１８時３０分から再開したいと思います。それでは休憩に入

ります。 

 

午後６時２５分 休憩 

 

午後６時３０分 再開 

 

奥良秀委員長 それでは休憩前に引き続き委員会を再開いたします。山陽小野

田市児童館条例を廃止する条例の制定について、質疑を求めております。

そのほかに質疑はありますか。 

 

山田伸幸委員 今回は廃止条例ということで、これを廃止してしまうと後戻り

はできないということですが、私の認識は違っているんでしょうか。 

 

古川副市長 児童館という形式的なものはなくなりますが、そこでやっておっ

た、内容は継続できると考えております。 

 

山田伸幸委員 私が聞いたことに答えてください。私が聞いたのは、後戻りが

できるかと言ったんです。廃止した後またその廃止を取り消したりある

いは新たにもう一度、条例を通してつくることができるのかと聞いたん

ですよ。 

 

古川副市長 児童館を廃止したらその廃止条例が復活することはございません。 

 

山田伸幸委員 要するに山陽小野田市はもう児童館とは縁を切るということで
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すよね。児童館条例を切るという考えでよろしいですね。 

 

古川副市長 児童館条例はなくなりますが、児童館でやってきた精神はずっと

生き続けるということでございます。 

 

山田伸幸委員 ずっと生き続けるその保証は何でしょうか。 

 

尾山福祉部長 これも今までの説明と重なりますが、資料を見ていただいてよ

ろしいでしょうか。児童館ができたときの成り立ちというのは先ほど聞

かせていただいて、そのときのニーズに非常に必要だったものだと感じ

ております。ただ、この児童館の事業を見ていただいても、この表の１

番右です。例えばスマイルキッズだとか、地域交流センターのスタディ

ルームだとか談話室だとか、恐らく児童館ができた当時にはなかったも

のばかりです。それに加えて、今スマイルキッズにこども家庭センター

もできていて、相談体制というのは充実させております。また、ＲＭＯ

が始まってからは、地域によっては子供部会、子育て部会というような

ものが、様々な居場所をつくっていただいております。このように、児

童館というものがなくなっても児童館が担ってきた機能というのは、こ

のような形で続いていくものではないかと考えております。 

 

山田伸幸委員 それは児童館があってこそのことだと思います。やはり地域の

子供のとりでとして児童館があってこそいろいろな事業が生きてくる。

そこでやられることに意義があると。ここにスマイルキッズだとか、子

育て支援センター、地域子育て支援センターとかと言われますけれど、

例えば、スマイルキッズまでは、本山とか山陽地区からは非常に遠いじ

ゃないですか。そういった人たちがわざわざそのために行かなくちゃい

けなくなる。今だったら地域の児童館で裾野指導を受けたり、いろいろ

な話を聞いたり、経験も身近なところでできる。それをわざわざスマイ

ルキッズまで行かなくちゃいけない。それはやはり大きな要諦の変更に

すぎません。やはり、後付けでいろいろ理屈をこねて、代替措置すると
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言われますけど、それは執行部が考えられたもので、地域の皆さんがそ

のようには考えておられないように感じます。特にＲＭＯのことを出さ

れましたけど、これはなかなか思ったように進んでいないです。確かに

形としてはつくられましたが、それがうまく機能ししていないところの

多いという実態も見るにつけ、そのようなことは起きていない。本当に

理想的な地域運営協議会づくりはなかなか進んでいないというのが今の

実態です。それも承知の上で今のことを言われたのかどうなのか、その

点はいかがでしょうか。 

 

尾山福祉部長 最初にＲＭＯのくだりでございますが、地域によって差がある

というようなことは私どもも存じ上げております。ただ、説明会に回る

中でも、やはり地域によっては、ＲＭＯで今このような活動をしている

のでうまい具合に組み込めていけばよいのではないかというような御意

見も頂いておりますし、先日、総合教育会議においても、この方針、考

え方についてお諮りしたところ、やはり委員からも今進んでいるＲＭＯ

の活動などと話合いながら進めていくとよりよいものができるのではな

いかと思っているという御意見を頂いているのも事実でございます。 

 

山田伸幸委員 それはうまくいった例の話ですよね。地域によってはＲＭＯが

全く機能していない地域もあるわけですよ。児童館がありながらね。そ

ういった地域では、地域の子供たちのいろいろな事業というのは、児童

館でしかできていない。それを例えば、地域交流センターで子供たちの

事業をしようとしたら、ある部屋をあてがわれて、そこの部屋の中では

とても正視できないようなことも行われていたとお聞きしました。やは

り指導員がそこにきちんと座って、いろいろな事業を子供たちのために

進めていく、そういった人員が共にあってこそ、こういうクラブの生き

た形として地域に根づいていくんではないかなと思います。廃止ありき

でされてしまうとそういった地域での実態とかけ離れたような話になっ

てしまうという恐れを今の話でますます思いました。私の見ているその

地域の実態とは全然違っているというふうに言わざるを得ないんですが、
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全部の地域のことを御存じで言われているんでしょうか。 

 

古川副市長 部長がＲＭＯのことを申しましたが、これは右から左というので

はなくて、ＲＭＯは昨年の１１月３０日に発足いたしまして、まだ１年

もたっておりません。まだまだ発展途上の緒に就いたばかりでございま

す。一部のＲＭＯの中では、子育ての関係、児童、保育関係の部会をつ

くったということも聞いたこともございます。今後、そういうような流

れで地域で子供を育てるというような流れが出てくるということを踏ま

えて部長は申したことでございまして、児童館というのはやはり山陽地

区とのバランスというのを私は必要であるということを鑑みる中で、今

回は廃止をして、今、部長、次長が言ったような形での流れに持ってい

くのがベターだと考えております。 

 

前田浩司委員 一言、私も地域の実情でお話をさせてほしいんですけれども、

今現在、一番子供に優しく、子育てに優しい地域って埴生じゃないかな

と思っております。やはり、ここには児童クラブもあれば、当然今の放

課後子供教室もあります。見てて本当に子供たちが楽しみにしてるのは

つくづく感じております。私が議員になったときに、小野田と山陽の違

いは何なんだろうかなと思った時期がありました。まさにここなんです。

児童館は、小野田にはあるけど、山陽側にはないとかね。何でこんな食

い違いがあるのかなっていうことを、今回のこの議案は全てやはり統一

性を持たせるという意味合いかなと私は感じております。前段で申し上

げたとおり、埴生については、本当に児童クラブと放課後子ども教室、

特に放課後子ども教室は、地域の御年配の方が、子育てというか、自分

の子供のように、いろいろなカリキュラムを組んで子供を楽しまそうと

している。中には、難しい部分もありますけれども、本当に年配の方が、

子供がどうやったら喜んでくれるんだろうかなという本当にそういう姿

を見たときには、これはやはり小野田地域にもこういう方向づけは、あ

ってしかるべきではないかなと思います。もう１点は、箱物がどうこう

っていうことではなくて、まずこういった機能をやはり小野田側にもも
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たそうという議案ではないかなというふうには思っております。あと、

執行部の方につきましては、各地域にやはり行かれて見て、１番優れた

埴生のこういった内容をもっともっと発信していただいて、もっと、そ

のよさを地域に行って伝えていただきたいというふうに思って、私は、

今回のこの議案についてはいい方向に向いていくのではないかなと感じ

ております。 

 

奥良秀委員長 質疑をお願いしておりますので、今のは……もう一度ですね。

前田委員。 

 

前田浩司委員 地域に行って埴生の地域の実情を絵姿に変えたものを再度地域

の方々に説明する機会を設けていただくことは可能でしょうか。 

 

石田福祉部次長兼子育て支援課長 委員からありました放課後子ども教室、昨

年度、私も３か所回って実情を見させていただきました。委員からあり

ましたとおり、地域の方、高齢者の方や、いろいろな方が楽しそうに子

供たちと一緒に教室をされている姿を見て、参加者の多様性、交流の場

がとして、うまく行われており、とてもいい事業だと感じております。

今後それをどういうふうに小野田側にも伝えていくかということですが、

今後検討していく中でいろいろなことが決定してくると思います。それ

を説明させていただく場で、放課後子ども教室は、こういった内容で、

山陽側でやってる事業を全市的に展開していきますよというようなお話

ができるように、教育委員会とも協議を重ねながら進めてまいりたいと

思っております。 

 

中岡英二委員 私も先ほどちょっと言ったんですが、児童クラブの機能と児童

館クラブの機能が、新たに放課後子ども教室事業という形によくなって

いくというイメージが湧きました。一つ、これからの方向性というのを、

もう少し市民の方に、確かに資料は全戸に配られたということなんです

が、これからやはりこの委員会の中でしっかりと話をして、私らはやは
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り市民の代表ですから、児童クラブが変わるということで御相談があり、

２か月前に子育て支援課に相談に行きました。そういう資料を４００枚

配られたということなんですが、やはり理解できない方もおりますので、

もう一度違った形で市民に発信されたらいいんじゃないかなと思います。

分からないことがあれば、私らが地元の人に理解していただくような働

きかけも必要だと思うし、今日の委員会を見ましたら、やはりいい方向

に行ってほしいし、また児童クラブの機能としてもっとよくなってもら

いたいという思いはあります。これは変わってからやっていきたいと思

うんですけど、もっともっと改善して、よくなっていってほしいという

思いはあります。市民の方に対して、この条例を廃止してどういったと

ころがよくなるのか、こういう辺がよくなるよということを二つ三つ伝

えていただければと思います。 

 

尾山福祉部長 まず、放課後子ども教室をベースとした事業に組み替えること

で、先ほど埴生の例を出されましたように、地域性のあるプログラムと

か地域の多世代交流とか、こういう仕組みをつくることで、地域の子供

は地域で育てる、地域づくり、まちづくりにつながっていくということ

を期待している、こういうメリットを生み出したいということが１点で

す。それと廃止に絡めて申しますと、最初から申し上げておりますよう

に、児童館クラブの建物を全て児童クラブで使用できることで、児童ク

ラブの対象年齢を拡大することが可能になる。この２点が大きなものだ

と考えております。 

 

奥良秀委員長 デメリットは何かあるんでしょうか。 

 

尾山福祉部長 デメリットをメリットに変えていくようにしていきたいと考え

ております。 

 

中岡英二委員 ２点ほど執行部のほうから御説明がありましたけど、そういう

メリットの面をしっかりと市民に伝えていってほしいと思います。 
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奥良秀委員長 質疑をお願いしたいんですけど、もういいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 

山田伸幸委員 先ほど前田委員が言われたのは、今児童館でやっておられるこ

とを全く御存じないのかなというのがよく分かりました。やっぱり地域

の児童館では、まさに今言われたようなことをやられてるんですよ。そ

のため先ほど例示したじゃないですか、こういったことを地域の皆さん

がやっておられるんだと。それをさも自分たちが見てる目の前のことだ

けを評価して、これがいいことなんだというやり方は、○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（発言す

る者あり）いや、だって、埴生のことしか言われなかったから、ほかの

地域に出かけていって、それは例えば高千帆でどういうふうにされてい

るのか、有帆ではどのようにされているのか、それぞれの館でそれぞれ

の地域の特性に合わせてやられてるんですよ。それはきちんと見られた

上で、できたらこの議案の審査の前に行って見ておくべきでしたね。や

っぱりそれでないと、やはり自分の発言と、やはり実際の姿がどうなの

かということが非常に問題であるというふうに感じます。そういった点

からして、先ほどデメリットはメリットに変えていくと言われたんです

が、デメリットとは何ですか。その説明が先ほどなかったので、説明し

てください。 

 

奥良秀委員長 山田委員、ちょっとマイクを落としてもらっていいですか。今、

山田委員の発言の中で、前田委員に対して大変無礼な発言があったと私

は思っております。「○○○○○○○○○」という発言に対しては、私

として撤回をしてほしいと思うんですがいかがでしょうか。 

 

山田伸幸委員 そういうふうに委員長が言われるのなら、そこの部分について

は撤回させていただきます。しかしながら、全体でやはり、実際の児童

館での運営というのは、きちんと見ておくべきだと、そのことを言いた
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いわけですから、そこはしっかり、できたら一度皆で見に行くのが、議

案審査をするときの丁寧な審査の一つであると考えております。 

 

奥良秀委員長 各地域のことについては各委員がいろいろなところで見聞きは

されてると思っておりますし、仮想でいろいろなことをここの場で話さ

れているとは思っておりません。だから、先ほど前田委員に対して「○

○○○」と言われたことに対しては、どうかなと思います。また、ここ

は今、自由討議の場ではなくて、議案審査の場になっておりますので、

そこも十分考えられた発言をお願いしたいと思います。山田委員が言わ

れたのは、もう一度ちょっと、端的に分かりやすく質疑を執行部のほう

にお願いしたいと思います。最初の部分で、要は前田委員がどうたらこ

うたらっていう話が長過ぎて質疑の部分が明瞭に分かりませんので、質

疑をよろしくお願いします。 

 

山田伸幸委員 先ほど尾山部長が、デメリットはメリットに変えていくと言わ

れましたので、そのデメリットとは何ですか。 

 

尾山福祉部長 デメリットとして思いつくものは、現在の児童館クラブを利用

されている方は、やはり慣れ親しんだ場所で慣れたクラブを利用してい

る、この形態が変わるということは、一時的にデメリットになる可能性

はあるかと思っております。ただ、やはり物事が変わるときというのは

誰も不安に思うということとか、先に行く前にこれがよかったというよ

うな感情というのは抱きやすいものですので、新しいものに移行してい

ったときに、これでよかったと思っていただけるような制度設計をして

いきたいと考えております。 

 

奥良秀委員長 資料には、今後、社会教育課と打合せしながらよりもよいもの

をつくっていくということがあるんですが、今後そのようにされていく

んでしょうね。 
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山田伸幸委員 やはり今のこの提案された廃止条例では、せっかくつくり上げ

られてきた児童館の歴史とか優れた点が失われていくという点では否め

ないものがありますので、改めてこれをこの条例そのものを考え直して

いただきたいというふうに思うんですがいかがでしょうか。 

 

古川副市長 上程したとおりで、審査をお願いいたします。 

 

奥良秀委員長 先ほど、山田委員の取消しのことを言いましたが、委員会で確

認をしたいと思いますので、山田委員の発言に対して、前田委員に対し

ての無礼な発言がありましたが、そこは訂正として取消しをすることに

異議はありませんか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）じゃあ、そのよう

にさせていただきます。 

 

吉永美子副委員長 古豊委員のことも謝罪しますと言われましたよ。そこを取

消しはどうされますか。 

 

奥良秀委員長 山田委員に対しまして古豊委員に対しても無礼な発言があった

んですが、それも取消しでよろしいでしょうか。（発言する者あり）取

消しをする……まずは（発言する者あり）はい、前田委員に対しては言

われましたけど、古豊委員に対しては訂正されるつもりはあるでしょう

か。 

 

山田伸幸委員 その部分については訂正をお願いします。 

 

奥良秀委員長 山田委員のほうから訂正のお願いがありましたが、皆さんどう

（発言する者あり）取消しをしたいという旨のお話がありましたが、そ

のように計らってもよろしいでしょうか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしということで、そのようにさせていただきます。 

 

山田伸幸委員 改めて先ほどこの条例そのものについての態度、上程した廃止
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条例の議案を取り下げる気はないかと発言したところ、上程したままで

お願いしたいという意見がありました。余りにも今回のこの議案の進め

方というのが、地域住民の納得、理解を得るという努力が足りていなか

ったと思います。先ほど言いましたが、４００人程度の方、それは小野

田地域だけですが、これが十分なものであるのかどうなのか、改めてお

伺いします。 

 

古川副市長 先ほどから再三申し上げておりますが、必要な方には文書を差し

上げて、ちゃんと説明はさせていただいたというふうに考えております。 

 

山田伸幸委員 必要な方と言われた中に私は含まれておりませんでした。やは

り地域での説明会が不十分で、とてもそれをやり尽くした上での議案提

案ではなかったと思わざるを得ないんですが、改めてこの問題を地域住

民にお知らせをするという考えはお持ちじゃないでしょうか。 

 

尾山福祉部長 議決を頂いた後に、また丁寧に説明をしてまいりたいと考えて

おります。 

 

山田伸幸委員 議決を得た上では後戻りできないというのは先ほど古川副市長

が答弁されたとおりですので、それでは遅きに失します。やはり、多く

の皆さんに説明し、賛同を得るということがまずもって大事であります

ので、そのことを徹底するということが自治基本条例の精神にも合致し

ますので、それを議決の後では自治基本条例にの精神には反するものだ

というふうに思うんですが、自治基本条例はそうではないという意見な

んでしょうか。 

 

古川副市長 この件につきましても再三申し上げましたが、ちゃんと関係者に

は説明をして、その考えを得た中で、二元代表制の一翼を担う議会、こ

れは間接民主主義の最たるものでございます。議会の議員に説明し、議

会の議決を得るということが第一義でと考えておりまして、そこで通っ
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て通ったのが、議決機関はもう議会でございますので、通していただけ

たなら、内容について、地域に出向いてまた説明をさせていただくとい

うことでございます。それ以上もそれ以下もございません。 

 

吉永美子副委員長 もう質疑がずっと堂々巡りしてる感じがしますので、そろ

そろ質疑を打ち切ったらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

奥良秀委員長 ただいま副委員長のほうから、議論がもう停滞してる、もうこ

のまま止まってるということなので、そのような動議がありましたが、

質疑終了の採決に入ってもよろしいでしょうか。異議ありませんか。（「異

議あり」と呼ぶ者あり）（「異議なし」と呼ぶ者あり）（発言する者あ

り）賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

奥良秀委員長 賛成多数ということで、質疑を打ち切りたいと思います。それ

では討論に入りたいと思います。討論はありますか。 

 

山田伸幸委員 この問題で、私はあらゆる努力を尽くして、今まで関係のあっ

た方にもお話をお聞きし、そしてこれまで地域のために努力をされた方

の御意見も伺ってまいりました。これは本山地区でも赤崎地区でも須恵

地区でも行ってきた結果、そしてどこでも言われてるのは、児童館を守

ってほしいという御意見でした。先ほど来、社会教育課が行ってきてい

る放課後子ども教室のことをさんざん言われておりますが、そういった

内容は、これまでに既に児童館のほうでやられていることを、別の場で

やられているにしかすぎません。そういった地域でやられていることの

努力が、残念ながらこの議会の中で実際にそれを参考にするということ

ができなかったのは非常に残念であり、そういったこともきちんとした

上で、委員会に臨むべきであった。そういったことができなかったとい

うのは、委員会としての非常に残念な点であったというふうに思います
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し、この条例そのものが、まだまだ多くの市民の理解を得ていない、自

治基本条例の精神にも反したままである、そして議会の任務としても、

やはり多くの市民、住民、そして利用者、そういった方々の意見を参考

にして、この場に臨むべきであったというふうに考えております。です

から、この議案は、まだまだ、審議未了であって、これをここで採決す

ること自体、問題でありますし、この内容には到底受け入れられるよう

なものではないと思います。 

 

奥良秀委員長 で、どうされるんでしょうか。 

 

山田伸幸委員 ですから、もうこの場で採決するのはやめていただきたいとい

うふうに思います。採決すべきではないというふうに考えます。 

 

奥良秀委員長 討論に入ってますので、賛成か反対の意思表示をお願いいたし

ます。 

 

山田伸幸委員 ですから、ここでは採決すべきではないという意見を言ってる

わけです。 

 

奥良秀委員長 だから、意見であって討論ではないということでよろしいです

か。（発言する者あり） 

 

山田伸幸委員 十分な議論が尽くされないまま採決をすることについてやはり

問題がありますので、この議案そのものには到底賛成できるものではあ

りません。 

 

奥良秀委員長 ということで、賛成か反対かを述べてください。いや、述べら

れませんということで（「賛成できるものでありません」と呼ぶ者あり）。

いや、だから意思表示をお願いします。（発言する者あり）分かりまし

た。その他、討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、討論
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なしということで、討論を終結したいと思います。それでは採決に入り

ます。議案第７５号山陽小野田市児童館条例の児童館条例を廃止する条

例の制定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

奥良秀委員長 賛成多数ということで、本議案は可決すべきものと決しました。

先ほど、山田委員の発言に対しまして、無礼なことがあって、なおかつ

取下げということを皆さんに確認をしましたところ、異議なしというこ

とで取り下げるようにしました。ただ、そこの場所がよく分かりません

ので、私が責任を持って確認をして、取消しを行いたいと思いますが、

委員長に一任していただけますでしょうか。（「異議なし」と呼ぶ者あ

り）異議はありませんか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なしとい

うことでそのようにさせていただきます。それでは以上をもちまして、

本日の民生福祉常任委員会の日程は全て終わりましたので、これで委員

会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

午後７時 散会 

 

令和７年（2025 年）８月２６日 

              

  民生福祉常任委員長  奥   良 秀   


